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第
一
次
憲
政
擁
護
運
動
が
、
政
治
的
に
は
藩
閥
官
僚
政
権
を
打
倒

し
て
政
党
政
治
樹
立
の
方
向
を
め
ざ
し
た
運
動
で
あ
る
こ
と
は
、
ま

ず
異
論
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
結
果
出
現
し
た
第
～

次
山
本
内
閣
は
、
薩
派
海
軍
の
巨
頭
山
本
権
兵
衛
と
政
友
会
の
提
携

に
よ
っ
て
成
立
し
た
か
ら
、
形
の
上
か
ら
は
、
憲
政
擁
護
運
動
の
正

統
な
嫡
子
ど
こ
ろ
か
、
ま
さ
に
憲
政
の
逆
転
と
ま
で
感
ぜ
ら
れ
た
。

門
要
約
）
第
一
次
出
本
権
兵
衛
内
閣
（
一
九
一
三
～
一
四
）
は
、
そ
の
形
式
上
襲
闘
と
政
友
会
の
野
合
し
た
政
権
で
あ
り
、
藩
閥
と
政
党
の
妥
協
の
一
歩
前

進
で
あ
り
、
長
閥
に
代
る
薩
闘
の
政
権
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
政
策
も
、
民
衆
の
革
命
望
蜀
遇
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
論
ぜ
ら
れ
る

場
合
が
多
く
、
政
府
内
勢
力
も
薩
派
と
政
友
会
と
の
い
ず
れ
か
に
重
点
が
お
か
れ
る
。
さ
ら
に
、
世
論
を
と
り
い
れ
た
政
策
も
、
火
正
政
変
の
圧
力
が
重

視
さ
れ
、
な
か
に
は
い
ず
れ
の
内
閣
に
も
お
と
ら
ぬ
帝
国
主
義
政
策
を
実
行
す
る
た
め
の
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
。
本
論
文
は
、
資
本

主
義
の
発
達
を
反
映
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
勢
力
の
興
隆
の
結
果
と
し
て
、
剛
体
綱
が
動
揺
し
、
政
界
が
体
制
を
再
編
成
す
べ
き
際
遇
に
あ
っ
た
と
い
う
視
点

に
立
っ
て
、
あ
ら
た
な
る
政
治
勢
力
を
確
立
す
る
た
め
に
、
こ
の
内
閣
が
努
力
し
た
こ
と
を
実
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
　
五
〇
巻
五
口
写
　
　
一
九
｛
ハ
七
体
†
九
日
〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
、
一
方
に
お
い
て
、
こ
の
内
閣
の
施
政
そ
の
も
の
を
み
る
と

　
　
　
一
、
問
題
の
所
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
、
　
か
な
り
憲
政
擁
護
運
動
の
過
程
（
も
と
よ
り
そ
れ
は
、
明
治
末
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

の
一
つ
の
傾
向
を
継
承
す
る
が
）
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
た
新
し
し
政
治

的
要
求
を
実
現
し
た
毛
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
内
閣
に
た
い

す
る
評
価
も
分
裂
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
評
価
の
一
は
薩
長
交
代
論
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
政
権
が
長

閥
か
ら
薩
閥
に
移
っ
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、

他
は
、
山
本
内
閣
の
政
策
に
、
い
わ
ば
〃
前
向
き
”
の
傾
向
の
あ
る
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こ
と
に
力
点
を
お
く
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
は
、
内
閣
の
〃
前

向
き
〃
の
政
策
を
、
帝
国
主
義
政
策
を
実
行
す
る
た
め
の
カ
ム
フ
ラ

ー
ジ
ュ
と
見
て
お
り
《
後
者
の
場
合
も
、
い
ち
お
う
の
進
歩
性
は
認

め
る
が
、
そ
れ
を
た
ち
い
っ
て
検
討
す
る
ま
で
に
い
た
っ
て
お
ら
ず
、

政
策
の
現
象
面
を
羅
列
し
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
、
両
者
と

も
に
、
こ
の
〃
前
向
き
”
の
政
策
を
、
憲
政
擁
護
運
動
の
圧
力
に
原

因
す
る
も
の
と
説
く
。

　
山
本
内
閣
の
政
策
を
と
り
あ
げ
る
場
合
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

長
期
的
な
見
と
お
し
の
な
か
に
位
置
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
薩
長
交

代
論
に
お
い
て
は
、
権
力
内
部
の
変
化
を
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
：
ト
勢

力
の
拾
頭
に
と
も
な
う
薩
閥
勢
力
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
結
合
の
度

合
の
強
化
と
み
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
が
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
い

と
こ
ろ
は
、
む
し
ろ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
拾
頭
を
反
映
し
た
政
党
勢

力
の
増
大
に
つ
れ
て
、
藩
閥
官
僚
政
治
か
ら
政
党
政
治
へ
の
傾
向
が

つ
よ
ま
っ
て
来
た
、
と
い
う
事
実
を
重
視
し
、
体
制
の
再
編
成
期
と

い
う
様
相
の
な
か
に
、
山
本
内
閣
を
位
置
づ
け
、
形
式
は
薩
閥
と
政

友
会
と
の
提
携
で
は
あ
る
が
、
実
質
は
、
こ
れ
よ
り
以
前
の
内
閣
、

と
く
に
西
園
寺
内
閣
と
異
な
っ
た
政
党
政
治
的
色
彩
を
、
よ
り
つ
よ

く
打
ち
出
し
た
点
を
大
き
く
評
価
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
山
本
内
閣
に
つ
い
て
、
従
来
も
っ
と
も
詳
細
に
説
か
れ
た
も
の
は
、

僑
㍗
天
清
一
二
郎
氏
の
　
『
大
正
政
治
史
』
　
（
　
九
四
九
年
よ
り
刊
行
、
全
四
巻
、

の
ち
一
九
五
四
年
一
驚
に
ま
と
め
ら
れ
た
）
と
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
史
』

（一

繻
ﾜ
四
年
よ
り
刊
行
、
現
在
皿
ま
で
）
で
あ
ろ
う
　
（
以
下
、
前
町
を
『
政
治

史
』
、
後
麿
を
『
D
c
史
』
と
略
称
す
る
）
。
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
は
こ
の

二
著
を
主
要
な
対
象
と
し
、
そ
の
他
の
論
著
を
も
適
宜
加
え
て
、
論

を
す
す
め
た
い
。

　
信
夫
氏
の
論
は
明
治
政
府
の
性
格
よ
り
説
き
お
こ
し
、
き
わ
め
て

精
密
に
く
み
た
て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
い
ま
の
わ
た
し
に
は
こ
こ
ま

で
論
及
す
る
こ
と
は
さ
し
ひ
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
行
論
に

必
要
な
範
糊
で
そ
の
骨
子
を
述
べ
れ
ば
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な

ろ
う
。
明
治
政
府
は
特
権
商
人
と
大
地
主
の
政
府
で
あ
り
、
天
皇
制
，

は
彼
ら
の
階
級
的
利
益
を
ま
も
る
た
め
の
体
制
で
あ
る
（
『
D
c
史
輪
五

八
ベ
ー
ジ
）
。
と
こ
ろ
が
、
在
野
党
の
勢
力
が
政
権
を
に
ぎ
る
ま
で
に

増
大
し
た
情
勢
下
に
（
一
八
九
八
年
の
憲
政
党
内
閣
を
さ
す
）
、
絶
対
主

、
義
陣
営
は
二
つ
に
分
裂
し
、
伊
藤
博
文
の
コ
…
ス
は
政
党
と
い
う
ワ

ク
の
な
か
で
政
党
躊
ブ
ル
と
の
結
合
を
つ
よ
め
、
彼
ら
と
憲
政
党

　
（
多
数
の
豪
農
臣
商
を
ふ
く
む
）
と
を
和
解
さ
せ
、
　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
勢
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力
と
の
対
決
を
は
か
っ
た
（
岡
上
、
八
三
、
八
四
、
七
一
ペ
ー
ジ
〉
。
こ
こ
で

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
信
夫
幾
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
勢
力
の
拾
頭
と
い
う

事
実
を
重
要
視
さ
れ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
　
明
治
三
十
年
下
半
期
の

ス
ト
ラ
イ
キ
の
頻
発
を
重
視
し
、
同
年
結
成
さ
れ
允
鉄
工
組
合
を

　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も

「
日
本
最
初
の
近
代
的
労
働
組
合
扁
と
規
定
し
、
こ
の
当
蒔
の
ス
ト

ラ
イ
キ
と
労
働
運
動
を
萌
芽
的
、
散
発
的
と
し
、
そ
の
後
足
羅
、
別
子

の
ス
ト
ラ
イ
キ
（
一
九
〇
七
年
）
や
東
京
市
電
の
ス
ト
ラ
イ
キ
（
一
九

コ
～
二
年
）
や
組
合
結
成
の
動
き
を
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
水
準
」
と

評
価
さ
れ
（
岡
上
、
一
五
九
ペ
ー
ジ
）
、
こ
れ
と
平
行
し
て
、
右
の
中
間
に

位
す
る
一
九
〇
五
年
の
日
比
谷
焼
打
事
件
を
、
革
命
の
客
観
的
条
件

の
成
熟
と
考
察
さ
れ
る
（
岡
上
、
五
三
ぺ
…
ジ
）
。
だ
が
、
こ
れ
が
革
命
に

ま
で
発
展
し
な
か
っ
た
の
は
、
政
府
の
弾
圧
で
あ
り
、
斑
衆
勢
力
を

大
規
模
に
結
集
す
る
中
心
組
織
の
欠
除
で
あ
る
と
い
う
。
な
お
氏
は
、

地
主
勢
力
と
ブ
ル
ジ
課
ア
勢
力
の
均
衝
す
る
の
は
、
代
議
士
の
階
級

構
成
か
ら
み
て
一
九
〇
二
年
の
総
選
挙
か
ら
明
治
四
十
年
代
で
あ
り

（
岡
上
、
六
瓢
～
七
ぺ
…
ジ
）
、
桂
園
時
代
の
諸
政
策
を
、
前
述
の
政
治
情

勢
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
論
述
し
、
大
正
政
変
後
の
山
本
内
閣
の

政
策
、
さ
ら
に
は
野
党
の
か
か
げ
た
政
策
も
、
革
命
を
お
そ
れ
る

民
衆
対
策
の
面
を
つ
よ
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
（
岡
上
、
二
四
三
ペ
ー
ジ

以
降
）
。
な
お
、
政
友
会
に
つ
い
て
は
、
資
本
主
義
の
発
達
と
と
も
に

ブ
ル
ジ
。
ア
政
党
の
道
を
歩
み
は
じ
め
、
伊
藤
す
ら
が
絶
対
主
義
機

構
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
政
党
と
の
矛
盾
を
告
白
し
、
原
、
松
田
が
実
権
を

握
っ
て
か
ら
は
、
政
友
会
は
絶
対
主
義
的
、
地
主
的
性
格
を
濃
厚
に

残
し
な
が
ら
、
ブ
ル
ジ
望
ア
政
党
が
歩
む
必
然
の
道
を
歩
み
は
じ
め

た
と
も
さ
れ
て
い
る
（
同
上
、
八
三
～
四
ペ
ー
ジ
）
。

　
右
の
よ
う
な
過
程
か
ら
、
儒
夫
氏
の
山
本
内
閣
論
が
み
ち
び
か
れ

る
。
だ
が
、
そ
こ
へ
入
る
前
に
、
他
の
若
千
の
論
著
を
も
加
え
な
が

ら
、
明
治
末
期
の
政
治
過
程
に
つ
い
て
、
わ
た
し
の
見
解
を
述
べ
て

お
き
た
い
。

　
二
夫
氏
の
所
論
に
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
の
は
、
民
衆
運
動
に
た
い

す
る
高
い
評
価
で
あ
る
。
い
か
に
も
、
こ
の
視
点
は
多
く
の
鳥
撃
に

よ
っ
て
戦
前
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た
点
で
あ
り
、
現
在
で
も
な
お
そ
の

究
明
が
つ
よ
く
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
わ
た
し
は
そ
れ
が

政
治
勢
力
と
し
て
、
既
存
の
勢
力
の
レ
ベ
ル
に
の
ぼ
る
の
は
、
大
正

の
米
騒
動
以
隆
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
、
普
選

運
動
や
営
業
税
撤
廃
運
動
で
、
か
な
り
の
高
揚
を
み
せ
た
こ
と
も
あ

る
が
、
ま
ず
無
比
谷
焼
打
ち
事
件
と
第
一
次
憲
政
擁
護
運
動
、
お
よ
び

山
本
内
閣
の
中
国
政
策
攻
撃
と
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
の
と
き
で
あ
ろ
う
。
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こ
れ
ら
の
場
合
も
、
信
夫
琉
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
統
一
指
導
部

が
弱
体
で
、
政
党
な
い
し
一
部
政
客
の
指
導
に
よ
っ
て
、
前
向
き
に
も

後
向
き
に
も
行
動
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
、
基
本
的
虜
由
を
剥
奪

な
い
し
抑
圧
さ
れ
、
生
活
苦
に
さ
い
な
ま
れ
た
民
衆
の
不
満
の
爆
発

を
よ
み
と
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
政
治
当
局
者
に
大
き
な
脅
威
を
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

え
た
例
は
す
く
な
い
。
た
と
え
ば
労
働
運
動
を
ど
っ
て
み
て
も
、
わ

た
し
は
明
治
蒔
代
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
三
十
年
以
前
を
対
象
と
し

て
研
究
し
た
が
、
日
清
戦
争
後
の
一
つ
の
高
揚
期
（
三
十
年
、
ス
ト
ラ

イ
キ
約
百
件
）
を
と
っ
て
み
て
も
、
　
ま
た
日
露
戦
後
の
第
二
の
高
揚

期
（
四
十
年
、
同
約
三
百
件
）
を
と
っ
て
み
て
も
、
革
命
的
清
勢
は
ど

こ
に
も
な
い
。

　
つ
ぎ
に
政
友
会
結
成
の
意
義
で
あ
る
。
信
夫
氏
は
プ
μ
レ
タ
リ
ア

勢
力
と
の
対
決
の
た
め
、
特
権
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
憲
政
党
内
の
豪

農
巨
商
と
の
同
盟
と
い
う
視
点
を
出
さ
れ
、
井
上
清
氏
も
「
官
僚
、

地
主
、
資
本
家
が
岡
聞
し
て
、
国
内
で
は
農
民
お
よ
び
労
働
者
を
中

心
と
す
る
勤
労
国
民
大
衆
と
対
決
し
、
国
際
的
に
は
列
強
帝
国
主
義

の
東
西
分
割
競
争
に
突
進
し
た
」
の
が
、
政
友
会
設
立
の
意
義
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
（
『
資
本
の
歴
史
』
下
、
六
二
ぺ
…
ジ
）
。
わ
た
し
の
見
解
は

別
意
で
述
べ
た
が
、
そ
の
要
点
は
、
信
夫
説
お
よ
び
井
上
説
の
前
半

を
否
定
し
、
井
上
説
の
後
半
、
つ
ま
り
帝
国
主
義
選
言
に
乗
り
出
す

た
め
の
必
要
か
ら
、
国
内
一
本
化
の
要
求
が
生
じ
、
そ
こ
に
政
友
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

成
立
の
意
義
を
認
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
井
上
氏
が
山

県
と
伊
藤
の
政
党
に
対
す
る
態
度
は
、
両
人
の
性
絡
と
致
治
技
術
の

相
違
に
帰
す
る
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
別
の
視
角
か
ら
政
友
会
の

発
展
を
み
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
伊
藤
が
政
党
勢
力
を
絶

対
主
義
の
支
配
下
に
く
み
こ
も
う
と
意
図
し
た
の
に
対
し
、
星
の
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も

線
、
つ
ま
り
宮
僚
の
瀬
頭
伊
藤
を
と
り
こ
に
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を

　
　
　
　
　
　
　
③

重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
星
は
暗
殺
さ
れ
て
、
そ
の
結
果
を
見
な
い
で

終
っ
た
が
、
党
内
で
は
党
首
と
し
て
の
伊
藤
は
、
す
で
に
旧
党
人
を

駕
御
す
る
力
捕
の
な
い
こ
と
を
暴
露
し
、
旧
党
人
の
反
抗
を
招
き
、

旧
党
人
の
幹
部
も
、
つ
い
で
伊
藤
も
党
を
離
れ
、
や
が
て
西
園
寺
総

裁
下
に
原
が
し
だ
い
に
実
権
を
に
ぎ
り
、
野
に
あ
っ
て
は
桂
と
の
政

権
取
引
き
、
朝
に
あ
っ
て
は
、
藩
閥
官
僚
の
牙
城
山
県
の
地
盤
を
攻

撃
す
る
に
い
た
る
。
し
た
が
っ
て
、
形
式
は
桂
無
闇
の
致
権
た
ら
い

ま
わ
し
で
あ
り
、
政
友
会
は
妥
協
を
事
と
し
た
と
い
う
非
難
を
当
時

か
ら
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
政
友
会
が
園
主
性
を
も
っ

て
独
自
の
政
策
を
う
ち
出
す
た
め
の
や
む
を
え
ざ
る
過
程
で
あ
り

（
第
一
次
繭
圏
寺
内
閣
は
と
く
に
荊
内
閣
の
継
承
で
あ
り
、
凍
の
活
動
だ
廿
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が
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
）
、
　
一
九
一
〇
年
の
第
二
次
桂
内
閣
と
の
情

　
　
④

意
投
合
が
、
桂
の
窮
余
の
一
策
で
あ
る
こ
と
を
骨
身
に
し
み
て
こ
た

え
た
の
ち
、
第
二
次
西
園
寺
内
閣
は
、
情
意
投
合
を
活
用
し
て
桂
を

利
用
は
す
る
が
、
基
本
的
な
姿
勢
は
、
藩
閥
官
僚
と
の
対
決
に
あ
り
、

宮
僚
派
は
こ
れ
に
対
し
て
艦
載
問
題
を
も
ち
か
け
、
世
論
は
あ
げ
て

政
友
会
を
支
持
し
、
明
治
天
皇
死
後
、
　
〃
大
正
維
新
〃
の
声
と
と
も

に
、
い
よ
い
よ
政
友
会
が
ブ
ル
ジ
翼
ア
政
党
と
し
て
の
前
進
を
た
ど

っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
別
稿
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

わ
た
し
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
始
頭
か
ら
嶺
時
の
政
治
情
勢
を
分

析
す
る
よ
り
も
、
　
田
露
戦
後
の
財
政
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
政
府

（
第
一
次
繭
園
寺
・
簾
二
次
桂
内
閣
）
が
帝
国
主
義
政
策
を
遂
行
し
よ
う

ど
し
た
矛
盾
、
そ
こ
か
ら
藩
閥
官
僚
政
治
の
破
綻
、
資
本
主
義
の
発

達
と
と
も
に
し
だ
い
に
政
治
約
関
心
も
つ
よ
め
た
ブ
ル
ジ
翼
ア
ジ
ー
、

じ
ょ
じ
ょ
で
は
あ
る
が
、
一
般
大
衆
の
政
治
的
自
覚
の
高
揚
、
都
市

プ
チ
ブ
ル
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
ー
な
い
し
、
ひ
ろ
く
中
間
櫻
の
自
覚

を
反
映
し
た
世
論
の
活
発
化
（
辛
亥
革
命
と
第
一
次
憲
政
擁
護
運
動
が
そ

の
ピ
…
ク
）
、
と
い
う
政
治
勢
力
の
分
裂
－
体
翻
再
成
期
一
i
こ
の
よ

う
な
情
勢
の
な
か
に
、
政
友
会
を
位
概
づ
け
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
r

と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
、
山
本
内
閣
に
か
ん
す
る
信
夫
氏
そ
の
他
の
説
を
み
る
こ

と
と
し
よ
う
。
山
本
内
閣
を
考
察
す
る
場
合
、
そ
の
主
眼
と
な
る
も

の
は
、
第
一
に
成
立
事
情
で
あ
り
、
第
二
に
そ
の
政
策
で
あ
る
。
政

策
は
ま
た
、
前
向
き
の
政
策
と
海
軍
大
拡
張
計
画
と
が
問
題
と
な
る
。

そ
の
詳
細
は
本
諭
に
ゆ
ず
る
が
、
第
一
の
点
は
薩
閥
と
政
友
会
と
の

提
携
を
い
か
に
解
す
る
か
、
こ
の
内
閣
の
中
心
勢
力
は
薩
閥
か
政
友

会
か
、
と
い
う
二
つ
に
集
約
で
き
る
。
憲
政
擁
護
運
動
で
桂
内
閣
が

倒
れ
た
と
き
、
世
論
の
望
ん
だ
も
め
は
、
西
園
寺
の
辞
退
を
前
提
と

し
て
、
松
田
な
い
し
原
内
閣
、
　
つ
ま
り
純
政
党
内
閣
（
軍
部
大
望
は

例
外
と
し
て
も
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
政
党
内
閣
樹
立
の
要
望
が
つ

よ
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
友
会
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
閥
族

打
破
の
舌
の
根
も
か
わ
か
ぬ
う
ち
か
ら
薩
閥
の
霞
頭
山
本
権
兵
衛
と

妥
協
し
た
こ
と
は
、
当
時
ご
う
ご
う
た
る
非
難
を
あ
び
た
。
こ
れ
は

形
の
う
え
で
は
当
然
す
ぎ
る
こ
と
で
あ
り
、
蘇
峯
の
長
薩
交
代
論

（
後
述
）
い
ら
い
、
一
つ
の
評
価
と
な
っ
て
い
る
。
信
失
氏
は
こ
れ
を

「
山
本
内
閣
は
政
友
会
の
主
義
綱
領
に
準
拠
し
、
藩
閥
と
政
党
の
妥

協
抱
合
に
一
歩
を
す
す
め
た
」
も
の
と
評
し
（
喝
政
治
史
』
一
八
一
｝
ペ
ー
ジ
）
、

井
上
氏
は
　
「
政
友
会
は
す
ぐ
に
山
太
・
に
身
売
り
し
た
臨
　
と
評
し
た
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（『

q
門
口
近
代
中
口
臨
上
、
　
一
一
六
鴛
ぺ
…
ジ
）
。
こ
こ
で
は
、
前
者
が
政
友
会
に
重

点
を
お
く
（
と
く
に
原
敬
を
中
心
と
み
る
。
凹
D
c
撫
二
五
一
ペ
ー
ジ
）
の
に
対

七
、
後
者
の
力
点
は
淘
本
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
の
点
は
、

わ
た
し
は
も
う
少
し
組
閣
の
経
緯
を
検
討
す
べ
き
必
要
を
認
め
る
。

　
第
工
の
点
、
つ
ま
り
政
策
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
行
財
政
整
理
、

文
官
任
用
令
・
陸
海
軍
大
々
武
官
制
の
改
正
な
ど
、
不
徹
底
な
が
ら

も
従
来
の
内
閣
に
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
強
力
に
お
し
す
す
め
ら
れ
、
こ

れ
に
反
対
す
る
長
閥
な
い
し
山
県
系
官
僚
や
軍
．
部
を
つ
よ
く
押
え
て

い
る
。
そ
の
詳
細
な
過
程
は
本
論
に
ゆ
ず
る
が
、
こ
れ
を
単
に
憲
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

擁
護
逮
動
に
お
け
る
世
論
の
圧
力
の
み
で
掻
切
る
こ
と
は
、
疑
問
が

あ
る
。
も
と
も
と
行
財
政
整
理
は
、
歴
代
内
閣
の
多
く
が
政
綱
に
か

か
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
断
行
は
部
局
の
廃
合
な
ど
、
官
僚
の

生
活
に
も
多
大
の
関
係
を
有
し
、
官
僚
陣
営
の
反
抗
も
ま
た
つ
よ
い

の
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は
掛
け
声
の
み
に
終
り
、
財
政
整
理
の
ご
と

き
は
、
継
続
費
の
延
長
を
も
っ
て
当
座
を
切
抜
け
る
程
度
の
も
の
が

多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
と
も
か
く
も
、
あ
の
程
度
に
ま
で
な
し
と

げ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
山
本
腫
原
の
強
力
な
政
治
力
に
よ
る

も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
短
期
閲
に
実
行
し
た
こ
と

は
、
い
ち
お
う
高
く
評
価
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
も
と
よ
り
、

第
二
次
藤
園
寺
内
閣
が
そ
の
擢
型
を
つ
く
り
、
そ
の
背
後
に
は
臼
露

戦
争
い
ら
い
の
財
政
難
と
、
そ
れ
を
反
映
し
た
国
民
大
衆
の
窮
乏
、

整
理
を
要
望
す
る
世
論
の
力
の
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
こ

の
内
閣
の
政
治
力
を
無
視
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
内
閥
が
長
州
藩
に
対
抗
し
、
そ
の
地
盤
を

切
り
く
ず
し
つ
つ
、
独
自
性
を
打
出
そ
う
と
し
た
こ
と
を
考
え
る
べ

き
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
薩
閥
が
長
州
閥
と
異
な
っ
た
ゆ
き
方
を
打
出

そ
う
と
し
た
こ
と
（
つ
ま
り
由
本
の
長
閥
対
抗
意
識
）
と
、
原
の
西
園
寺

内
閣
嘉
時
の
山
県
地
盤
攻
撃
の
線
と
の
上
に
の
せ
て
考
え
ら
れ
る
こ

、
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
、
体
制
の
再
編
成
期
に
、
あ
た
ら
し
い

一
つ
の
中
心
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
薩
王
政
の
あ
り
方
を
し
め
す
も

の
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
薩
－
政
と
述
べ
た
以
上
、
当
然
両
春
の
い
ず

れ
に
比
重
を
お
く
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
撃
て
く
る
が
、
わ
た
し
は

信
夫
氏
と
同
様
、
政
友
会
を
重
視
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
海
軍
拡
張
計
画
に
つ
い
て
は
、
一
つ
の
議
会
を
無
事
に
切
り
抜
け

た
余
威
を
か
っ
て
、
大
規
摸
の
拡
張
を
強
行
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は

否
定
し
う
べ
く
も
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
前
向
き
の
政
策
を
、

こ
の
拡
張
の
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
と
す
る
の
は
一
方
的
で
あ
り
、
さ
ら

に
こ
の
内
閣
が
以
前
の
ど
の
内
閣
よ
り
も
帝
国
主
義
政
策
を
強
力
に
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お
し
す
す
め
よ
う
と
し
た
と
は
速
断
し
え
な
い
。
そ
こ
に
は
、
海
軍

拡
張
に
か
ん
す
る
歴
史
的
経
過
を
た
ど
っ
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
し
、

そ
の
間
の
海
軍
と
原
h
政
友
会
の
小
対
立
に
、
両
者
の
比
重
を
解
く

～
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
た
ど
っ
て
く
る
と
、
わ
た
し
は
こ
の
内
閣
は
、
世

論
の
攻
撃
を
う
け
る
べ
く
余
儀
な
い
立
場
に
立
た
さ
れ
た
が
、
政
策

そ
の
も
の
か
ら
す
れ
ば
、
体
綱
再
編
成
期
の
新
勢
力
と
し
て
、
若
干

の
留
保
は
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
時
代
の
大
勢
に
応
ず
る
政

策
を
う
ち
撮
し
て
行
っ
た
と
考
え
た
い
。
だ
か
ら
、
最
初
の
議
会
を

な
ん
と
か
切
抜
け
て
の
ち
、
公
約
を
着
々
と
実
行
し
て
い
っ
た
と
き
、

こ
の
内
閣
は
ま
さ
に
順
風
満
帆
、
数
年
は
継
続
す
る
も
の
と
み
ら
れ

た
。
そ
こ
へ
晴
天
の
群
露
の
ご
と
く
降
っ
て
わ
い
た
の
が
シ
ー
メ
ン

ス
事
件
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
こ
の
事
件
は
、
桂
内
閣
の
と
き
の
も

の
で
あ
り
、
内
閣
が
割
勘
に
そ
の
非
を
み
と
め
て
陳
謝
す
れ
ば
、
あ

の
よ
う
に
内
閣
が
倒
れ
る
ほ
ど
の
大
裏
件
に
は
発
展
し
な
か
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
、
倒
閣
の
結
果
成
立
し
た
大
隈
内
閣
が
、

一
般
の
歓
迎
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
元
老
の
ヒ
モ
付
内
閣
で
あ
り
、
一

時
屏
息
し
た
元
老
や
長
閥
の
勢
力
を
蘇
生
せ
し
め
た
こ
と
を
考
え
る

な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
歴
史
の
皮
肉
と
い
う
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も
、
山
本
内
閣
は
わ
ず
か
一
年
数
ヵ
月
で
倒
れ
た
の
で
あ
り
、

か
り
に
こ
れ
が
永
続
し
た
と
し
て
、
は
た
簸
て
卑
賎
き
の
政
策
が
露

骨
な
帝
国
主
義
政
策
遂
行
の
た
め
の
カ
ム
フ
ラ
：
ジ
ュ
で
あ
っ
た
と

い
う
側
面
を
つ
よ
く
お
し
繊
さ
な
か
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。
そ

の
こ
と
は
、
こ
の
内
閣
の
末
期
に
あ
ら
わ
れ
た
動
向
よ
り
予
測
す
る

ほ
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
わ
た
し
に
は
そ
れ
程
論
ず
べ
き
根
拠
は
、

あ
ま
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
以
下
若
干
の
章
に
わ
け

て
、
以
上
の
点
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

①
　
井
上
氏
は
糧
β
本
近
代
史
』
　
（
一
九
五
五
年
刊
）
に
お
い
て
、
一
九
〇
〇
年
前

　
後
か
ら
の
わ
が
濁
の
蕪
本
的
階
級
対
立
を
、
　
「
農
民
の
な
か
で
も
小
作
∴
賀
農
が

　
中
核
と
な
り
、
そ
れ
ら
農
畏
と
労
働
藷
階
級
が
空
力
と
な
り
、
労
働
著
階
級
が
こ

　
れ
を
指
導
し
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
畏
主
主
義
者
を
そ
の
ま
わ
り
に
あ
つ
め
、
ブ
ル

　
ジ
ョ
ア
民
主
主
、
義
革
命
の
た
め
に
、
全
地
主
階
級
と
膀
権
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と

　
そ
の
上
に
立
つ
天
三
号
と
た
た
か
う
」
と
さ
れ
る
（
上
巻
、
　
一
九
ニ
ペ
ー
ジ
）
。
ま

　
た
近
著
『
日
本
の
歴
史
』
下
巻
（
一
九
六
六
年
刊
）
で
は
　
八
九
八
年
の
臼
鉄
ス

　
ト
を
と
り
あ
げ
金
子
堅
太
郎
農
商
務
大
忌
の
演
説
を
引
用
し
、
す
こ
し
く
先
見
の

　
明
の
あ
る
官
僚
に
は
、
労
働
蒋
階
級
の
勢
力
が
無
視
で
き
な
い
ま
で
に
成
長
し
た

　
か
ら
、
官
僚
は
そ
の
運
働
を
聴
芽
の
う
ち
に
家
父
長
的
支
配
下
に
と
り
こ
も
う
と

　
し
た
、
と
さ
れ
、
鉄
工
組
合
な
ど
も
風
俗
改
良
や
共
済
活
動
を
二
二
と
し
た
も
の

　
で
あ
っ
た
が
、
労
働
齎
の
運
動
の
歴
史
酌
意
義
は
大
き
い
、
と
さ
れ
る
（
同
書
五

　
三
ペ
ー
ジ
）
。
　
日
欝
戦
後
の
社
会
運
動
に
つ
い
て
は
、
新
著
、
禰
著
と
も
に
、
い

　
っ
そ
う
の
発
展
を
し
め
し
た
こ
と
を
説
か
れ
る
が
、
一
九
〇
〇
年
前
後
と
比
較
し

　
た
性
巣
規
定
は
、
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
鉄
工
組
合
の
評
甑
は
信
夫
氏
ほ
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ど
高
く
は
な
い
が
（
わ
た
し
も
こ
の
点
は
岡
意
晃
で
あ
る
）
、
そ
れ
と
大
し
て
変
り

　
の
な
い
当
時
の
大
衆
運
動
（
臼
比
谷
の
焼
打
ち
寧
件
は
、
特
例
に
属
し
、
政
治
的

　
デ
マ
ゴ
ギ
ー
の
意
閣
を
超
え
た
権
　
力
へ
の
不
満
の
爆
発
と
い
う
指
摘
は
貴
重
で
あ

　
る
）
を
、
階
級
対
立
の
一
つ
の
極
に
お
く
こ
と
に
は
、
わ
た
し
と
し
て
は
購
蹄
を

　
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。
　
む
し
ろ
新
薯
の
規
定
の
方
が
、
　
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ

　
れ
る
。

②
拙
稿
「
勝
藤
総
裁
下
の
政
友
会
の
変
貌
」
（
『
華
頂
短
大
研
究
紀
要
』
8
）
を
参

　
照
さ
れ
た
い
。
そ
こ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
た
し
は
薄
野
俊
一
氏
の
、
麟
際
関

　
係
を
重
視
し
た
点
を
強
調
し
た
い
。
井
上
氏
の
政
友
会
の
成
立
に
か
ん
す
る
意
義

　
づ
け
は
、
旧
署
で
は
労
働
蒋
農
民
を
先
頭
と
す
る
全
人
民
に
た
い
す
る
ブ
ル
ジ
ョ

　
ァ
、
地
主
の
岡
盟
と
い
う
点
に
あ
り
、
信
夫
氏
と
岡
一
で
あ
る
が
（
前
掲
書
、
　

　
九
六
、
一
九
七
ペ
ー
ジ
）
、
新
著
で
は
本
文
の
よ
う
に
、
右
の
ほ
か
帝
国
憲
義
競

　
争
の
必
要
と
い
う
視
点
を
加
え
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
碧
、
六
一
一
ペ
ー
ジ
）
。

③
　
拙
典
備
「
桂
園
時
代
の
樋
口
僚
と
政
党
」
　
（
同
一
胆
7
）
鹸
ノ
照
。

④
情
意
投
合
に
つ
い
て
は
、
③
を
参
照
さ
れ
た
い
。

二
　
内
閣
成
立
時
の
問
題

　
箪
三
次
樵
内
閣
は
、
民
衆
の
罵
声
の
な
か
に
一
九
一
三
年
二
月
ナ

日
総
辞
職
を
決
定
、
翌
臼
辞
表
を
提
出
、
元
老
会
議
の
の
ち
、
二
月

二
十
摂
に
西
園
寺
が
推
薦
し
た
山
本
を
首
稲
と
す
る
内
閣
が
成
立
し

た
。
第
三
次
毬
内
閣
の
と
き
と
同
様
、
政
変
後
の
次
期
内
閣
成
立
ま

で
の
紛
糾
は
、
深
刻
な
政
界
事
情
の
反
映
で
あ
り
、
換
書
す
れ
ば
体

燗
再
編
成
期
の
昔
悶
の
象
徴
で
あ
っ
た
。

　
山
本
内
閣
の
成
立
の
意
義
に
つ
い
て
、
す
で
に
は
や
く
『
大
正
政

局
史
論
』
（
大
正
五
年
刊
）
に
お
い
て
徳
寓
蘇
峯
は
左
の
ご
と
く
述
べ
た
。

　
　
要
す
る
に
憲
政
擁
護
運
動
の
総
勘
定
は
、
久
し
く
政
界
の
正
面
に
賊
塵

　
し
た
る
長
閥
を
退
治
し
て
、
政
界
の
一
隅
に
雌
伏
し
た
る
薩
閥
を
、
罐
迎

　
し
た
り
と
云
ふ
に
過
ぎ
ず
…
…
其
の
主
要
の
効
果
は
、
桂
を
驚
し
て
、
山

　
本
を
興
し
た
る
に
止
る
也
…
…
裸
体
な
る
墓
実
は
、
長
閥
征
討
、
薩
閥
擁

　
護
の
一
句
に
て
足
れ
り

と
向
点
、
ニ
ハ
三
ぺ
…
ジ
）
。
こ
れ
は
、
そ
の
当
騰
の
代
表
的
見
解
で
あ

り
、
薩
長
交
代
論
の
一
典
型
と
な
っ
た
。

　
戦
後
の
研
究
で
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
信
夫
氏
と
井
上
氏
の

説
が
あ
る
。
前
老
は
、
い
わ
ば
藩
閥
と
致
党
の
妥
協
抱
合
の
一
歩
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

進
と
い
う
見
方
で
あ
り
、
後
者
は
政
友
会
見
売
り
論
で
あ
る
。

　
右
の
諸
説
は
、
な
お
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
本
章
に
お
い
て
は
、
二
月
十
田
早
朝
の
山
本
の
飛
躍
と
、
そ

の
背
景
を
な
す
薩
摩
と
政
友
会
と
の
関
係
、
組
閣
ま
で
の
紛
糾
の
過

程
と
、
そ
の
基
盤
を
な
し
た
当
時
の
権
力
構
造
を
分
析
し
、
前
掲
諸

説
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
本
章
が
次
章
の
政
策
内

容
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

後
の
事
実
を
も
検
討
し
た
の
ち
、
最
後
に
も
う
一
度
、
山
本
内
閣
の
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全
過
程
に
わ
た
っ
て
、
私
見
を
述
べ
る
．

　
1
、
大
正
の
政
変
と
肉
醤
の
飛
躍

　
二
月
十
日
早
朝
、
山
本
権
兵
衛
は
登
院
間
際
の
桂
を
そ
の
私
邸
に

と
ら
え
て
面
責
し
、
桂
が
、
引
受
け
手
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
辞
職
す

る
と
讐
え
た
一
言
を
書
法
と
し
て
政
友
会
へ
か
け
込
ん
だ
こ
と
は
、

山
本
の
飛
躍
と
し
て
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
寓
本
が
、

金
政
局
の
動
向
を
知
ら
ず
、
結
局
は
ウ
ヤ
ム
ヤ
に
終
る
の
で
あ
る
が
、
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

こ
れ
が
桂
に
は
打
撃
、
政
友
会
に
は
激
励
と
い
う
心
理
的
効
果
を
与

え
た
こ
と
は
、
看
過
し
え
な
い
重
要
な
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

。
の
経
本
の
行
動
の
裏
面
に
は
、
政
友
会
と
親
し
い
信
書
の
動
き
が
密

接
に
関
連
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
山
本
が
後
継
首
班
を
ひ
き
う
け
た

こ
と
と
も
、
ふ
か
い
繋
が
り
が
あ
る
。

　
山
本
は
の
ち
に
こ
の
蒔
の
行
動
を
、
「
侮
等
野
心
が
あ
っ
た
わ
け

で
な
く
、
唯
国
家
の
弾
め
に
、
無
謀
の
挙
（
成
算
も
な
い
の
に
解
散
し

ょ
う
と
し
た
こ
と
）
を
敢
て
す
る
こ
と
を
防
ご
う
と
云
う
だ
け
の
単
純

な
考
え
」
で
、
　
「
蒔
局
が
聴
局
な
の
で
、
余
儀
な
く
国
家
の
為
め
」

に
起
っ
た
に
す
ぎ
ぬ
と
し
、
桂
に
は
面
責
で
な
く
、
相
談
的
に
も
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
け
た
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
事
実
で
な
・
＼
か
な
り
激
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

面
責
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
諸
書
の
伝
え
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
う

ち
で
、
原
が
、
鱈
園
寺
は
山
本
の
態
度
を
「
暗
に
政
友
会
に
て
援
助

せ
ば
引
受
く
べ
き
意
向
ら
し
き
様
子
」
と
観
察
し
た
と
伝
え
て
お
り
、

こ
れ
は
山
本
の
行
動
を
解
く
　
つ
の
カ
ギ
で
あ
る
。

　
山
本
が
そ
の
閲
歴
か
ら
言
っ
て
、
首
相
…
の
地
位
を
の
ぞ
む
の
は
、

盗
記
す
ぎ
る
ほ
ど
当
然
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
政
友
会
と
山
本
と
の

関
係
も
、
決
し
て
一
朝
一
夕
の
も
の
で
は
な
い
。
信
夫
茂
は
『
原
敬

日
記
』
を
引
用
し
て
、
明
治
末
年
に
さ
か
の
ぼ
り
（
一
九
〇
八
年
十
一

月
十
一
臼
一
床
次
を
通
じ
、
釣
人
は
政
党
に
よ
り
発
展
を
は
か
り
、
窟
僚
主

義
の
長
人
に
対
抗
す
べ
し
と
山
本
を
打
診
、
阿
年
同
月
二
十
二
日
山
本
が
原

に
話
し
か
け
た
こ
と
、
二
十
九
日
、
山
本
の
政
友
会
打
診
）
両
者
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
他
に
も
多
く
の
資
料
が
あ
り
、
両

者
の
関
係
は
、
ま
さ
に
魚
心
と
水
心
と
も
言
い
得
よ
う
。

　
こ
の
こ
と
は
、
政
変
前
後
に
も
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

二
月
九
日
、
原
を
訪
ね
て
桂
が
聖
旨
を
も
っ
て
政
友
会
を
押
え
よ
う

と
し
た
の
を
聞
い
た
床
次
が
、
大
い
に
驚
い
て
山
本
権
兵
衛
に
訴
え

る
と
述
べ
辞
去
し
た
ご
と
き
（
『
原
敬
転
記
』
『
床
次
敏
次
鄭
伝
』
二
九
九
…
三
〇

〇
ぺ
…
ジ
も
同
様
）
、
政
界
の
情
報
通
松
本
剛
吉
が
、
山
本
の
飛
躍
を
前
警

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

視
総
監
安
楽
兼
道
の
脚
本
と
み
た
ご
と
き
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、

桂
内
閣
辞
表
提
膿
の
十
一
日
の
元
老
会
議
に
出
席
す
る
ま
え
に
、
西
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⑬

園
寺
は
原
と
の
間
に
山
本
推
薦
の
打
合
せ
を
終
え
て
い
た
の
で
あ
る

（『

ｴ
敬
日
記
』
）
。

　
2
、
山
本
の
登
場
と
紛
糾

　
し
か
し
、
政
友
会
最
高
首
脳
の
山
本
推
薦
は
、
元
老
会
議
に
お
い

　
　
　
　
⑫

て
、
桂
留
任
、
酉
園
寿
出
馬
の
二
つ
の
場
合
が
実
現
せ
ず
、
か
つ
元

老
が
イ
ギ
リ
ス
流
の
政
党
内
閣
を
好
ま
ず
と
し
た
と
き
、
は
じ
め
て

議
題
に
の
ぼ
り
、
比
較
的
簡
単
に
決
定
を
見
た
。
も
っ
と
も
西
園
寺

と
し
て
は
松
田
、
憶
い
つ
れ
を
後
継
首
班
と
す
る
も
、
貫
§
の
不
足

と
蒲
者
の
対
立
を
予
想
す
れ
ば
、
そ
こ
ま
で
踏
切
れ
な
か
っ
た
ろ
う

し
、
爾
園
寺
は
も
と
も
と
政
党
内
閣
に
、
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
で
は
な

い
。
原
も
山
本
推
薦
の
事
情
そ
の
他
に
つ
い
て
、
　
「
兎
に
角
単
純
の

事
に
あ
ら
ず
」
と
臼
詑
に
記
し
て
い
る
（
＋
日
）
。

　
わ
た
し
は
こ
こ
で
政
友
会
と
し
て
は
、
名
を
捨
て
て
実
を
と
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
西
園
寺
が
違
勅
問
題
云
々
で
後
継
首
班
と

し
て
出
馬
の
見
込
み
が
な
く
、
松
田
、
原
が
貫
臼
不
足
で
あ
り
、
早

出
に
留
任
な
い
し
官
僚
内
閣
継
続
の
工
作
が
あ
る
と
い
う
状
況
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

顯
園
寺
の
代
り
に
山
本
を
す
え
、
政
友
会
の
致
策
を
遂
行
し
て
ゆ
く
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
反
面
、
世
論
の
攻
撃
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
窮
状
に
お
い
込
ま
れ
る
。
と
同
時
に
、
政
友
会
主
流

は
、
政
権
把
握
の
野
心
と
と
も
に
、
山
本
が
内
閣
組
織
に
失
敗
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ば
、
山
本
を
推
薦
し
た
総
裁
の
責
任
に
か
か
わ
る
と
い
う
の
で
、
反

主
流
（
尾
崎
、
岡
晦
ら
）
の
脱
党
を
み
て
も
、
遮
二
無
二
組
閣
に
こ
ぎ

つ
け
よ
う
と
努
力
し
た
。

　
組
閣
完
了
ま
で
の
闘
、
若
干
問
題
と
な
る
べ
き
点
を
述
べ
よ
う
。

第
一
は
世
論
の
反
撃
と
、
こ
れ
を
背
景
と
す
る
党
内
強
硬
派
に
対
す

る
対
策
で
あ
る
。
原
が
日
記
に
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
党
員
も
世

閥
も
閥
族
な
り
と
し
て
山
本
を
裏
ば
ず
、
故
に
物
議
騒
然
」
と
い
う

状
況
、
あ
る
い
は
党
内
少
壮
派
が
、
党
閥
打
破
を
叫
び
、
原
反
対
、

さ
ら
に
は
原
除
名
を
叫
ぶ
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
現
実
政
治
家
原

　
　
　
　
　
　
　
⑯

敬
は
、
裏
諭
の
工
作
を
続
け
る
い
っ
ぽ
う
、
党
員
の
さ
ま
ざ
ま
な
主

張
の
な
か
で
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
の
あ
る
こ
と
を
と
ら
え
、
硬
論
を
軟

化
喜
て
い
・
働
・
か
く
て
＋
三
起
は
奏
何
と
な
く
弛
緩
の
風

が
見
え
、
十
四
属
に
は
、
大
勢
は
妥
協
も
や
む
な
し
と
傾
き
、
十
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

臼
に
は
協
議
員
会
が
十
一
エ
日
の
強
硬
決
議
を
修
正
し
た
。
結
局
、
首

相
が
政
友
会
の
主
義
政
綱
を
施
政
方
針
と
す
る
こ
と
、
党
外
大
臣
の

大
都
分
を
入
党
さ
せ
る
こ
と
で
、
党
内
は
落
着
し
た
。

　
第
二
は
閣
僚
の
椅
子
の
わ
り
ふ
り
で
あ
り
、
政
友
会
員
を
二
名
に
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す
る
か
一
二
名
に
す
る
か
で
あ
る
。
組
閣
の
主
導
権
は
山
本
一
牧
野
と

薩
派
が
に
ぎ
っ
て
い
る
が
、
山
本
は
原
た
ち
が
批
論
や
党
員
の
強
硬

態
度
緩
和
に
努
力
し
て
い
る
の
を
見
、
牧
野
の
入
説
に
よ
っ
て
「
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
べ
く
角
を
立
て
ず
に
円
満
に
折
丁
う
」
た
め
、
三
浦
を
認
め
た
。

出
本
は
長
閥
官
僚
系
の
絨
魑
を
根
底
か
ら
覆
え
そ
う
と
し
て
牧
野
を

宮
内
大
臣
に
就
任
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
牧
野
が
薩
派
で
宮
中
、
府

中
を
押
え
る
の
を
さ
け
る
た
め
辞
退
し
た
。
大
蔵
に
は
薩
派
の
三
島

弥
太
郎
を
擬
し
た
が
、
三
島
が
謝
絶
し
た
。
結
局
薩
派
と
そ
の
系
統

は
首
石
・
牧
野
外
相
・
斎
藤
海
相
（
留
任
、
妻
は
薩
派
仁
礼
景
範
の
娘
〉

で
あ
り
、
高
橋
是
清
蔵
相
は
松
方
の
推
薦
、
山
本
達
雄
語
根
は
酒
園

寺
の
推
薦
、
奥
田
義
人
法
相
は
伊
藤
系
で
、
総
じ
て
薩
墨
色
が
強
い

と
は
い
え
な
い
。
山
県
系
か
ら
は
、
わ
ず
か
に
木
越
陸
相
（
留
任
）

　
　
　
　
⑳

の
み
で
あ
り
、
ま
た
財
界
か
ら
二
人
の
大
阪
が
出
た
と
い
う
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

日
銀
で
は
祝
賀
会
を
開
い
て
い
る
。

　
第
三
に
、
・
石
の
過
程
で
も
っ
と
も
聞
題
と
な
っ
た
の
は
犬
養
の
入

閣
問
題
で
あ
る
。
犬
養
入
閣
は
政
友
会
員
が
も
っ
と
．
も
希
望
し
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

こ
ろ
で
あ
る
が
、
山
本
が
反
対
で
あ
っ
た
か
ら
、
二
月
十
四
臼
の
芝

三
顧
亭
に
お
け
る
松
田
・
原
・
犬
養
三
者
会
談
も
、
討
議
の
主
題
は

「
い
か
な
る
程
度
に
ま
で
政
党
約
性
質
を
帯
び
れ
ば
よ
い
か
」
に
あ

り
、
犬
養
は
「
純
政
党
内
閣
U
を
主
張
、
話
は
平
行
線
を
た
ど
る
よ

り
は
か
な
か
っ
た
（
『
党
史
』
に
よ
る
）
。
尾
崎
・
岡
崎
ら
も
犬
養
入
閣
工

作
を
す
す
め
た
。

　
十
九
臼
、
山
本
か
ら
首
・
陸
・
海
・
外
の
四
大
臣
以
外
は
政
友
会

に
入
党
を
認
め
る
旨
の
使
春
が
来
た
の
ち
、
松
田
は
犬
養
を
訪
う
た
。

こ
の
と
き
の
犬
養
の
返
答
は
、
松
田
の
十
九
β
政
友
会
議
員
総
会
席

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

上
に
お
け
る
報
告
に
よ
れ
ば
、
犬
養
は
、
党
の
方
針
は
　
「
厳
正
中

立
」
で
、
内
閣
の
成
績
を
み
た
い
。
政
友
会
と
は
憲
政
擁
護
、
閥
族

打
破
の
点
で
提
携
し
、
衝
突
を
避
け
、
好
意
を
も
っ
て
す
す
む
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
犬
養
の
伝
記
で
は
、
犬
養
は
松
田
に
対

し
、
護
憲
運
動
開
始
の
さ
い
、
今
後
の
こ
と
は
一
切
相
談
す
る
と
い

う
約
束
を
た
て
に
と
っ
て
、
政
友
会
の
背
儒
行
為
を
醐
責
し
た
と
あ

鞍り
、
全
然
記
述
が
疋
反
対
で
あ
る
。

　
右
に
か
ん
し
、
山
本
・
犬
養
黙
契
説
を
と
る
白
蔓
潟
湖
は
、
党
員

は
反
政
友
で
も
犬
養
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
し
、
二
月
十
七
研
、

協
議
会
開
催
中
の
政
友
会
へ
使
」
者
に
立
っ
た
関
直
彦
が
、
政
友
会
の

態
度
を
諒
と
し
等
た
う
え
で
の
「
厳
正
中
立
扁
を
通
達
、
ま
た
同
日
政

友
会
の
三
つ
の
決
議
（
大
要
は
既
述
）
の
通
報
に
接
し
た
国
民
党
は
、

服
部
・
青
地
両
幹
事
を
特
使
と
し
て
満
足
の
意
を
表
し
た
　
（
こ
の
点
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は
両
党
で
、
言
っ
た
、
言
わ
ぬ
の
水
掛
論
と
な
る
）
と
し
、
と
に
か
く

「
厳
正
中
立
」
こ
そ
、
岡
民
党
の
態
度
が
グ
ラ
ツ
い
た
証
拠
で
、
こ

の
頃
か
ら
「
憲
政
の
神
様
」
犬
養
も
「
大
臣
病
患
者
し
に
転
落
し
た
、

　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
き
め
つ
．
け
て
い
る
。
し
か
し
、
松
田
報
告
で
も
、
関
は
、
こ
の
厳

正
中
立
は
危
険
な
も
の
で
、
将
来
差
糠
反
対
の
態
度
に
出
る
か
も
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
ぬ
か
ら
、
予
じ
め
承
知
さ
れ
た
い
と
い
う
強
硬
な
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
白
柳
の
説
は
、
そ
の
論
拠
の
根
本
因
を
失
う
。
尾
崎
の
見
方

も
白
柳
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
尾
崎
は
、
犬
養
は
党
員
を
同
志
会
に

と
ら
れ
た
か
ら
長
閥
打
倒
の
た
め
薩
閥
を
利
用
し
た
、
と
感
情
論
で

わ
り
切
っ
て
い
る
（
同
額
録
、
下
、
九
〇
ぺ
…
ジ
）
。

　
右
の
問
題
は
、
政
党
内
閣
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
妓
路
に
お

け
る
畷
残
党
の
動
向
と
し
て
、
致
界
の
重
要
闊
題
で
あ
る
が
、
キ
メ

手
は
な
い
。
し
か
し
、
今
日
『
原
敬
絹
記
』
を
見
る
か
ぎ
り
、
犬
養

の
態
度
は
明
治
末
期
の
党
内
紛
争
の
頃
か
ら
、
さ
か
ん
に
政
国
合
同

を
原
に
も
ち
か
け
、
謝
絶
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
し
は
こ
れ
を
犬
養
の

焦
り
と
み
る
。
そ
し
て
犬
養
は
実
利
を
と
る
か
、
従
来
の
世
評
（
反

藩
閥
、
政
友
会
の
妥
協
排
斥
〉
を
守
る
か
、
に
苦
慮
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
と
く
に
党
員
の
遜
半
数
が
同
志
会
に
走
っ
て
四
十
名
足

ら
ず
の
小
数
党
に
な
り
下
っ
た
国
挙
党
に
と
っ
て
、
憲
政
擁
護
運
動

の
よ
う
な
華
や
か
な
舞
台
が
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
成
長
す
る
ブ
ル
ジ

3
ア
ジ
ー
に
は
、
少
数
党
は
利
用
す
る
に
足
る
政
党
で
は
な
く
な
り

つ
つ
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
撫
子
の
犬
養
の
態
度
に
は
、
何
と
な
く
奥

歯
に
物
の
は
さ
ま
っ
た
よ
う
な
感
を
与
え
る
。
た
と
え
関
が
「
厳
正

中
立
」
は
「
提
携
断
絶
」
の
前
提
と
な
る
か
も
知
れ
ぬ
と
言
っ
て
も
、

そ
の
提
携
断
絶
が
実
現
し
た
の
は
わ
ず
か
三
日
の
の
ち
で
あ
る
。

「
提
携
断
絶
」
は
、
本
来
な
ら
ば
十
七
日
に
串
さ
れ
て
然
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
　
「
厳
正
中
立
」
は
入
閣
の
場
合
の
予
防
線
で
は
な
か
っ

た
か
、
と
も
感
ぐ
り
た
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。

　
3
、
官
僚
派
の
態
度

　
官
僚
派
の
こ
の
時
期
に
お
け
る
態
度
で
注
連
す
べ
き
も
の
は
桂
派

で
あ
る
が
、
山
本
内
閣
が
成
立
す
る
と
い
う
見
込
み
が
立
て
ば
、
従

来
疎
隔
の
傾
向
に
あ
っ
た
山
県
派
と
も
、
共
同
戦
線
を
張
る
可
能
性

が
生
ず
る
。
　
『
原
敬
掌
記
』
に
よ
れ
ば
、
桂
派
は
、
山
本
内
閣
不
成

立
と
な
れ
ば
、
松
田
ま
た
は
原
内
閣
だ
と
の
流
言
を
放
っ
て
政
国
両

党
員
を
ひ
き
つ
け
、
山
本
内
閣
の
成
立
を
防
警
し
た
と
い
う
。
し
か

し
原
は
こ
れ
を
逆
用
し
、
松
田
な
い
し
原
内
閣
な
ど
は
机
上
の
空
論

だ
と
述
べ
て
党
員
を
説
得
し
た
。

　
所
期
の
ご
と
く
党
員
を
集
め
え
な
か
っ
た
桂
新
党
で
は
、
山
本
入
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党
説
が
伝
わ
る
と
、
こ
れ
を
重
大
視
し
た
。
二
月
十
三
臼
、
後
藤
は

桂
邸
を
辞
し
た
の
ち
、
占
い
落
し
た
と
し
て
左
の
ご
と
く
報
じ
た

（「

D
文
潜
」
）
。

　
　
只
今
三
三
三
際
ご
冨
申
残
蝶
二
付
此
の
上
に
て
申
上
候
。
政
友
会
は
山

　
本
伯
内
閣
組
織
に
付
、
伯
の
入
党
を
三
顧
羅
に
着
張
し
来
り
、
注
意
す

　
べ
き
閥
題
と
可
篇
相
成
一
趣
も
難
レ
斗
、
此
場
合
新
政
党
側
者
敗
軍
之
将
、

　
兵
を
談
ぜ
ず
で
、
十
分
の
慎
璽
冷
静
の
態
度
必
要
と
奉
レ
存
候
。
各
領
袖

　
二
野
て
も
固
よ
り
之
に
対
し
定
見
も
可
レ
有
レ
之
、
　
承
再
度
奉
レ
存
候
中
草

　
々
分
挟
候
鼻
付
、
文
を
以
て
拝
島
致
候
。
よ
ろ
し
く
御
取
捨
御
は
か
り
麗

　
被
レ
下
度
奉
鳳
祈
上
一
見
。

　
後
藤
は
山
本
の
政
治
力
を
十
分
計
算
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
山
本
内
閣
を
「
定
九
郎
内
閣
」
と
批
判
し
て
世
論
の
喚
起
に

つ
と
め
た
（
『
後
藤
新
平
伝
唱
昇
等
巻
．
四
七
一
ペ
ー
ジ
）
。

　
山
県
系
の
小
松
原
英
太
郎
は
政
変
を
意
外
と
し
、
平
田
と
相
談
し

た
こ
と
を
述
べ
、
同
じ
十
三
田
に
山
県
に
左
の
と
お
り
報
じ
た
。

　
　
娃
内
閣
総
辞
職
ハ
返
ス
≧
≧
モ
残
念
之
至
二
御
座
候
へ
共
、
機
二
及
ン

　
テ
解
川
並
ヲ
断
行
セ
ス
、
鰭
酒
妥
協
ヲ
策
シ
、
陛
一
下
・
ヲ
煩
シ
奉
り
、
政
友
ム
澗

　
二
於
蒲
聖
旨
二
反
ス
ル
ノ
能
心
度
ヲ
　
収
ル
ニ
至
り
、
行
詰
リ
候
以
上
ハ
致
方

　
無
レ
三
儀
と
も
存
候
。
　
法
ル
ニ
爺
も
縫
内
閣
組
織
以
来
未
タ
ニ
ケ
月
二
満

点
ス
、
時
勢
ノ
門
門
化
ト
門
門
」
ナ
カ
ラ
、
斯
ク
マ
テ
楕
一
宮
ノ
亦
久
ヲ
轟
米
サ
ソ
ト

ハ
実
二
予
想
ノ
外
二
騨
半
弓
。
併
シ
斯
ク
縮
成
直
上
ハ
後
継
内
閣
ヲ
引
受

ル
港
ハ
松
方
侯
、
山
本
伯
ノ
外
有
レ
之
闘
敷
ト
窃
ユ
推
想
仕
居
候
処
、
昨

晩
愈
山
本
伯
大
命
ヲ
拝
シ
験
趣
、
先
以
三
二
後
継
内
閣
財
来
仕
候
義
大
慶

之
歪
奉
レ
三
三
。
平
義
子
ハ
昨
獲
閣
下
之
御
電
報
ユ
依
り
今
朝
帰
京
仕
候

胴
渕
、
姉
馴
生
ハ
楓
膿
論
獄
不
レ
拝
仙
続
賦
。
　
（
下
略
）

　
桂
内
閣
が
ニ
カ
眉
に
満
た
ず
し
て
倒
れ
た
「
時
勢
の
変
化
」
は
、

宮
晶
系
を
驚
倒
せ
し
む
る
に
十
分
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
護
憲
の
波

は
、
好
ま
し
か
ら
ぬ
山
本
内
閣
を
し
て
で
も
防
止
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
　
「
時
勢
の
変
化
」
は
、
朝
鮮
総
督
の
寺
内
正
毅
も
ヒ
シ
ー

と
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
寺
内
は
こ
の
変
化
が
、
軍
隊
内
部
や

朝
鮮
の
独
立
主
義
者
に
波
及
す
る
こ
と
を
お
そ
れ
た
。
そ
の
憂
慮
を

寺
内
は
山
県
に
伝
え
た
（
「
山
県
文
書
」
二
肩
十
九
日
付
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
（
前
略
）
　
政
局
も
異
数
之
変
態
を
生
じ
、
京
都
其
態
無
政
府
ノ
状
態
二

　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
絹
成
、
猶
一
部
狂
態
之
破
壊
政
治
窯
之
横
行
と
相
成
、
日
夜
御
．
憂
慮
之
御

　
事
ト
乍
レ
蔭
揮
察
罷
在
申
候
。
　
上
原
中
将
も
第
三
師
等
長
補
職
之
内
意
を

　
相
受
候
趣
二
承
知
仕
候
。
為
漏
瞬
全
一
ニ
ハ
恰
好
之
儀
ト
存
申
候
。
木
越
瞭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
ゆ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
う
　
　
　
ち
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
む
　
　
　
う
　
　
　
　
　
も

　
相
も
留
任
ト
絹
成
虫
候
由
、
将
来
意
外
ノ
奮
励
即
詠
二
不
レ
堪
義
二
御
座

　
候
。
将
来
軍
隊
内
黒
桟
注
意
必
要
ト
糊
考
、
殊
二
菓
京
よ
り
の
来
電
ニ
ハ
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時
二
心
配
有
毒
も
不
レ
少
海
蘭
存
候
闘
、
過
日
も
岡
次
官
迄
為
レ
念
一
塁
相

　
発
置
申
候
。
多
分
閣
下
之
御
母
二
も
相
達
シ
候
事
ト
ハ
奉
レ
存
候
。
今
藏

　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
之
場
合
軍
隊
二
毒
影
響
ラ
ヌ
予
防
上
之
処
徹
最
大
必
要
ト
泰
レ
存
候
故
、

　
部
下
之
軍
隊
二
も
注
意
を
不
レ
怠
積
リ
ニ
御
座
候
。
　
尚
福
島
中
将
へ
も
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ら
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
合
居
処
二
御
座
候
。
我
政
府
之
情
態
尚
此
上
持
続
致
候
時
春
、
満
洲
方
面

　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ

　
之
我
勢
力
之
酬
落
ハ
不
レ
及
レ
申
、
朝
鮮
人
闘
之
野
心
包
蔵
者
も
共
和
ト
カ

　
ぬ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
独
立
ト
至
言
を
発
候
者
二
三
ヲ
聞
候
二
二
二
成
、
将
来
統
治
上
．
憂
懸
可
レ
致

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ

　
義
ト
存
申
候
。
過
日
紀
元
節
之
日
ヲ
ト
シ
、
朝
鮮
各
地
二
移
佐
致
居
候
内

　
地
人
ニ
シ
テ
多
少
成
効
致
候
者
五
十
名
許
り
を
招
き
、
彼
等
之
四
望
を
承

　
　
　
　
　
　
ザ
マ

　
リ
門
且
灘
分
ノ
処
僑
脚
及
現
在
之
憎
…
況
を
申
聞
験
㎞
処
、
血
思
外
二
好
威
心
挫
帽
を
与
へ

　
申
候
。
将
来
之
殖
産
上
多
少
之
効
果
ヲ
可
レ
生
乎
ト
存
候
。
口
演
筆
記
一

　
冊
封
入
致
澱
候
聞
、
御
小
閑
之
節
御
一
瞥
を
賜
候
ヘ
ハ
輩
甚
二
御
座
候
。

　
（
下
略
、
圏
点
山
本
）

　
保
守
的
軍
人
政
治
家
寺
内
の
眼
に
は
、
時
局
は
「
異
数
の
変
態
」
、

護
憲
運
動
は
「
無
政
府
ノ
状
態
」
、
　
政
党
政
治
家
は
「
狂
態
之
破
壊

政
治
家
」
と
映
じ
、
木
越
鰯
「
将
来
以
外
ノ
奮
励
」
を
期
待
し
た
。

　
長
閥
官
僚
政
治
家
に
は
、
山
本
内
閣
が
そ
の
政
綱
を
着
々
と
実
施

す
る
と
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
そ
の
恐
怖
は
い
っ
そ
う
増
大
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
薩
政
両
派
何
れ
が
多
く
其
の
割
前
を
握
る
乎
」
。
政
友
会
は
一
個
の

党
閥
を
構
成
し
つ
つ
あ
り
、
薩
長
の
区
別
な
く
、
妥
協
に
よ
り
勢
力

の
増
大
を
は
か
る
も
の
と
、
岩
瀬
法
難
は
観
察
し
た
が
、
山
本
内
閣

下
で
政
友
会
は
■
す
で
に
体
制
内
の
一
個
の
巨
大
な
集
団
と
し
て
の
実

力
を
し
め
し
て
い
た
。
旧
体
糊
は
す
で
に
解
体
に
瀕
し
て
い
た
。
明

治
的
な
、
元
老
を
紐
帯
と
す
る
体
制
内
諸
勢
力
の
操
作
は
、
も
は
や

不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
政
党
の
力
は
増
大
し
、
与
論
の
比
重

は
増
し
て
い
た
。
今
後
い
か
な
る
勢
力
が
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ

て
政
界
の
主
導
権
を
に
ぎ
る
か
は
、
問
わ
ず
し
て
明
ら
か
な
階
段
に

達
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
な
お
、
確
固
た
る
地
歩
を
し
め
る

に
は
い
た
つ
て
い
な
か
っ
E
た
。

　
4
、
政
友
会
の
動
揺

　
二
月
十
九
属
の
協
議
員
会
で
政
友
会
の
山
本
援
助
態
度
が
明
確
に

な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
硬
派
の
会
合
は
連
霞
の
ご
と
く
続
け
ら
れ
た
。

原
は
彼
ら
三
十
難
名
を
ω
入
閣
失
望
者
、
②
策
に
溺
れ
た
も
の
、
㈲

桂
系
に
走
る
べ
き
も
の
の
三
つ
に
区
分
し
て
、
硬
派
の
名
称
が
か
な

ら
ず
し
も
適
当
で
な
い
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
尾
崎
の
ご
と
き
は
、

ま
さ
に
入
閣
で
き
な
か
っ
た
行
が
か
り
上
の
言
行
が
多
く
、
岡
崎
ら

は
、
や
が
て
復
党
す
べ
き
こ
と
を
原
に
つ
げ
、
対
硬
派
策
ま
で
進
言

し
て
い
る
（
簾
汐
田
聾
）
。
竹
越
の
起
組
し
た
「
脱
党
宣
言
」
の
前
半

は
、
政
友
会
が
ま
た
妥
協
葡
．
合
し
て
「
陵
昧
模
稜
の
内
閣
」
を
作
り
、
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党
議
を
翻
覆
し
て
忠
良
な
党
員
の
気
を
萎
し
、
友
党
に
背
い
た
か
ら

「
憲
政
の
大
義
を
全
う
し
、
聯
か
名
節
を
維
持
外
す
る
た
め
脱
党
す

る
と
あ
っ
て
、
ス
ジ
は
通
っ
て
い
る
が
、
後
半
は
、
政
友
会
が
憲
政

の
大
道
に
復
す
る
の
日
は
援
助
を
辞
さ
ず
、
政
友
会
悔
悟
の
日
は
こ

れ
と
和
し
、
即
言
党
と
も
提
携
し
て
閥
族
と
最
後
の
決
戦
を
行
な
い
、

憲
政
擁
護
、
閥
族
打
破
の
践
的
を
完
遂
す
る
と
述
べ
、
多
分
に
復
党

の
余
地
を
存
し
匹
る
・
脱
党
撫
の
大
部
分
は
「
政
友
纂
落
し
を

組
織
し
て
こ
れ
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
年
内
に
そ
の
大
部
分
が
、
山

本
内
閣
の
前
向
き
の
政
策
、
　
「
政
友
倶
楽
部
」
空
節
老
の
反
政
友
会

的
態
度
を
理
由
に
、
復
党
す
る
。
あ
ま
り
に
早
い
復
党
で
あ
る
が
、

も
と
も
と
こ
の
脱
党
は
面
法
上
の
行
動
で
あ
り
、
や
が
て
復
党
す
べ

き
は
、
当
時
の
…
健
論
も
こ
れ
を
見
抜
い
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
支
部
の
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
上
田
外
男
は
『
大

正
の
政
変
』
で
い
わ
く
（
要
旨
）
、

　
昨
日
曜
霞
（
三
三
百
）
著
者
が
十
数
名
の
代
議
士
に
電
話
し
た
が
、
す

・
べ
て
外
臨
し
て
日
鰹
を
楽
し
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
安
定
の
証
搬
で
あ
る
。

…
…
地
方
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
然
ら
ず
、
現
に
兵
魔
県
政
友
支
部
の
解

散
、
大
阪
支
部
の
動
揺
其
他
四
国
近
畿
地
方
の
政
友
派
は
夫
々
支
部
会
を

開
き
、
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
凝
議
を
璽
ね
る
も
の
少
な
か
ら
ぬ
事
は
、

今
朝
着
の
地
方
電
報
が
伝
え
て
い
る
ハ
野
幌
、
二
三
一
ぺ
…
ジ
、
三
月
頃
日
記
）
。

　
（
政
友
会
）
兵
庫
・
京
都
支
部
の
動
揺
は
な
お
や
ま
な
い
の
み
な
ら
ず
、

す
で
に
徳
論
支
部
の
全
滅
が
伝
え
ら
れ
た
（
二
五
六
ペ
ー
ジ
、
三
月
十
一
日
記
）
。

と
。
大
義
名
分
と
選
挙
民
の
気
う
け
、
将
来
へ
の
打
遣
に
代
議
士
た

ち
は
迷
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
以
下
若
干
の
例
を
あ
げ
よ
う
。

　
京
都
支
部
は
二
月
十
六
日
に
幹
事
会
を
開
き
、
閣
僚
の
顔
ぶ
れ
に

憤
概
し
て
、
強
硬
決
議
を
本
部
と
支
部
選
出
代
議
士
に
送
っ
た
。
十

七
目
か
ら
十
九
艮
深
更
に
か
け
て
大
騒
動
が
起
っ
た
が
、
こ
れ
は
桂

内
閣
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
月
二
臼
の
幹
事
会
は
硬
軟
両
派

に
分
れ
て
意
見
ま
と
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
同
日
五
条
倶
楽
部
に
四
百
名

が
集
ま
っ
て
臨
蒔
総
会
と
な
り
、
再
び
両
派
が
甲
論
磁
器
、
支
部
解

散
決
議
と
な
り
、
さ
ら
に
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
紛
糾
が
続
い
た
。
こ
の

紛
糾
に
は
尾
崎
の
来
洛
が
影
響
し
て
お
り
、
硬
派
は
政
友
倶
楽
部
に

入
会
、
軟
派
は
奥
繁
三
郎
邸
に
集
ま
っ
て
支
部
復
興
を
協
議
し
た
。

か
く
て
府
下
の
政
界
は
相
楽
・
久
世
二
郡
は
政
友
会
が
つ
よ
い
が
、

各
郡
を
通
じ
て
政
友
倶
楽
部
七
分
、
政
友
会
三
分
と
み
ら
れ
た
。
し

か
し
硬
派
も
選
挙
民
の
動
向
を
に
ら
ん
で
の
こ
と
で
、
三
月
十
七
日

に
は
京
都
政
友
倶
楽
部
支
部
発
会
式
が
行
な
わ
れ
た
が
、
残
留
組
の

敵
で
は
な
い
と
み
ら
れ
た
。
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滋
賀
支
部
も
動
揺
し
、
は
じ
め
は
代
議
士
の
去
就
は
あ
い
ま
い
で

あ
っ
た
が
、
尾
崎
の
来
洛
を
機
に
三
月
三
自
暴
に
大
津
紅
葉
館
で
硬

派
十
数
名
が
集
ま
っ
て
談
話
会
を
開
き
、
五
日
の
幹
部
協
議
会
で
は

脱
党
予
定
者
が
多
く
参
会
、
し
ぜ
ん
強
硬
論
が
多
く
、
本
部
の
態
度

に
不
満
を
し
め
し
た
。
本
部
か
ら
慰
撫
に
派
遣
さ
れ
た
小
川
平
吉
ま

で
が
本
部
の
態
度
を
非
難
し
、
党
内
で
幹
部
を
鞭
睡
し
て
ほ
し
い
が
、

脱
党
し
て
本
部
を
刺
戟
す
る
の
も
面
白
い
と
、
慰
撫
と
も
煽
動
と
も

つ
か
ぬ
演
説
を
し
た
と
い
う
。
決
議
は
支
部
解
散
、
滋
賀
県
政
友
倶

楽
部
（
冠
婚
ら
の
そ
れ
と
は
直
撲
の
関
係
は
な
い
と
も
い
う
）
結
成
、
　
十

一一

冾
ﾌ
総
会
で
君
が
付
議
さ
れ
、
決
定
を
み
た
。
吉
田
代
議
士
は
残

留
し
、
ω
犬
養
・
尾
崎
も
一
時
本
部
の
態
度
を
承
認
し
た
、
②
山
本

が
政
友
会
を
利
用
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
逆
で
あ
る
、
③
山
本
は

藩
閥
出
身
だ
が
藩
閥
と
は
称
し
え
ぬ
、
ω
内
閣
は
国
民
の
要
望
を
実

行
す
る
と
声
明
し
た
、
の
四
理
由
を
あ
げ
て
、
脱
党
の
理
由
は
な
い

と
し
た
。
硬
派
の
所
論
は
、
ま
さ
に
政
党
内
閣
樹
立
の
好
機
に
山
本

と
妥
協
し
、
友
党
に
そ
む
い
た
本
部
と
は
行
動
を
と
も
に
す
る
こ
と

は
で
き
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
時
支
部
解
散
は
各
方
面
の
満
足
を

買
っ
た
と
い
う
。

　
高
知
支
部
で
は
在
京
の
土
佐
人
同
志
会
と
、
郷
里
の
「
土
陽
新
聞
扁

（
主
幹
は
宇
田
槍
浪
）
を
中
心
と
す
る
硬
派
が
相
呼
応
し
て
、
三
代
議

士
に
脱
党
か
辞
職
を
勧
告
し
た
が
、
白
石
薩
治
を
中
心
に
、
三
代
議

士
は
「
現
内
閣
は
縦
令
ひ
理
想
的
純
政
党
内
閣
と
は
墨
壷
候
へ
共
、

政
党
を
基
礎
と
す
る
内
閣
に
し
て
、
政
友
会
の
綱
領
に
準
拠
し
、
其

政
策
の
実
行
を
約
し
た
扁
次
第
だ
か
ら
、
援
助
す
る
の
が
当
然
だ
と

し
て
脱
会
し
な
か
っ
た
。

　
長
野
支
部
の
場
合
は
、
ま
っ
た
く
右
と
逆
で
あ
り
、
六
代
議
士
が

「
同
志
の
大
節
に
影
響
を
及
ぼ
す
如
き
こ
と
あ
り
て
は
一
大
事
」
と

の
理
由
の
も
と
に
ま
ず
脱
会
し
、
支
部
は
本
部
の
態
度
を
諒
と
し
て

脱
会
を
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
勧
告
し
た
が
、
六
代
議
士
は
、
党
の
主

義
綱
領
に
は
い
ぜ
ん
賛
成
で
、
国
民
党
そ
の
他
の
政
党
に
は
参
加
せ

ぬ
か
ら
準
敷
友
会
と
思
っ
て
ほ
し
い
と
答
え
て
い
る
。
支
部
は
や
や

困
惑
の
態
で
あ
る
が
、
脱
会
は
六
人
の
自
由
意
志
に
委
せ
、
　
「
当
支

部
は
時
局
に
対
す
る
本
部
の
推
置
を
諒
と
す
扁
と
決
議
、
満
場
一
致

で
是
認
し
た
。

⑤
も
っ
と
も
、
『
日
本
の
歴
史
島
下
巻
で
は
、
原
敬
が
出
本
に
政
友
会
を
売
り
こ

　
ん
だ
と
あ
る
。
な
お
、
原
敬
を
総
裁
と
し
て
い
る
の
は
譲
り
。

⑥
小
田
完
暮
（
政
友
会
代
議
士
）
は
、
こ
の
こ
と
を
「
致
友
会
は
偶
然
に
も
肉
本

　
が
眼
前
に
来
り
た
る
を
見
て
、
水
に
溺
れ
た
る
人
が
手
当
り
次
舞
に
何
に
で
も
取

　
り
附
く
が
置
く
忽
ち
其
袖
に
取
り
附
き
て
遂
に
山
本
内
閣
を
生
み
出
す
に
翌
り
た
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る
な
り
」
と
聾
m
っ
て
い
る
（
『
万
象
録
』
大
正
三
年
一
月
九
鷺
）
。

⑦
　
馴．

券
]
波
山
本
権
兵
衛
伝
隔
巻
下
の
高
橋
義
雄
（
箒
庵
）
編
「
鴬
沢
先
生
を
賜
る

　
報
繭
名
士
の
藏
話
」
中
の
轟
本
の
直
謡
を
引
m
用
し
た
部
分
（
九
六
瑚
～
五
ぺ
：
ジ
）
。

⑧
『
公
認
桂
太
郎
照
臨
の
江
木
翼
内
閣
霞
記
窟
長
の
談
話
（
坤
、
六
五
七
～
六
六

　
〇
ぺ
…
ジ
）
。
『
大
正
政
局
史
論
臨
一
四
九
～
一
五
一
ペ
ー
ジ
。
　
『
原
敬
獄
記
』
二

　
翅
十
日
。

⑨
　
た
と
え
ば
、
霊
浦
梧
楼
は
～
九
〇
八
・
－
九
年
こ
ろ
、
将
来
の
政
局
が
出
本
・
犬

　
養
・
原
の
遙
臨
で
支
配
さ
れ
る
と
予
言
し
（
閃
実
静
黙
世
界
』
　
九
〇
九
年
九
月
一

　
R
気
上
一
由
漁
嬰
発
湖
心
著
『
続
旧
郷
学
太
平
一
疋
躁
　
一
一
八
五
。
へ
ー
ジ
所
¶
引
に
よ
る
）
、
　
坂

　
本
辰
之
助
は
そ
の
著
『
三
島
弥
太
郎
情
想
で
、
第
一
次
西
礪
寺
内
誓
い
ら
い
の
山

　
本
の
政
友
会
へ
の
好
意
を
述
べ
、
松
田
正
久
が
か
っ
て
麗
児
島
造
士
気
で
教
頭
を

　
つ
と
め
た
こ
と
や
長
谷
場
絃
蕃
型
（
麗
児
島
出
身
）
ら
、
政
友
会
内
の
薩
派
に
雷
及

　
し
て
い
る
（
…
　
一
一
一
一
ペ
　
　
ジ
）
こ
と
、
第
一
次
山
本
内
閣
成
立
後
の
一
九
工
区
年
・

　
二
月
十
八
日
、
政
友
会
発
表
の
「
時
腸
に
関
す
る
報
欝
」
中
、
山
本
が
政
友
会
に

　
は
創
立
い
ら
い
同
情
を
寄
せ
た
と
述
べ
て
い
る
精
分
（
『
立
憲
政
友
会
史
㎞
〔
以
下

　
『
党
史
臨
と
略
称
〕
な
ど
を
参
照
）
。

⑩
　
林
茂
編
『
大
霜
デ
モ
ク
ラ
シ
…
期
の
政
治
、
松
本
畷
吉
政
事
階
誌
』
（
以
下
覗
松

　
本
臼
聴
御
助
　
と
略
称
）
　
五
ペ
ー
ジ
。

⑪
　

『
松
本
・
臼
誌
輪
に
あ
る
西
園
毒
の
阿
蘇
談
で
は
、
元
老
会
議
後
西
園
寺
は
練
・

　
松
弱
に
出
本
を
提
案
、
原
が
聲
成
し
た
と
あ
る
が
（
大
正
十
五
年
九
月
十
九
田
、

　
五
一
一
五
～
六
ペ
ー
ジ
）
、
回
顧
談
の
通
弊
で
、
誤
ま
り
で
あ
る
。

⑫
噛
元
老
会
議
の
経
過
は
、
葭
園
寺
が
原
に
駆
っ
た
の
が
、
も
っ
と
も
信
愚
性
が
あ

　
る
（
『
原
敬
欝
記
恥
十
一
臼
）
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
雛
　
人
が
辞
表
を
提
出
し
（
蛙

　
留
任
か
、
　
ま
た
は
首
栢
の
み
と
り
か
え
た
官
僚
内
閣
の
継
続
、
　
こ
の
点
は
前
掲

　
『
松
本
漏
聴
鶴
の
西
園
寺
の
園
顯
談
も
同
様
）
、
繭
園
寺
の
注
意
で
閣
僚
全
員
の
辞

　
表
を
出
す
と
約
束
し
た
こ
と
、
つ
ぎ
に
山
県
が
一
欝
桂
の
留
任
に
欝
及
し
な
か
っ

　
た
こ
と
が
注
臼
さ
れ
る
。
山
県
・
雛
反
鼠
の
一
つ
の
婦
結
で
あ
り
、
体
潮
、
動
揺

　
の
最
大
陳
因
の
一
つ
で
あ
る
。
　
な
お
、
　
窟
の
桂
の
奇
怪
な
態
度
を
、
後
年
原
は

　
「
頭
も
狂
ひ
晟
た
る
か
と
思
は
」
れ
た
と
の
評
に
隅
籍
し
て
い
る
（
『
原
敬
欝
一
記
隠

　
一
九
一
照
年
八
月
十
四
降
）
。

⑬
　
こ
の
違
勅
問
題
は
、
二
月
九
日
に
西
園
寺
が
天
皇
か
ら
桂
内
閣
に
協
…
カ
を
命
じ

　
ら
れ
、
そ
れ
が
果
せ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
原
麟
身
は
「
縞
麗
ら
し
営
中
傷
」
と
一

　
蹴
し
て
お
り
（
日
記
の
五
月
エ
十
五
B
参
照
）
、
西
園
寺
も
後
年
、
違
勅
で
な
い

　
と
…
冒
っ
て
い
る
が
（
『
随
筆
繭
畷
・
寺
公
』
四
五
七
ペ
ー
ジ
）
、
鎮
撫
の
勅
語
を
う
け

　
た
と
き
は
「
錦
旗
節
刀
を
賜
っ
た
」
　
（
⑧
の
江
木
談
話
の
箇
所
）
つ
も
り
で
鎮
撫

　
に
努
力
、
失
敗
し
た
の
で
十
日
参
内
し
、
　
「
予
熱
論
を
奉
じ
て
奉
承
す
る
こ
と
能

　
は
ず
、
其
の
責
麟
る
大
』
と
し
て
総
裁
辞
伍
を
内
奏
、
十
一
B
党
歯
黒
に
も
辞
表

　
を
送
致
し
た
が
、
韓
郷
は
に
ぎ
り
つ
ぶ
し
た
（
『
田
健
治
郎
伝
』
二
四
六
ペ
ー
ジ
）
。

　
十
二
臼
に
は
正
親
晦
と
万
里
小
路
の
転
結
が
西
山
奪
に
処
決
を
促
す
と
い
う
事
件

　
も
あ
り
、
そ
の
裏
面
に
立
憲
同
窓
会
系
の
蟹
江
の
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い

　
（
『
松
鐵
…
死
久
』
五
二
陽
ペ
ー
ジ
、
　
灘
理
窟
公
隔
　
二
九
九
ペ
ー
ジ
）
。

⑭
前
掲
「
時
局
に
関
す
る
報
告
」
で
は
、
由
本
内
閣
を
葬
立
憲
と
い
う
の
は
諒
解

　
に
蕾
し
む
と
強
弁
し
て
い
る
。

⑮
　
出
本
援
助
に
か
ん
す
る
十
一
日
夜
の
政
友
会
の
討
議
で
、
松
田
・
原
の
ほ
か
、

　
輿
繁
三
郎
・
元
田
肇
・
伊
藤
大
八
ら
（
野
田
は
の
ち
）
は
賛
戒
、
　
7
6
田
は
「
醐
園

　
寺
が
勧
め
た
山
本
扁
と
い
う
点
を
重
視
し
た
（
松
懇
俵
申
の
元
田
談
話
。
　
『
原
敬

　
日
説
㎞
十
三
～
十
九
籏
の
項
〉
。

⑯
　
　
『
松
爾
正
久
』
五
二
五
ぺ
！
ジ
。
羅
崎
の
糧
男
幽
幽
顧
録
就
下
、
八
閤
ペ
ー
ジ
。

（
⑰
　
療
は
伊
藤
の
宣
…
党
宣
言
や
、
「
立
憲
政
治
」
の
概
念
は
日
本
と
外
野
と
で
違
う
、

　
な
ど
を
も
ち
出
し
た
と
い
う
（
前
田
蓮
出
著
凹
歴
代
内
閣
物
語
』
下
、
二
〇
ペ
ー
ジ
）
。

⑱
　
嚇
党
史
廓
お
よ
び
『
原
敬
溝
記
聞
参
照
。

⑲
　
　
晶
瀬
田
晶
削
隙
隙
賞
下
、
　
一
あ
八
ペ
ー
ジ
。
　
牧
野
伸
麟
〔
述
　
『
幽
顧
録
』
　
皿
、
　
一
】
一
～
一
四

　
ペ
ー
ジ
。
た
だ
し
牧
野
は
賑
本
に
大
命
降
下
後
、
協
力
し
た
と
あ
る
が
、
降
下
前

　
に
繰
鯛
に
協
力
し
て
い
る
。
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⑳
　
ね
ず
・
ま
さ
し
著
『
日
本
現
代
史
』
で
は
、
こ
の
人
事
を
「
ヅ
歩
前
進
」
と
評

　
し
て
い
る
（
1
、
一
一
七
ペ
ー
ジ
）
。

⑳
　
　
『
山
本
達
雄
嚇
伝
』
　
一
一
一
酋
堂
一
～
五
ぺ
！
ー
ジ
。

⑫
　
　
『
原
敬
日
記
臨
に
よ
れ
ば
↓
従
来
連
立
を
嫌
っ
た
原
が
、
こ
の
段
階
で
山
本
に

　
し
き
り
に
犬
謎
入
閣
を
す
す
め
た
こ
と
は
、
産
徴
的
で
あ
る
。
前
田
蓮
山
は
、
犬

　
養
は
強
い
て
す
す
め
れ
ば
山
本
内
閣
に
入
閣
の
は
ず
で
あ
っ
た
と
察
す
べ
き
理
由

　
が
あ
っ
た
が
、
椅
子
が
一
つ
不
足
し
た
の
で
、
凱
本
は
強
い
て
入
閣
を
望
ま
ぬ
犬

　
養
を
け
ず
っ
た
。
し
か
し
山
ホ
は
犬
養
に
対
し
、
、
そ
の
好
意
に
酬
い
る
だ
け
の
方

　
法
は
講
じ
た
は
ず
だ
と
、
原
が
私
に
語
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
記
臆
『
政
溌
は
人

　
な
り
』
五
六
～
七
ペ
ー
ジ
）
。
若
干
受
ボ
取
り
難
い
㌫
…
が
あ
る
。

⑳
　
内
海
青
湖
著
『
高
人
犬
饗
木
堂
賄
二
三
臨
ペ
ー
ジ
。
ま
た
『
松
際
蕉
久
』
に
よ

　
れ
ば
、
新
聞
に
閣
僚
の
顔
ぶ
れ
が
発
衷
さ
れ
た
こ
と
が
、
犬
養
工
作
を
函
難
に
し

　
た
と
い
う
（
問
書
、
五
二
七
ペ
ー
ジ
）
。

⑳
　
『
党
油
点
お
よ
び
『
松
田
正
久
』
五
二
七
～
九
ペ
ー
ジ
。

㊧
　
　
『
犬
養
六
｝
堂
伝
臨
中
・
、
　
一
二
〇
ペ
ー
ジ
。
こ
の
頃
犬
漿
が
縫
…
原
譲
に
．
与
え
た
需

　
翰
で
は
、
「
政
友
会
ハ
遂
二
予
想
ノ
如
ク
背
信
行
為
ヲ
以
テ
聯
盟
ヲ
破
り
去
レ
リ
、

　
彼
ノ
幹
部
ナ
ル
潜
ハ
到
底
医
ス
可
ラ
ズ
、
妥
協
が
蚕
業
」
と
な
っ
て
い
る
と
記
し

　
て
い
る
が
、
こ
れ
は
選
民
党
が
政
友
会
と
の
提
携
断
絶
を
決
議
し
た
翌
日
の
二
十

　
【
臼
付
で
あ
る
。
『
原
敬
臼
記
隔
は
松
田
孫
譲
を
藻
礎
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　

『
続
財
界
太
平
記
臨
二
八
八
～
二
九
鰻
ペ
ー
ジ
。
こ
こ
で
は
由
本
と
犬
養
の
ふ

　
か
い
関
係
が
明
治
四
十
三
年
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
需
及
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
『
松
田
正
久
』
五
聖
七
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
関
直
彦
著
凹
七
十
七
年
の
回
醒
酔
は

　
こ
の
点
の
記
載
は
な
い
。

講
　
　
『
大
正
政
局
｛
叉
十
字
隔
　
一
六
六
、
　
一
六
四
【
ペ
ー
ジ
。

⑳
「
　
『
党
出
入
』
第
一
工
翫
誉
、
六
八
一
一
～
西
ぺ
！
ジ
。

⑳
　
脱
党
春
は
左
の
と
お
り
で
、
三
田
派
出
身
潜
や
壁
織
蒋
が
わ
り
に
多
い
（
《
は

　
後
刻
脱
党
し
た
も
の
。
讐
慶
」
は
慶
応
臨
身
な
い
し
関
係
看
、
翼
7
な
ど
は
明
治

　
七
年
生
れ
を
し
め
す
）

　
○
菊
池
武
徳
（
青
森
、
記
春
・
会
祉
重
役
、
慶
）
△
沢
来
太
郎
（
窟
域
、
新
聞
社

　
長
、
二
会
社
の
重
役
）
　
○
細
梅
二
二
郎
（
凱
県
・
町
長
、
M
7
）
　
○
竹
越
島
与
三
郎
ハ

　
（
群
馬
、
文
筆
業
、
慶
）
○
線
沢
銚
介
（
千
葉
、
実
業
家
、
会
祉
重
役
、
慶
、
M

　
1
）
○
風
間
礼
助
（
長
野
、
新
聞
主
筆
、
会
祉
重
役
、
M
7
）
○
笠
原
忠
造
（
長

　
野
、
弁
護
士
、
M
1
1
）
○
小
出
完
脊
（
長
野
、
記
考
、
慶
、
M
8
）
○
岡
部
次
郎

　
（
長
野
、
新
聞
社
長
、
会
社
々
長
）
○
小
坂
順
造
（
長
野
、
黙
銀
、
新
聞
社
長
、

　
会
祉
重
役
、
M
1
4
）
○
岩
岡
伊
代
治
（
長
野
、
弁
護
士
）
　
○
八
繊
裕
二
郎
（
描

　
井
、
海
軍
大
佐
、
船
顧
事
業
）
○
田
中
善
立
（
愛
知
、
鉄
道
社
長
、
M
7
）
○
森

　
田
小
山
ハ
削
即
（
愛
知
、
在
米
邦
字
紙
経
鴬
、
M
1
0
）
○
牧
野
彦
太
郎
　
（
岐
日
数
、
山
束
山
尽

　
木
管
製
造
所
群
馬
）
○
安
田
伊
左
衛
簿
（
岐
阜
、
会
社
重
役
、
M
5
）
○
繕
崎
行

　
雄
（
三
重
、
政
治
家
、
慶
）
○
岡
崎
邦
輔
（
和
歌
山
、
政
治
家
、
会
秋
重
役
）

　
○
菊
池
侃
二
（
大
阪
、
弁
護
士
）
○
田
中
数
之
助
（
京
都
・
酒
造
家
、
農
工
銀
行

　
重
役
）
△
澗
田
泰
蔵
（
京
都
、
弁
護
士
、
神
戸
市
助
役
）
企
村
田
虎
次
郎
（
滋
賀
、

　
市
長
、
鉄
道
難
役
、
農
工
銀
行
取
締
、
M
2
）
《
森
川
源
吾
（
滋
賀
、
市
長
、
鉄

　
道
重
役
、
農
工
銀
行
取
締
、
M
2
）
血
悪
罵
源
暮
（
滋
賀
、
弁
護
士
、
M
9
）

　
△
金
子
圭
介
（
二
曹
、
実
業
家
、
植
民
地
企
業
）
○
林
毅
陸
（
香
川
、
慶
大
教
授
、

　
新
閲
主
筆
、
慶
、
M
5
）
○
中
川
虎
之
助
（
徳
島
、
製
糖
業
、
製
糖
岡
業
綴
議
長
）

　
○
平
出
喜
三
郎
（
北
溝
道
、
塩
販
亮
所
社
長
、
銀
行
重
役
、
慶
、
M
9
）
○
木
下

　
成
太
郎
（
北
海
道
、
町
会
議
員
、
北
海
滋
会
議
貴
）

　
　
右
の
と
お
り
、
突
業
家
が
多
く
、
文
筆
業
、
弁
〃
護
士
が
こ
れ
に
つ
ぐ
。
工
十
九

　
名
中
明
治
生
れ
が
十
四
名
（
元
年
で
瑚
十
六
歳
、
こ
の
年
の
代
議
士
平
均
年
齢
は

　
四
九
・
六
年
）
で
あ
る
。

⑫
　
岡
崎
邦
輔
の
気
持
は
「
嫌
で
別
れ
た
の
で
は
な
い
。
亭
搬
が
少
し
だ
ら
し
な
さ

　
過
ぎ
る
か
ら
、
改
心
さ
せ
る
つ
も
り
で
、
一
寸
家
嵐
し
た
」
（
『
岡
崎
邦
輔
観
劇
二

　
八
三
ペ
ー
ジ
）
。
　
三
浦
梧
楼
は
「
政
友
倶
楽
照
は
無
理
に
夫
家
を
去
り
た
る
女
房

　
の
、
欄
庶
家
の
近
傍
に
居
を
ト
し
て
女
…
P
烹
の
蓑
札
を
掲
げ
、
然
る
べ
き
蝶
酌
人
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第一次山本内閣の研究（1．L沐）

　
を
得
て
復
鍛
を
挨
つ
者
の
如
し
（
鵜
綺
鷺
城
「
脱
党
せ
る
一
一
十
四
硬
派
」
一
耕
、
隣

　
本
及
臼
塞
入
』
三
月
十
五
廉
暑
、
な
お
古
島
の
岡
三
「
雲
閲
寸
観
」
閥
月
一
a
号

　
に
も
、
三
浦
の
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
評
を
の
せ
て
い
る
）
、
と
評
し
た
。
上
田
外
男
署

　
『
大
罷
政
変
』
は
い
う
。

　
政
友
会
脱
党
組
の
背
後
を
見
よ
。
彼
等
の
主
張
が
全
然
彼
ら
の
美
な
る
政
治
的

　
良
心
の
鎌
発
に
擁
る
か
否
乎
、
被
等
の
多
く
は
所
謂
交
論
絃
組
也
、
三
田
組
也
、

　
…
…
彼
等
が
何
故
に
二
上
会
を
撹
乱
せ
ん
と
す
る
か
は
、
恐
ら
く
政
友
会
内
に
お

　
け
る
三
田
派
の
勢
力
如
何
に
想
及
せ
ば
火
を
臨
…
る
よ
り
も
明
か
な
る
質
闘
た
ら
ず

　
ん
ば
あ
ら
ず
。
亦
た
福
井
綴
が
俄
に
態
度
を
一
変
せ
る
中
に
独
り
八
田
裕
二
郎
の

　
あ
る
を
発
見
せ
ず
や
。
彼
は
二
軍
大
佐
に
し
て
當
て
山
本
伯
に
醸
蔵
さ
れ
た
る
一

　
人
憲
（
工
〇
七
～
八
ペ
ー
ジ
）
。

磁
　
窯
と
し
て
『
京
都
隣
黒
新
聞
』
に
よ
る
。

⑭
　
　
『
大
阪
朝
田
新
聞
』
　
呪
京
都
麟
出
新
闘
』
　
『
立
憲
政
友
会
滋
賀
支
部
党
誌
恥
に

　
よ
る
。
し
か
し
十
｝
月
一
日
以
降
、
一
部
を
残
し
て
し
だ
い
に
復
党
、
政
友
倶
楽

　
部
は
三
B
復
党
を
不
可
と
す
る
意
見
需
を
県
下
に
発
送
し
た
が
、
大
勢
を
転
ず
る

　
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

頓
　
主
と
し
て
『
白
薦
薩
治
償
』
に
よ
る
。

韓
　
暢
長
野
県
政
党
史
乳
下
巻
一
闘
○
～
二
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。

三
、

山
本
内
閣
の
仁
政

　
－
第
三
十
一
議
会
と
施
政
i

　
山
本
内
閣
は
、
議
会
中
に
お
こ
っ
た
政
変
の
結
果
成
立
し
た
か
ら
、

第
三
十
一
議
会
の
後
半
を
、
二
月
二
十
七
β
に
開
い
た
。
そ
こ
で
打

出
さ
れ
た
政
策
に
つ
い
て
、
信
夫
氏
は
次
の
ご
と
く
規
定
さ
れ
る

（
た
だ
し
山
本
内
閣
全
期
に
係
わ
る
）
。
政
策
は
、
政
党
に
表
現
さ
れ
た

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
要
求
に
応
じ
て
た
て
ら
れ
、
そ
の
要
求
と
は
、

帝
国
主
義
的
矛
履
の
負
担
を
軽
減
す
る
財
政
の
整
理
で
あ
る
。
こ
の

結
果
行
な
わ
れ
た
税
欄
整
理
は
、
　
三
等
資
本
主
義
を
恐
慌
（
増
大
す

る
生
産
と
恨
界
づ
け
ら
れ
た
溝
費
の
矛
盾
の
激
化
）
か
ら
脱
出
さ
せ
る
こ

と
と
、
同
時
に
薄
外
様
用
を
回
復
す
る
こ
と
の
目
的
を
も
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
労
働
者
農
民
の
負
担
の
軽
減
は
、
消
費
を
増
大
さ
せ
る
こ

と
睡
需
要
の
増
大
に
よ
り
、
供
給
の
過
剃
を
防
ご
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
だ
が
、
間
接
税
は
増
大
し
、
大
衆
負
担
は
軽
減
さ
れ
な
か
っ

た
。
行
政
整
理
は
稲
当
な
も
の
で
あ
っ
た
。
軍
備
問
題
に
つ
い
て
は
、

資
本
の
弱
さ
を
軍
事
的
占
領
で
代
位
補
充
す
る
た
め
煮
凝
な
軍
備
は

物
上
命
令
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
資
本
へ
の
圧
迫
と
い
う
矛
盾
を
生

む
の
で
、
軍
備
を
資
本
の
統
管
下
に
お
こ
う
と
し
た
。
そ
の
前
提
が

軍
部
大
臣
武
官
制
で
あ
る
（
以
上
、
珊
政
治
史
臨
一
八
一
ペ
ー
ジ
以
下
）
。
し

か
し
、
こ
れ
は
文
官
任
用
令
改
正
と
と
も
に
、
革
命
酌
危
機
の
緩
和

策
で
あ
り
、
帝
國
主
義
政
策
実
施
の
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
、
官

僚
機
構
に
手
を
つ
け
ず
、
軍
部
に
だ
け
手
を
つ
け
よ
う
と
し
た
の
も

そ
の
た
め
で
あ
る
（
『
D
M
親
臨
二
五
二
、
二
六
〇
～
一
ペ
ー
ジ
）
。
さ
ら
に
第

三
十
議
会
に
あ
ら
わ
れ
た
諸
議
案
は
、
野
党
の
提
案
も
ふ
く
め
て
、
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民
衆
の
革
命
化
防
遍
が
主
要
な
ね
ら
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
さ
れ

る
（
『
D
賊
史
臨
　
一
一
四
【
四
【
～
九
ペ
ー
ジ
）
。
政
策
そ
の
も
の
の
遂
行
に
つ
い
て

は
、
民
衆
運
動
の
圧
力
を
強
調
す
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。

　
わ
た
し
は
右
の
諸
説
に
対
し
て
、
こ
の
内
閣
が
、
従
来
の
藩
閥
官

僚
内
閣
と
異
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
政
策
を
う
ち
禺
そ
う
と
し
た
第
工

次
西
園
寺
内
閣
の
線
を
強
力
に
推
進
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の

根
底
に
は
世
論
や
民
衆
運
動
の
圧
力
の
あ
っ
た
こ
と
と
同
蒔
に
、
山

本
腫
原
の
政
治
力
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
世
論
に
こ
た
え
る
政
治
が

で
き
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
単
に
長

薩
交
代
の
み
で
は
割
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
長
薩
交
代
な
ら
ば
薩

派
の
線
が
強
く
で
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
政
友
会
の
洗
顔
が
実
現
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

れ
て
い
る
こ
と
に
注
醸
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
1
、
議
会
前
の
形
勢

　
二
月
二
十
一
日
の
初
閣
議
の
決
定
事
項
は
、
ω
前
内
閣
提
出
予
算

の
撤
回
と
再
提
出
（
前
例
に
よ
る
）
、
②
鼠
下
の
騒
擾
に
対
し
必
要
あ

ら
ば
補
助
憲
兵
の
名
義
で
出
兵
を
協
議
、
㈲
政
友
会
員
に
対
す
る
首

湘
の
宣
言
内
容
協
議
（
前
約
に
よ
る
）
で
あ
り
（
『
源
敬
日
記
』
）
、
信
夫
玩

は
右
の
②
を
重
視
し
、
革
命
対
策
を
強
調
き
れ
る
。
い
か
に
も
、
こ

の
時
期
の
艮
衆
運
動
の
も
り
あ
が
り
は
す
ば
ら
し
い
も
の
が
あ
り
、

地
方
で
は
、
ま
だ
桂
シ
ン
パ
に
対
す
る
追
討
ち
が
か
け
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
桂
内
閣
末
期
と
山
本
内
閣
成
立
当
初
で
は
、
情
勢
は
格
段

の
相
違
が
あ
っ
た
。
原
は
、
政
党
の
参
加
せ
ぬ
騒
擾
は
、
大
し
た
も

の
で
な
い
と
み
て
い
る
。
こ
の
心
地
か
ら
、
ω
政
友
会
の
紛
糾
が
お

さ
ま
り
、
そ
の
政
友
会
が
与
党
に
な
っ
て
お
り
、
②
犬
養
に
反
政
府

の
積
極
約
姿
勢
が
な
く
、
③
桂
新
党
が
従
来
の
行
ぎ
が
か
り
か
ら
当

分
静
観
せ
ざ
る
を
え
ぬ
以
上
、
憲
政
擁
護
も
、
党
閥
打
破
も
、
も
は

や
も
り
あ
が
る
基
盤
を
失
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か

ら
、
原
は
当
面
の
騒
擾
に
応
急
対
策
を
講
じ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
よ

り
重
要
視
し
た
の
は
、
蝕
論
を
満
足
さ
せ
る
致
策
で
あ
っ
た
。

　
二
月
二
十
二
日
、
山
本
首
相
は
前
述
の
閣
議
協
議
事
項
㈹
に
も
と

づ
き
、
政
友
会
員
に
声
明
し
た
。
そ
れ
は
「
至
誠
以
て
報
効
を
図
り
、

立
憲
の
本
義
に
拠
て
政
治
の
運
行
を
期
待
す
る
覚
悟
」
で
あ
り
、
政

友
会
に
信
頼
し
て
組
閣
し
た
か
ら
、
党
の
趣
旨
綱
領
を
尊
重
し
、
万

般
の
政
務
を
処
理
す
る
と
い
う
こ
と
、
現
在
の
根
本
要
義
は
行
財
政

整
理
、
経
済
の
調
節
で
あ
り
、
こ
れ
を
速
か
に
実
施
す
る
こ
と
、
世

上
や
や
常
軌
を
逸
す
る
行
動
に
痛
心
す
る
こ
と
、
が
虫
要
な
内
容
で

あ
っ
た
。
こ
の
席
上
酋
・
陸
・
海
・
外
四
相
以
外
の
閣
僚
が
入
党
し

た
。
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右
の
声
明
は
、
党
員
に
山
本
が
酒
園
寺
の
身
代
り
で
あ
る
こ
と
、

党
員
や
下
聞
に
こ
の
内
閣
が
実
質
は
政
党
内
閣
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
、
護
憲
運
動
を
緩
蒲
し
ょ
う
と
策
し
た
と
と
も
に
、
そ
の
政

策
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
行
，
お
よ
び
薩
・
政
の
比

重
は
、
今
後
の
進
展
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
2
、
第
三
十
議
会

　
第
三
十
議
会
の
後
半
は
、
政
友
会
の
各
団
体
の
数
人
が
、
動
揺
の

さ
い
延
期
を
得
策
と
す
る
と
意
見
具
申
を
し
た
の
で
、
予
定
よ
り
二

臼
お
く
れ
た
二
月
二
十
七
日
か
ら
開
か
れ
（
覗
練
敬
臓
記
も
、
罰
点
は
行

財
敷
整
理
，
税
制
改
正
↓
圏
民
の
負
担
軽
減
、
産
業
振
興
、
燭
力
充

実
の
施
設
、
庶
政
の
改
善
を
政
綱
と
す
る
旨
演
説
し
た
（
『
伯
爵
由
本
権

丘
ハ
衛
伝
臨
　
下
－
巻
鮨
七
一
ペ
ー
ジ
に
よ
の
9
）
。

　
犬
養
の
代
表
質
闘
に
対
し
、
養
相
は
番
謡
で
提
出
を
も
と
め
、
三

月
十
一
臼
、
林
毅
陸
の
質
問
に
対
す
る
首
梢
答
弁
の
形
で
、
質
問
書

へ
の
回
答
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
要
約
す
る
と
、
ω
政
党
内
閣
必
要
論
に
対

し
、
　
政
党
重
視
・
世
論
尊
重
を
も
っ
て
答
へ
（
こ
の
点
は
不
徹
底
）
、

②
陸
海
軍
大
距
現
役
武
官
湖
は
改
正
を
示
唆
し
、
㈲
文
官
任
用
令
も

相
当
の
改
正
を
示
唆
し
、
紛
増
師
は
明
答
を
さ
け
、
㈲
一
千
万
円
の

減
税
を
約
し
た
、
の
五
点
で
あ
る
。

　
右
の
答
弁
の
意
義
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
か
に
も
大
正
政

変
に
お
け
る
世
論
の
圧
力
の
結
果
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

政
策
は
大
な
り
小
な
り
妾
時
の
諸
階
級
の
勢
力
の
反
映
で
あ
る
。
要

は
、
そ
れ
が
表
面
的
で
あ
っ
て
内
実
は
巧
み
に
自
ら
の
意
図
を
実
現
囁

し
て
い
る
の
か
、
い
っ
た
ん
は
譲
歩
す
る
が
、
や
が
て
は
失
地
恢
復

を
は
か
る
の
か
　
（
た
と
え
ば
簾
二
次
山
県
内
閣
下
の
「
肝
服
楽
照
」
と
文

宮
任
用
令
）
、
表
面
上
世
論
に
圧
倒
さ
れ
、
本
心
の
自
主
性
が
や
む
な

く
薄
れ
る
の
か
（
た
と
え
ば
寺
内
内
閥
の
ご
と
き
）
、
あ
る
い
は
時
代
の

趨
勢
の
上
に
た
つ
の
か
で
あ
る
。
わ
た
し
は
山
本
内
閣
を
、
不
充
分

な
が
ら
最
後
の
ケ
ー
ス
に
あ
て
て
考
え
て
い
る
。
す
く
な
く
も
第
三

十
議
会
と
そ
の
直
後
の
施
致
に
お
い
て
は
。
そ
し
て
、
そ
の
実
施
い

か
ん
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。

　
右
の
諸
項
の
う
ち
、
ω
は
藩
閥
政
治
よ
り
政
党
政
治
へ
と
い
う
時

代
の
趨
勢
か
ら
み
て
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
憲
法
制
定
時
の
政
党

内
閣
非
認
論
、
そ
の
非
器
論
者
の
一
人
伊
藤
が
、
一
九
〇
〇
年
に
は

政
党
を
統
制
す
る
た
め
に
政
友
会
を
作
り
、
そ
の
後
政
党
的
要
素
が

強
ま
っ
て
、
こ
の
剛
戻
の
段
購
に
い
た
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘

し
て
お
こ
う
。
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②
の
陸
海
軍
大
臣
官
鋼
は
、
こ
の
内
閣
の
実
力
を
し
め
す
一
つ
の

例
で
あ
る
。
こ
の
官
制
の
改
革
は
、
第
二
次
西
園
寺
内
閣
下
の
陸
軍

の
横
暴
に
触
発
さ
れ
て
、
肚
論
の
一
部
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
第
三
次

桂
内
閣
下
に
議
場
に
質
問
の
形
で
提
出
さ
れ
、
桂
が
現
役
で
支
障
な

し
と
答
弁
し
た
事
項
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
や
、
改
正
せ
ざ
る
を
え
な

い
立
場
に
ま
で
な
っ
た
。
も
と
よ
り
、
原
が
山
本
に
、
ま
た
党
員
が

党
幹
部
に
圧
力
を
か
け
た
と
い
う
事
清
も
あ
り
、
山
本
が
、
陸
軍
が

こ
れ
を
利
用
し
て
政
治
に
容
引
し
た
と
い
う
不
快
感
を
も
っ
て
い
た

こ
と
も
原
闘
す
る
が
、
同
時
に
、
山
県
お
よ
び
そ
の
一
派
に
強
圧
を

加
え
て
改
革
し
た
こ
と
を
重
視
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
原
が
三
月
六
臼
の

閣
議
で
き
り
娼
す
以
前
、
山
本
は
す
で
に
二
闘
、
当
局
大
随
と
交
渉

し
て
い
る
。
原
は
、
党
勢
拡
張
の
好
機
を
、
こ
れ
に
よ
っ
て
作
ろ
う

と
し
て
い
た
。
議
会
で
は
十
一
日
に
改
正
を
答
弁
し
た
の
だ
が
、
こ

れ
に
か
ん
す
る
陸
軍
の
反
応
を
み
よ
う
。

　
十
一
日
の
議
事
終
了
後
、
木
越
陸
相
は
山
県
に
報
告
し
た
。
そ
の

こ
と
は
山
県
の
伝
記
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
（
下
巻
、
八
七
八
ペ
ー
ジ
）
、

陸
相
書
翰
に
あ
る
「
別
紙
」
は
「
山
県
文
書
」
に
あ
る
。
全
文
を
紹

介
し
て
お
こ
う
（
圏
点
は
山
本
）
。

　
　
　
陸
海
軍
宮
鋤
敵
正
ノ
顛
末

陸
海
軍
官
制
ノ
現
役
大
中
将
ハ
憲
政
ノ
運
用
上
差
支
ナ
キ
ヤ
ノ
間
二
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

シ
、
口
取
慰
み
文
語
ナ
キ
ノ
答
弁
〔
ヲ
㏄
為
ス
筈
ナ
リ
シ
モ
ギ
政
党
ノ
関
係
ナ
ル

ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ヤ
、
総
理
大
臣
ハ
改
蕉
ヲ
言
明
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
現
内
閣
ノ
進
退
二
関

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ス
ル
事
件
ト
ナ
ル
に
繍
ヲ
陵
海
軍
・
大
臣
二
説
述
セ
ラ
レ
タ
リ
。
結
果
ハ
宮

制
備
考
ノ
現
役
ノ
文
字
ヲ
除
ク
ノ
到
着
点
二
七
テ
熟
考
ヲ
求
メ
ラ
レ
タ

リ
。醗

海
軍
大
臣
ト
岡
席
ニ
テ

海
軍
↓
〈
臣
ハ
異
一
網
ナ
し
や
ご
田
ヲ
濤
口
明
セ
嬬
ソ
。

腕臨

R
毒
八
臣
ハ
七
仙
ノ
如
ク
倣
”
血
力
セ
リ
。

一
、
現
役
ノ
儘

二
、
競
役
ノ
ニ
字
ヲ
除
ク
改
正
二
為
セ
ハ
、
来
ル
議
会
ニ
ハ
大
中
将
ヲ

　
溺
ル
姻
踊
緒
ヲ
燃
囲
ク
コ
ト

三
、
陸
軍
ニ
ハ
内
閣
更
迭
二
方
リ
、
予
備
役
大
中
塀
ヲ
入
閣
セ
シ
メ
ル
．

　
ノ
回
覧
火
ヲ
生
ス
ル
コ
ト

ニ
、
一
エ
ノ
不
利
ヲ
侃
註
述
｝
シ
タ
ル
後
、
内
閣
ノ
存
薩
蝿
ユ
関
ス
ル
コ
ト
ナ
レ

ハ
、
陸
軍
大
駆
一
人
（
他
ノ
聯
係
官
衙
ノ
協
議
ナ
ク
）
ヨ
ァ
改
正
ユ
鋼

意
ス
ル
旨
ヲ
蓑
明
ス
、
其
理
由
左
ノ
如
シ

一
、
大
正
ノ
第
一
議
会
ヲ
無
事
二
通
過
セ
シ
メ
、
陛
下
ノ
震
襟
ヲ
安
シ

　
奉
ル
コ
ト

ニ
、
陸
軍
力
当
議
会
中
ユ
此
問
題
ヲ
以
テ
争
ヒ
、
国
務
ノ
進
行
ヲ
妨
ケ
、
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第一一次山本内閣の餌：究（山木）

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
又
ハ
内
閣
瓦
解
ス
ル
入
組
キ
コ
ト
ア
レ
ハ
、
卜
師
潤
様
ノ
問
題
ニ
テ

　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
照
民
ノ
悪
民
心
ヲ
求
ム
ル
カ
加
｝
キ
コ
ト
ア
レ
ハ
、
将
来
｝
打
ハ
ン
ト
ス
ル

　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ミ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
二
個
師
騙
成
立
ヲ
妨
害
セ
ラ
ル
・
恐
レ
ア
ル
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

右
ハ
一
廓
カ
ニ
ハ
漁
植
下
ノ
震
襟
ヲ
安
シ
奉
ル
ト
號
ト
モ
、
　
一
方
ニ
ハ
陸
軍

も
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

官
制
ノ
根
元
ヲ
破
壊
ス
ル
ノ
不
利
ヲ
来
シ
タ
ル
ハ
、
、
陛
下
二
対
シ
奉
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

申
訳
ナ
キ
次
第
二
付
、
全
責
任
ヲ
負
ヒ
、
善
後
策
ヲ
講
ス
ル
考
ヘ
ナ
リ

　
附
言
、
窟
制
ノ
改
正
ハ
編
制
改
正
二
影
響
シ
、
各
機
関
ト
協
議
ヲ
要

　
ス
ル
故
二
、
鮫
悶
弁
門
ニ
ハ
余
裕
…
ヲ
㎜
直
カ
レ
タ
キ
㎏
隅
総
理
大
駆
二
進
言
ス

　
ル
モ
余
裕
ノ
余
地
ナ
キ
ゆ
麟
倣
ロ
ヘ
ラ
レ
タ
リ
。

　
案
ス
ル
ニ
此
問
題
及
文
官
任
用
令
ノ
解
決
ナ
キ
ト
キ
ハ
、
予
算
ノ
会

　
議
ヲ
准
一
行
シ
得
サ
ル
ノ
状
態
エ
テ
、
本
日
ノ
答
弁
月
ニ
テ
十
・
五
臼
鑑
予

　
算
ハ
査
定
ナ
ク
、
一
隻
案
ノ
徽
隅
通
過
ス
ル
ノ
飛
迅
況
ナ
リ
。

　
　
予
シ
メ
総
理
大
臣
二
呈
出
シ
タ
ル
モ
ノ

陸
軍
大
園
ハ
左
ノ
理
由
ヲ
以
テ
現
役
将
宮
ヲ
以
テ
之
二
充
ツ
ル
ノ
必
要

ア
リ
。一

、
陸
軍
大
颪
ハ
陸
軍
省
官
制
第
一
条
二
規
定
ス
ル
如
ク
、
軍
人
ヲ
統

　
督
ス
ヘ
キ
モ
ノ
故
二
、
軍
人
二
対
シ
命
令
権
ヲ
有
ス
ル
現
役
将
宮
二

　
非
サ
レ
ハ
甘
パ
任
務
ヲ
尽
シ
難
シ

ニ
、
陵
軍
大
臣
ハ
行
政
事
務
ノ
外
、
陵
軍
統
帥
権
ノ
施
行
二
幅
ス
ル
軍

　
令
二
副
署
シ
、
雌
器
二
任
ス
ル
カ
故
二
、
現
役
将
官
ヲ
以
テ
之
二
充

　
ツ
ル
ニ
燕
非
サ
レ
ハ
軍
轟
粉
ノ
統
一
ヲ
期
シ
難
シ

三
、
帆
載
時
二
於
テ
専
門
約
知
識
ヲ
有
ス
ル
幾
鷹
伐
将
一
宮
二
蔀
非
サ
レ
ハ
甘
苔
仕

　
務
ヲ
果
ス
ヲ
得
ス
、
又
平
時
二
於
テ
モ
機
密
二
亘
ル
別
項
少
ナ
カ
ラ

　
サ
ル
ヲ
以
テ
、
軍
政
艘
粉
黛
ノ
静
仕
二
襲
ル
陸
軍
大
胆
二
親
シ
ク
軍
特
粉
二

　
従
事
シ
、
実
際
二
通
暁
ス
ル
現
役
将
宮
ヨ
リ
之
ヲ
任
用
ス
ル
コ
ト
ハ

　
軍
事
ノ
進
展
発
達
上
極
メ
テ
必
要
ナ
リ
。

　
右
の
文
書
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
陸
海
軍
官
制
改
正
は
「
政
党
ノ

関
係
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
遂
行
せ
ね
ば
内
閣
の
進
退
に
影
響
す
る
。

政
友
会
支
部
の
三
都
へ
の
圧
力
は
、
大
正
政
変
で
飛
躍
的
に
向
上
し

て
い
る
。
も
し
三
軍
が
反
対
し
て
内
閣
が
詰
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、

再
度
倒
閣
者
と
し
て
世
論
の
攻
撃
を
あ
び
ね
ば
な
ら
ず
、
た
め
に
増

師
は
い
っ
そ
う
不
可
能
と
な
る
。
し
か
し
陸
軍
に
も
ま
た
面
目
が
あ

り
、
　
「
現
役
」
を
潮
ら
れ
る
と
、
次
に
「
大
中
将
」
も
劇
除
さ
れ
る

か
も
知
れ
な
い
。
い
わ
ば
外
濠
を
埋
め
ら
れ
、
や
が
て
内
濠
に
及
ぶ

心
配
が
あ
り
、
か
つ
て
の
陸
軍
権
力
の
法
的
基
礎
が
破
壌
さ
れ
る
。

現
に
田
中
義
一
は
「
帝
圏
建
軍
ノ
根
本
義
二
…
関
ス
ル
議
」
を
こ
の
三

月
に
提
出
し
て
い
る
。
田
中
は
改
正
を
「
建
軍
ノ
要
義
ヲ
無
視
シ
国

軍
ノ
基
礎
ヲ
破
壌
ス
ル
端
ヲ
開
ク
」
も
の
、
軍
隊
を
政
争
の
渦
中
に

ま
き
こ
む
も
の
と
し
（
彼
こ
そ
政
争
を
滋
く
し
た
張
本
人
の
一
人
で
あ
る
）
、
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政
党
内
閣
は
憲
法
に
反
し
、
政
党
者
流
が
改
正
を
要
望
す
る
の
は
憲

法
違
反
だ
と
す
る
（
こ
れ
は
時
代
錯
誤
）
。
　
木
越
は
板
ば
さ
み
と
な
る
。

山
県
は
表
面
反
対
し
な
い
が
、
四
月
中
旬
長
谷
川
参
謀
総
長
が
異
議

を
唱
へ
、
木
越
が
変
説
す
る
。
長
谷
川
が
反
対
上
奏
を
し
ょ
う
と
す

れ
ば
山
本
が
圧
力
を
加
え
、
つ
い
に
五
月
羅
臼
の
閣
議
で
改
正
を
決

定
す
る
。
そ
の
の
ち
奥
摺
師
と
長
谷
川
が
反
対
を
内
奏
す
る
と
、
山

本
は
天
皇
に
内
奏
を
手
許
に
留
め
る
よ
う
に
上
奏
す
る
。
こ
の
間
の

攻
防
は
、
原
が
予
想
し
た
と
お
り
、
奥
ら
の
裏
面
に
は
山
県
が
あ
っ

た
は
ず
で
あ
り
、
山
本
を
鞭
錘
支
持
し
た
の
は
、
原
を
頂
点
と
す
る

政
友
会
で
あ
る
。
第
一
次
西
園
寺
内
閣
下
で
、
原
は
植
民
地
長
官
問

題
で
陸
軍
と
対
立
し
た
が
、
い
ま
や
世
論
を
背
景
と
し
、
山
本
の
政

治
力
を
表
藺
に
お
し
立
て
て
、
陸
軍
を
屈
伏
さ
せ
た
。
こ
の
間
の
詳

綱
は
『
原
敬
臼
詑
』
に
ゆ
ず
る
が
、
天
皇
調
の
頂
点
で
あ
る
天
皇
が

重
距
に
厄
諦
視
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
最
高
顧
問
で
あ
る
元
老
が
大

正
政
変
で
傷
つ
い
た
旧
体
制
の
動
揺
期
に
、
あ
ら
た
に
体
制
内
に
わ

り
こ
ん
だ
敷
友
会
が
、
次
の
時
代
の
中
心
勢
力
と
し
て
、
山
本
を
西

園
寺
の
身
代
り
と
し
て
で
は
あ
れ
、
そ
の
実
力
を
し
め
し
た
の
で
あ

る
（
寺
内
の
憤
慨
は
後
述
）
。

　
財
政
問
題
で
は
、
減
税
案
が
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
閣
議
は
、

は
じ
め
先
年
来
懸
案
の
所
得
税
法
改
正
を
今
議
会
に
提
出
し
、
他
は

会
期
の
関
係
で
後
日
に
ゆ
ず
る
と
し
た
が
、
政
友
会
の
政
務
調
査
会

は
世
論
の
手
前
承
知
せ
ず
、
幹
部
も
塩
価
引
下
げ
、
営
業
税
は
質
問

が
あ
れ
ば
本
期
議
会
に
提
出
の
見
込
み
と
い
う
線
ま
で
譲
歩
、
原
は

反
対
す
る
山
本
首
相
を
説
得
し
て
、
つ
い
に
同
意
さ
せ
た
。
薩
派
と

政
友
会
の
力
関
係
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
予
算
案
は
難
航
し
た
。
原
は
党
内
を
ま
と
め
る
の
に
苦
心
し
た
が
、

さ
ら
に
野
党
の
削
減
要
求
は
葵
大
な
も
の
で
あ
っ
た
（
付
表
参
照
）
。
国

民
党
は
警
視
庁
・
馬
政
局
・
樺
太
庁
・
干
儒
製
絨
所
・
海
軍
採
炭
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
a
・
儒

一屡li歳鼠・1特・・」ll

致　贋 案　　　5＆492　1　58，492

野園民党・19’lli16um戟E6，…！・，65・

党呼野「璽「亜「亜
肖極友・i57恥・45、
減．

抽y会予算案返上，7，000万以上

政府予算案と野党至誠案。単位：1万円

・
製
鉄
所
の
廃
止
を
主
張
し
、
隈

・
海
・
警
察
・
官
業
に
臼
を
つ
け

て
い
る
。
原
も
こ
れ
は
到
底
で
き

な
い
案
だ
と
み
て
い
る
。
桂
新
党

は
帝
園
鉄
道
資
本
勘
定
二
千
万
円

削
減
が
大
き
く
、
ま
た
第
三
次
内

閣
時
代
に
五
千
万
円
削
減
を
う
た

っ
て
い
た
が
、
原
が
の
ち
検
討
す

る
と
、
き
わ
め
て
杜
撰
で
あ
っ
た
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と
い
う
。
野
党
の
潮
減
案
は
、
信
夫
氏
に
よ
れ
ば
革
命
防
遇
策
の
一

つ
な
の
で
あ
る
が
、
わ
た
し
は
む
し
ろ
、
娠
態
に
近
い
ま
で
に
世
論

を
意
識
し
た
案
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
ほ
ど
墨
時
の
世
論
は
民

力
休
養
を
も
と
め
、
か
つ
、
強
大
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
予
算
は
三

月
牽
再
議
の
本
会
議
で
五
票
差
で
通
過
し
た
。

　
い
ま
、
こ
の
予
箕
中
、
所
得
税
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
そ
の
改
正
の

趣
旨
は
負
担
の
軽
減
と
公
平
で
あ
り
、
㈲
第
三
種
個
人
所
得
の
課
税

最
低
限
現
行
三
百
円
を
三
百
五
十
門
、
政
友
会
と
の
交
渉
で
四
百
円

に
修
正
（
歳
入
総
額
六
五
〇
万
円
減
）
、
　
㈲
千
円
以
下
の
小
所
得
者
は

五
十
円
～
百
五
十
門
控
除
の
残
額
に
課
税
、
◎
窮
一
種
法
人
は
超
過

価
格
累
進
税
率
・
採
用
（
八
四
万
円
増
）
、
④
俸
給
な
ど
勤
労
所
得
は
幾

分
控
除
し
て
課
税
、
⑨
重
要
物
産
製
造
業
は
開
業
よ
り
三
年
閲
所
得

税
免
除
、
で
あ
り
、
五
月
一
日
よ
り
実
施
さ
れ
た
。

　
こ
れ
に
対
す
る
従
来
の
評
価
は
「
根
本
的
改
正
」
、
「
非
常
特
別
税

法
に
よ
る
増
徴
を
廃
止
し
、
税
制
を
整
理
し
た
」
も
の
で
、
法
人
に

重
く
、
勤
労
所
得
・
小
額
所
得
者
の
優
遇
で
あ
り
、
社
会
政
策
的
要

素
を
加
味
し
、
従
前
の
税
が
一
般
大
衆
重
課
の
傾
向
を
も
っ
た
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
籔
　
　
　
　
　
　
　
、

対
し
、
注
膏
心
す
べ
き
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
信
夫
氏
の
評
価
は
、
所
得
税
中
の
勤
労
所
得
は
徴

収
総
額
七
六
二
万
円
減
額
で
、
　
コ
見
、
勤
労
者
階
級
の
租
税
負
狙

を
軽
減
し
た
か
に
見
え
た
扁
と
し
、
し
か
し
な
が
ら
と
し
て
、
臼
玉

戦
後
の
税
法
整
理
案
審
査
会
が
う
ち
賢
し
た
現
在
歳
入
の
総
額
を
減

ぜ
ぬ
と
い
う
根
本
原
則
か
ら
明
治
四
十
一
・
四
十
三
年
度
に
さ
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ぼ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
山
本
内
閣
を
論
ず
る
場
合
は
適

盗
で
な
い
。
こ
の
内
閣
下
で
は
実
際
は
、
前
年
度
に
比
し
聞
接
税
は

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

＝
一
〇
〇
万
円
の
膚
然
増
、
直
接
税
は
二
七
〇
万
円
の
改
正
に
よ
る

減
（
も
っ
と
も
所
得
税
が
蚕
二
〇
万
円
滅
だ
か
ら
、
他
は
六
〇
万
円
増
）
で

あ
る
。
総
じ
て
租
税
率
全
般
か
ら
み
れ
ば
、
一
人
の
負
担
額
は
前
年

度
に
比
し
六
パ
ー
セ
ン
ト
減
（
卸
売
物
価
を
加
味
す
る
と
七
パ
ー
セ
ン
ト

　
　
　
　
⑫

減
）
で
あ
る
。

　
営
業
税
は
一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
）
に
二
欝
円
減
額
さ
れ
、
今
擁

は
政
府
案
三
百
円
減
に
対
し
、
敬
友
会
案
四
育
円
減
が
衆
議
院
を
通

過
し
た
が
、
貴
族
院
で
に
ぎ
り
つ
ぶ
さ
れ
た
。
農
業
保
護
闘
税
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
司
法
制
度
刷
新
の
諸
案
は
省
略
す
る
が
、
以
上
で
政
友
会
の
主
導

的
な
役
割
り
と
、
世
論
に
こ
た
え
る
意
慾
的
な
政
策
は
理
解
し
て
頂

け
る
か
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
σ
点
は
、
さ
ら
に
例
証
す
べ
き
必
要

を
認
め
る
の
で
、
以
下
節
を
改
め
て
述
べ
よ
う
。

　
3
、
行
政
整
理
と
文
官
任
用
令
の
改
正
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こ
の
内
閣
下
の
行
政
整
理
が
、
な
お
不
充
分
の
点
が
あ
る
と
は
い

え
、
こ
の
内
閣
を
憲
政
の
逆
転
と
み
る
論
者
も
、
そ
の
成
果
は
ひ
と

し
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
公
布
勅
令
三
〇
九
件
、
軍

令
二
六
件
、
定
員
減
五
三
〇
〇
人
、
そ
れ
に
よ
る
俸
給
国
富
三
千
万

円
、
綱
度
整
理
に
よ
る
節
減
約
三
々
万
円
で
あ
り
、
野
党
は
こ
れ
で

も
少
な
い
と
攻
撃
し
た
が
、
は
た
し
て
自
分
ら
が
局
に
墨
つ
た
な
ら

ば
ど
こ
ま
で
で
き
る
か
、
疑
問
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
そ
の
進

行
も
き
わ
め
て
ス
ピ
ー
デ
ィ
…
で
、
四
月
四
臼
の
閣
議
よ
り
具
体
的

な
進
行
に
入
り
、
原
が
山
本
に
一
任
さ
れ
、
各
省
を
督
励
し
て
い
る
。

こ
の
間
、
原
が
山
本
を
り
ー
ド
し
、
予
定
よ
り
二
十
庸
ほ
ど
お
く
れ

六
月
十
三
B
に
発
表
し
た
。
平
沼
の
『
闘
顧
録
』
に
よ
る
も
、
検
事

長
ら
が
す
で
に
覚
悟
し
、
ス
ム
ー
ズ
に
進
捗
し
た
一
端
は
分
明
で
あ

る
（
二
三
八
～
九
ぺ
…
ジ
）
。
公
表
前
新
聞
暖
春
を
招
待
し
て
発
表
し
た
こ

と
を
前
田
蓮
山
は
「
前
代
未
聞
」
と
形
容
し
、
こ
う
な
っ
た
時
勢
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

そ
「
大
正
維
新
」
と
称
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
当
時
記
者
で

あ
っ
た
前
田
の
実
感
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
原
は
、
右
と
同
時
に
文
官
任
用
令
の
改
・
正
も
発
表
す
る
予
定
で
あ

っ
た
が
、
枢
密
院
の
審
議
が
手
閥
ど
っ
て
お
く
れ
た
。
内
閣
が
大
体

の
方
針
を
決
定
し
た
の
が
五
月
十
九
日
、
そ
の
夜
か
ら
起
草
に
か
か

り
、
二
十
連
覇
は
「
大
体
の
主
義
」
が
確
定
し
た
。
特
別
磁
心
範
囲

拡
大
に
も
っ
と
も
熱
心
な
の
は
原
で
あ
っ
た
が
、
各
閣
僚
は
あ
ま
り

熱
心
で
な
く
、
つ
い
に
原
も
お
れ
た
。
こ
の
文
官
任
用
令
は
、
周
知

の
と
お
り
山
県
が
一
九
〇
〇
年
に
政
党
員
の
官
吏
任
用
を
し
め
出
す

た
め
に
作
っ
た
も
の
で
、
尾
崎
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
こ
そ
密

僚
の
城
郭
で
あ
り
、
そ
の
改
正
に
は
枢
密
院
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
（
こ
れ
は
明
治
天
皇
の
「
御
沙
汰
書
」
に
よ
る
）
。
し
か
も
枢
密
院

は
山
照
派
の
牙
城
の
一
つ
で
あ
り
、
枢
密
院
手
捌
か
ら
い
え
ば
、
そ

れ
は
「
朕
力
至
高
顧
閥
ノ
府
㎏
で
あ
り
、
大
臣
も
枢
密
院
議
員
と
し

て
枢
密
院
の
一
部
を
構
成
す
る
か
ら
、
内
閣
が
枢
密
院
の
意
見
を
非

と
し
て
も
、
大
臣
在
職
間
は
自
己
の
意
見
を
す
て
て
院
議
に
従
わ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
枢
密
院
を
敵
に
ま
わ
し
て
、
文
官
任
用
令
を

審
議
す
る
場
合
、
山
本
は
あ
く
ま
で
強
硬
で
あ
り
、
原
は
、
世
聞
に

枢
密
院
の
頑
迷
さ
を
知
ら
せ
る
こ
と
で
満
足
し
た
。
両
者
の
政
治
家

と
し
て
の
手
腕
の
梢
違
で
あ
る
が
、
山
本
の
お
し
の
一
手
で
注
同
す

べ
き
こ
と
は
、
談
判
破
裂
を
覚
悟
し
、
芳
川
顕
正
副
議
長
の
提
案
も
、

庫
裏
飯
代
治
や
清
浦
歪
甚
の
妥
協
案
も
擁
饗
し
、
ω
政
費
節
減
を
理

由
に
定
員
削
減
（
二
八
名
よ
り
二
四
名
へ
）
を
山
県
議
長
に
強
要
し
て
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同
意
さ
せ
、
②
こ
の
過
程
で
山
本
欝
身
重
府
議
長
を
か
ね
て
よ
い
と

ま
で
述
嘱
③
明
治
天
皇
の
「
御
沙
汰
豊
を
調
査
し
て
変
更
す
る

こ
と
も
考
え
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
枢
密
院
を
政
府
の
統
制
下
に

入
れ
よ
う
と
す
る
意
図
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
山
本
の
山
県
対
抗
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

識
の
強
烈
に
表
現
さ
れ
た
㎝
こ
ま
で
あ
っ
た
。
、

　
当
隠
の
新
聞
は
い
う
。

　
　
　
此
の
行
財
政
整
理
案
は
天
引
主
義
の
嫌
ひ
あ
る
と
共
に
、
其
の
任
用

　
　
令
の
改
疋
は
未
だ
徹
底
せ
ざ
る
の
憾
み
を
存
し
た
が
、
其
の
量
と
質
に

　
　
於
て
は
空
前
の
整
理
刷
新
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
之
れ
を
組
閣
後
数
カ

　
　
月
に
あ
っ
て
完
了
し
、
枢
密
院
を
も
克
服
し
て
毅
然
と
し
て
敢
行
し
た

　
　
る
勇
断
と
意
気
に
紺
し
て
は
、
反
対
党
と
難
も
亦
そ
の
政
績
を
承
認
せ

　
　
ざ
る
を
得
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
之
れ
が
為
め
山
本
内
閣
の
出
現
と
政

　
　
友
会
の
妥
協
に
憤
懸
せ
る
も
の
も
漸
く
由
本
内
閣
に
墾
み
を
嘱
し
、
政

　
　
友
会
の
党
勢
も
亦
自
ら
拡
張
せ
ら
れ
、
其
の
威
力
と
勇
断
を
以
て
事
を

　
　
処
す
れ
ば
内
閣
の
痔
命
測
り
知
れ
ざ
る
も
の
あ
る
が
如
く
思
惟
せ
ら
れ
、

　
　
内
閣
の
儒
望
と
基
礎
は
頓
に
厚
き
を
伽
へ
た
の
で
あ
る
。

と
。
こ
れ
お
そ
ら
く
比
較
的
公
平
な
観
察
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
、
こ
の
ほ
か
朝
鮮
総
督
府
宮
制
も
改
正
さ
れ
、
内
務
省
の
監

督
と
な
り
、
総
督
の
上
奏
お
よ
び
裁
可
は
内
稲
経
由
を
必
要
と
し
た

（
康
敬
臼
記
』
六
月
二
七
日
）
。
ま
た
陸
海
軍
官
綱
改
正
で
精
神
に
異
常
を

来
し
た
木
越
に
代
っ
て
、
技
術
畑
の
楠
瀬
幸
彦
が
後
を
襲
っ
た
。
楠

瀬
は
長
州
系
で
な
く
、
　
ま
た
山
本
は
山
県
に
相
談
せ
ず
、
　
異
例
の

〃
ゴ
ボ
ー
抜
ぎ
〃
で
決
定
し
た
。

　
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
こ
の
内
閣
の
政
策
が
、
た
ん
に

世
論
の
圧
力
の
み
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
山
本
鋪
原

の
強
力
な
コ
ン
ビ
で
1
ー
オ
…
ル
ド
日
本
〃
の
政
治
体
欄
と
は
こ
と
な

っ
た
、
新
ら
し
い
も
の
を
打
託
そ
う
と
し
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
明
ら
か

に
な
っ
た
と
思
う
。
さ
ら
に
、
宮
僚
派
の
動
向
を
検
討
し
て
、
こ
の

こ
と
を
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
4
、
官
僚
派
の
動
向

　
官
僚
派
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
若
千
の
書
翰
に
よ
っ
て
、
あ
と
づ

け
て
お
こ
う
。
ま
つ
内
閣
成
立
当
蒔
、
す
で
に
山
本
の
入
閣
説
に
驚

い
た
後
藤
は
、
内
閣
が
政
友
会
の
要
望
を
入
れ
、
か
つ
議
会
で
の
質

問
に
対
し
て
碍
本
が
答
弁
し
た
内
容
に
が
ま
ん
が
な
ら
な
か
っ
た
。

三
帰
十
三
日
、
後
藤
は
湯
河
原
の
天
野
屋
か
ら
桂
に
一
書
を
お
く
っ

た
。
そ
の
な
か
に
は
「
此
処
彼
等
益
々
出
て
」
益
不
可
、
其
妄
気
暴

動
驚
入
る
の
外
な
し
。
最
早
其
盤
に
ゆ
る
し
羅
き
難
き
場
合
に
立
到

可
シ
申
」
と
憤
激
し
、
潮
脚
任
上
奏
案
、
明
日
提
繊
予
定
を
明
後
日
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に
し
た
い
こ
と
、
わ
が
党
の
患
所
に
遺
漏
な
き
を
期
し
た
い
こ
と
を

述
べ
て
い
る
（
種
文
潜
）
。

　
一
一
屑
一
日
に
結
成
豊
雷
を
発
表
し
、
総
辞
職
後
鋭
意
基
礎
固
め
に

か
か
っ
て
い
た
桂
新
党
は
、
原
が
将
来
も
っ
と
も
お
そ
る
べ
き
敵
と

認
識
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
党
は
山
本
内
閣
に
は
「
公
平
無
私
、

公
明
正
大
」
の
態
度
を
と
る
と
声
明
し
て
い
た
が
、
不
信
任
案
提
繊

の
工
作
も
行
な
っ
て
お
り
、
燗
眼
な
原
も
こ
れ
に
は
気
が
つ
か
な
か

っ
た
ら
し
い
（
実
際
は
提
繊
さ
れ
ず
）
。

　
・
石
の
後
藤
書
翰
の
二
罵
後
の
三
月
十
五
鳳
付
、
多
分
平
田
東
助
と

思
わ
れ
る
が
、
逸
名
の
山
県
宛
書
翰
が
「
出
県
文
書
」
中
に
あ
る
。

は
じ
め
に
昨
年
十
工
月
以
来
諸
病
続
発
で
病
床
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
、

　
扱
政
界
之
模
様
可
レ
驚
事
二
喬
レ
之
候
。
所
謂
政
党
春
流
ナ
ル
も
の
ハ
、

勝
手
次
第
ナ
ル
暴
言
、
之
二
附
随
ス
ル
は
で
ナ
所
行
相
鋤
き
、
屡
内
閣

ノ
更
迭
ヲ
毘
ル
ニ
至
ル
。
異
二
七
ハ
シ
キ
事
ユ
御
座
候
。
政
党
三
二
非

サ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
政
府
　
二
入
ル
外
燈
立
伽
慮
ナ
リ
ト
ノ
＝
酒
、
英
米
に
て

者
右
様
ノ
次
第
ナ
生
・
ニ
モ
承
バ
リ
候
得
共
、
我
霊
園
二
於
テ
丸
煮
曾

ア
聞
カ
サ
ル
処
二
御
座
候
。
且
又
之
二
対
ス
ル
当
路
岩
ノ
腰
弱
更
二
可

レ
驚
ノ
至
二
御
座
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
置
）

田
ク
政
府
ハ
重
ヲ
政
党
二
措
ク
、
且
陸
海
軍
大
慈
ヲ
武
嘗
二
心
ル
事

　
ハ
憲
政
上
支
障
ナ
シ
ト
セ
ズ
、
環
ク
文
保
任
用
令
ハ
改
正
ノ
必
要
ア

　
ジ
嚢
々

暴
言
岩
ハ
皆
自
己
ノ
利
心
よ
り
趨
り
、
三
二
答
フ
ル
も
の
ハ
其
御
機
嬢

ヲ
ト
ル
杯
、
天
下
簸
家
ヲ
玩
弄
ス
ル
ノ
憂
ト
歩
存
置
。
始
レ
聴
し
て
我

国
家
ヲ
如
何
せ
ん
と
す
る
や
、
我
皇
室
を
如
何
せ
ん
と
す
る
か
、
知
何

に
も
残
念
至
極
二
御
座
候
。
小
生
骨
無
智
文
育
ナ
ル
輩
ノ
敢
テ
啄
ヲ
容

ル
ベ
キ
墾
二
熱
二
二
塵
候
得
共
、
此
程
中
新
聞
ヲ
読
候
毎
二
只
々
慨

嘆
仕
候
外
無
レ
之
、
又
如
レ
此
浅
薄
ノ
論
申
上
候
価
値
ハ
無
二
御
座
一
塁
へ

ど
も
、
病
中
の
嘆
息
ノ
至
、
只
々
閣
下
二
重
上
候
の
み
、
御
一
咲
可
レ

被
・
下
候
。
昨
欝
来
少
々
暖
気
二
養
成
、
蔀
上
二
起
上
リ
艦
ヲ
以
、
気

色
も
大
分
宜
敷
（
下
略
）

　
こ
の
頃
、
桂
は
新
党
の
不
入
気
に
か
ん
が
み
、
大
隈
に
接
近
し
た
。

か
ね
て
後
藤
を
使
者
と
し
て
新
党
に
賛
岡
を
も
と
め
て
い
た
大
隈
を
、

桂
は
三
月
十
六
日
に
そ
の
邸
に
訪
い
、
大
隈
は
「
大
い
に
我
意
を
得

た
る
も
の
」
と
桂
を
激
励
、
中
傷
者
を
「
政
機
の
変
．
動
を
察
せ
」
ぬ

も
の
と
罵
倒
し
だ
。
つ
い
で
行
わ
れ
た
「
大
隈
伯
招
待
会
」
の
席
上
、

大
隈
は
例
の
長
広
番
を
ふ
る
い
、
政
弊
は
政
党
に
あ
り
、
政
友
会
を

潰
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
桂
は
ド
イ
ツ
流
を
遽
し
た
と
讃
え
緬
・

　
右
の
よ
う
な
磁
場
の
恐
怖
は
、
な
お
続
く
。
そ
れ
は
内
閣
の
強
力
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な
政
策
推
進
で
あ
り
、
そ
の
中
心
は
、
精
力
酌
な
原
の
活
動
で
あ
っ

た
。
乾
乳
の
尾
崎
す
ら
「
こ
の
内
閣
は
、
多
少
私
ど
も
の
主
張
を
入

れ
た
…
・
：
。
政
党
内
閣
に
接
近
し
て
来
た
。
そ
ん
な
こ
と
で
、
我
な

の
攻
撃
黛
標
は
次
第
に
狭
め
ら
れ
て
き
た
し
と
述
懐
し
て
い
る
（
鰹
讐

堂
圃
顧
定
日
下
、
八
九
～
九
〇
ぺ
…
ジ
）
。
官
［
僚
派
は
、
い
っ
そ
う
追
い
つ
め

ら
れ
た
。
そ
の
模
様
を
、
若
干
の
書
翰
に
よ
っ
て
述
べ
よ
う
。

　
第
一
は
寺
内
が
六
月
二
十
臼
付
で
朝
鮮
か
ら
山
県
に
送
っ
た
書
翰

で
、
内
閣
の
政
策
を
、
暇
体
制
の
大
伽
藍
が
一
朝
に
し
て
崩
卜
す
る

が
ご
と
き
う
け
と
り
方
で
あ
る
。
朝
鮮
の
状
況
報
告
も
ふ
く
め
て
紹

介
す
る
と
（
圏
点
虫
本
）
、

　
（
前
略
）
帰
任
後
忠
濤
両
道
巡
視
…
－
猶
儒
生
中
戸
ハ
ー
ニ
ハ
未
排

日
之
迷
夢
よ
り
不
レ
醒
轡
も
御
座
候
。
鮮
人
中
或
ル
部
分
ハ
本
邦
人
二

比
ス
レ
ハ
申
々
楓
気
強
キ
処
御
座
喉
。

　
陳
拝
別
已
来
行
政
之
整
理
も
無
レ
滞
絹
運
候
処
、
　
世
上
如
何
之
感
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
う
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ぬ
　
　
　
へ
　
　
つ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ

相
生
撲
ヤ
ト
洋
上
候
。
当
路
膚
志
之
数
十
年
間
為
昌
当
家
｝
経
営
致
サ
レ

ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
つ
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
つ
　
　
ヘ
　
　
へ

候
国
務
機
関
を
一
朝
に
し
て
無
造
作
エ
打
壊
シ
、
三
園
ハ
恰
モ
政
党
者

へ
　
　
　
へ
　
　
　
ゑ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ら
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

流
之
使
用
人
之
如
キ
感
ヲ
生
合
シ
メ
、
上
下
挙
テ
岡
家
之
強
彊
ハ
限
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
織
欠
）

二
無
財
亀
有
様
付
、
実
以
不
可
思
千
万
二
被
レ
存
申
候
。
尚
又
営
内
大

軍
ノ
如
キ
ハ
仮
令
口
調
力
謹
厳
ナ
レ
ド
モ
、
座
程
必
要
モ
ナ
キ
ニ
息
中

之
事
柄
ヲ
喋
々
致
シ
、
　
以
テ
世
上
人
気
ヲ
得
タ
ル
カ
如
キ
挙
動
有
レ
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

候
ハ
、
如
何
エ
，
も
慨
歎
之
至
二
歩
常
器
。
実
以
国
家
二
首
脳
ナ
キ
情

況
ト
思
ハ
レ
、
誠
以
国
家
前
途
憂
慮
工
不
レ
堪
次
第
二
存
申
候
。

　
陸
軍
之
喜
も
案
外
之
変
化
ト
網
成
、
木
越
も
中
途
意
を
翻
シ
タ
ル
春

ト
被
レ
存
候
。
是
ハ
随
分
地
方
関
係
其
他
諸
種
之
事
情
膚
レ
之
ト
可
レ
申

　
　
　
　
　
　
（
カ
）

被
“
存
申
候
。
電
平
も
数
＋
年
間
二
閥
下
之
御
配
慮
其
他
二
由
リ
建
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

相
成
、
兵
器
弾
薬
も
在
庫
昴
有
・
鍵
形
況
二
絹
成
居
候
処
、
是
も
一
朝

へ
　
　
マ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

打
破
、
実
以
百
年
ノ
心
血
一
朝
之
露
ト
ニ
モ
可
レ
申
乎
、
　
残
念
二
極
ニ

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ

御
座
候
。
綱
花
学
会
も
芽
出
度
鼠
毛
、
世
上
中
傷
番
之
喋
々
ス
ル
所
ハ
、

（
カ
）

多
分
流
込
候
者
モ
御
座
候
由
二
有
レ
之
候
得
共
、
有
識
者
之
若
干
ハ
是

穿
ト
モ
踏
血
り
、
尊
王
愛
国
之
至
情
を
閾
明
成
度
モ
ノ
ト
只
管
希
念
二

不
レ
堪
候
（
下
略
）

　
右
の
う
ち
「
国
家
ユ
酋
脳
ナ
キ
状
況
」
が
、
体
制
の
再
編
成
期
を

端
的
に
承
し
て
い
る
こ
と
、
山
県
軍
制
の
危
機
を
訴
え
て
い
る
こ
と
、

宮
中
の
秘
事
（
大
正
天
皇
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
　
が
外
閾
に
も
れ
る
と
い

う
状
況
に
あ
る
こ
と
、
い
ぜ
ん
官
僚
の
意
識
は
愛
国
心
の
一
手
専
売

で
、
政
党
人
は
国
家
を
思
わ
ぬ
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
、
を
注
意
し

嘉
こ
う
。
置
花
学
会
は
国
体
明
徴
・
忠
君
古
墨
吹
団
体
で
あ
麺
・

　
な
お
寺
内
は
九
月
四
日
付
山
県
宛
書
翰
で
、
髄
民
地
官
衙
官
鋼
改
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正
に
つ
い
て
も
、
山
本
首
相
と
三
度
意
見
を
交
換
し
た
が
、
一
致
し

な
か
っ
た
と
も
報
じ
て
い
る
（
「
山
県
文
書
」
）

　
第
二
に
徳
富
蘇
峯
の
政
友
会
横
暴
論
で
あ
る
。
寺
内
は
官
僚
が
政

党
入
の
属
僚
の
地
位
に
下
落
し
よ
う
と
す
る
の
を
慨
嘆
す
る
の
に
鰐

し
、
蘇
峯
の
場
合
は
『
大
正
政
局
史
論
』
で
展
開
し
て
い
る
よ
う
に
、

政
党
の
猟
官
癖
攻
撃
を
重
点
と
し
、
山
本
は
小
心
翼
々
の
事
勿
れ
主

義
に
す
ぎ
ず
、
薩
派
横
暴
の
声
よ
り
も
政
友
会
横
暴
の
声
が
高
く
、

政
友
会
は
天
下
憎
悪
の
焦
点
と
な
っ
た
と
み
る
の
で
あ
る
が
（
岡
三
、

一
益
～
圏
ペ
ー
ジ
）
、
十
月
十
九
鷺
付
の
山
県
宛
書
翰
で
も
「
昨
年
来

政
変
急
転
直
下
、
国
家
前
途
不
二
容
易
一
奉
レ
存
候
」
と
い
い
、
桂
の

晩
年
の
不
振
を
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
末
路
に
比
し
、
　
「
最
後
二
於
テ

一
矢
不
レ
能
嵩
相
酬
際
徒
爾
開
城
塵
土
｛
何
ニ
モ
吾
武
ヲ
傷
ケ
タ
ル
カ
如

ク
被
レ
思
ト
陣
笠
ノ
割
勘
申
配
力
無
念
千
万
」
　
と
述
懐
し
て
い
る
。

桂
は
、
山
本
内
閣
成
立
当
時
、
十
月
こ
ろ
に
は
倒
閣
し
て
み
せ
る
と

豪
語
し
た
と
い
う
が
（
前
賢
．
前
掲
書
下
、
三
六
ペ
ー
ジ
、
傍
証
を
欠
く
）
、
五

月
十
八
β
に
は
ひ
そ
か
に
原
に
会
見
を
求
め
、
自
分
は
い
ま
一
度
政

界
に
立
ち
、
そ
の
後
霧
に
譲
り
た
い
と
も
ち
か
け
、
原
に
黙
殺
さ
れ

て
い
る
（
尿
敬
日
記
』
）
。
ま
っ
た
く
時
勢
の
変
化
と
い
う
ほ
か
な
く
、

こ
の
数
ヵ
月
後
の
桂
の
死
は
、
藩
閥
官
僚
凋
落
の
一
里
塚
と
も
み
え

た
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
参
謀
次
長
大
島
健
一
の
十
二
月
三
十
β
付
分
籍
宛
書
翰
で

あ
る
（
「
海
県
文
書
鳳
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
カ
）

　
　
　
（
前
略
）
団
顧
ス
レ
バ
國
事
日
二
非
ニ
シ
テ
、
　
軍
中
之
町
キ
伏
而
展

　
　
伸
之
運
ヲ
為
ス
、
｝
醐
モ
不
肖
之
ヲ
補
綴
ス
ル
処
無
シ
、
灘
M
幌
之
至
二
御

　
　
座
候
。
朝
野
昨
今
ノ
情
態
ニ
チ
ハ
先
帯
鴻
業
之
中
道
ユ
シ
テ
崩
壊
セ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
響
マ

　
　
コ
ト
ヲ
虞
ル
・
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
人
心
碍
二
委
靡
シ
、
二
藍
予
断
ラ
ズ
。

　
　
外
政
挙
ラ
ズ
。
百
三
三
ヒ
起
り
、
財
政
三
三
シ
、
国
運
ノ
陵
夷
ハ
難
レ
免
、

　
　
而
も
四
囲
ノ
事
態
愈
々
蓬
迫
シ
テ
我
二
三
ナ
ラ
ズ
。
然
ル
ニ
廷
臣
ハ
模

　
　
陵
糊
塗
ヲ
主
ト
シ
、
三
三
ハ
党
利
二
眩
惑
シ
、
学
考
富
豪
亦
空
理
利
己
ヲ

　
　
重
シ
、
轍
閥
濡
々
ト
シ
テ
頽
廃
二
三
キ
、
容
易
な
ら
さ
る
形
勢
と
存
候
。

　
　
只
多
年
閣
下
の
薫
陶
に
浴
し
候
先
輩
若
ク
ハ
貴
族
院
二
三
ケ
ル
一
部
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
先
三
者
二
忠
愛
ノ
大
義
ヲ
唱
フ
ル
モ
ノ
ア
ル
モ
、
大
声
ハ
里
耳
ユ
入
り

　
　
難
ク
、
寧
口
元
治
・
万
延
・
慶
応
時
代
等
、
帝
困
発
展
ノ
生
気
一
一
充
チ

　
　
タ
ル
ヲ
追
慕
せ
し
め
候
。
為
二
邦
家
～
超
然
タ
ル
有
力
ナ
ル
政
府
ノ
設
立

　
　
国
下
ノ
急
務
ト
存
候
。
我
ニ
ハ
出
軍
ヲ
シ
テ
此
頽
廃
セ
ル
弊
風
に
超
脱

　
　
し
、
喜
心
軍
人
精
神
ノ
瀬
養
、
軍
務
兵
術
ノ
練
習
ユ
勤
メ
、
齎
瞬
干
城

　
　
之
任
ヲ
虐
兀
フ
シ
候
（
下
略
）

　
こ
れ
も
寺
内
書
翰
同
様
、
旧
体
制
の
土
崩
瓦
解
の
感
を
つ
よ
く
受

け
た
告
白
と
い
え
る
し
、
軍
人
の
場
合
は
官
僚
以
上
に
痛
憤
を
感
じ
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繁一次山本内閣の研究（由本）

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
以
上
に
列
挙
し
た
資
料
は
、
も
ち
ろ
ん
誇
張

も
潤
色
も
あ
ろ
う
が
、
総
じ
て
蒔
勢
の
変
化
を
つ
よ
く
感
じ
て
お
り
、

山
本
内
閣
が
、
長
州
に
代
る
薩
派
の
勢
力
と
か
、
そ
の
力
が
、
た
ん

に
世
論
や
民
衆
運
動
の
圧
力
だ
け
を
重
視
す
る
ど
か
で
は
、
す
ま
さ

れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
5
、
政
友
会
と
桂
新
党

　
前
述
の
内
閣
の
新
ら
し
い
政
策
を
み
る
場
舎
、
原
を
頂
点
と
し
た

政
友
会
の
変
化
を
検
討
し
、
さ
ら
に
対
抗
勢
力
と
し
て
の
桂
新
党
を

考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
國
民
党
は
既
述
の
と
こ
ろ
が
ら
、
大
き

く
と
り
あ
げ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
十
議
会
中
に
も
一
部
脱
党
者
が
あ
っ
た
が
、
政
友
会
の
大
勢

は
三
月
二
十
九
日
の
親
任
式
で
定
ま
っ
た
。
こ
の
日
、
本
部
組
織
が

発
表
さ
れ
た
。
西
園
寺
の
辞
意
、
留
任
懇
請
の
問
題
は
省
略
す
る
が
、

原
・
松
田
が
総
務
委
員
と
し
て
実
権
を
に
ぎ
り
、
幹
事
長
は
村
野
常

右
衛
門
が
就
任
し
た
。
新
組
織
は
詳
述
の
い
と
ま
は
な
い
が
、
大
体

の
傾
向
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
相
談
役
（
十
三
名
）
…
…
党
の
古
参
格
で
、
全
部
明
治
以
前
の
生

れ
。
年
齢
は
六
十
五
～
五
十
三
歳
、
半
数
が
±
族
で
、
会
社
重
役
を

か
ね
る
も
の
半
数
。
県
会
議
員
↓
代
議
士
コ
ー
ス
が
多
い
。

　
幹
事
（
八
名
）
　
・
：
・
：
五
十
五
～
＝
一
十
山
ハ
歳
。
　
・
士
駈
恢
と
戯
帰
A
瓜
議
員
↓

代
議
士
コ
ー
ス
は
と
も
に
少
な
い
。
弁
護
士
が
三
分
の
一
で
、
大
部

分
が
会
社
重
役
。

　
，
政
務
調
査
会
（
二
十
名
）
…
…
部
長
〔
副
部
長
〕
は
明
治
以
前
〔
同

以
後
〕
の
生
れ
が
多
く
、
士
族
は
半
数
〔
二
割
〕
会
社
重
役
半
数

〔
四
割
〕
、
県
会
議
貫
↓
代
議
士
コ
！
ス
一
翻
〔
三
翻
〕
、
弁
護
士
四

割
〔
三
割
〕
。

　
以
上
を
通
じ
て
イ
ン
テ
リ
、
実
業
家
が
党
の
要
部
を
し
め
つ
つ
あ

り
、
支
部
の
本
部
へ
の
圧
力
の
向
上
と
と
も
に
、
そ
れ
が
党
、
ひ
い

て
は
内
閣
の
政
策
に
反
映
す
る
こ
と
は
霞
然
の
い
き
お
い
で
あ
る
。

　
い
っ
ぽ
う
桂
新
党
は
、
桂
の
死
後
、
欽
定
憲
法
論
者
の
後
藤
新
平

と
仲
小
路
簾
と
い
う
官
僚
翻
身
の
二
大
中
心
が
脱
党
し
た
。
後
継
総

裁
の
加
藤
高
明
は
声
望
と
円
滑
さ
の
点
で
桂
に
及
ば
ず
、
将
来
を
危

倶
ざ
れ
た
（
闘
万
象
録
㎞
七
月
十
五
臼
、
ほ
か
）
し
、
加
藤
が
ま
も
な
く
党
務

に
飽
い
た
と
観
察
す
る
む
き
も
あ
っ
た
が
、
加
藤
は
難
況
に
あ
っ
て

党
務
に
励
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
⑳
　
た
と
え
ば
井
上
・
前
掲
『
日
本
近
代
史
』
で
は
門
多
少
世
論
に
譲
歩
せ
ざ
る
を

　
　
え
ず
」
（
二
六
五
ペ
ー
ジ
）
で
あ
り
、
前
島
雀
王
氏
も
こ
れ
を
う
け
つ
ぎ
（
『
日
本

　
　
政
党
政
治
の
央
酌
分
折
隔
二
三
〇
ペ
ー
ジ
）
、
　
小
掛
弘
健
・
浅
田
光
輝
両
氏
も
ほ

　
　
ぼ
同
様
で
、
民
衆
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
官
僚
・
軍
閥
へ
の
憎
悪
と
反
対
に
も
え
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て
い
る
降
機
を
利
用
し
た
、
と
い
う
（
『
ヨ
塞
帝
罵
主
義
史
』
一
二
四
霊
ぺ
…
ジ
）
。

醸
　
し
か
し
、
山
本
を
単
に
政
友
会
の
ス
ピ
ー
カ
…
と
み
る
（
ね
ず
・
ま
さ
し
引
日

　
水
現
代
史
『
1
、
　
一
一
九
ぺ
！
ジ
）
の
に
は
同
意
で
き
な
い
。

⑲
　
小
林
幸
男
門
海
軍
大
盤
浪
宅
管
理
問
題
顕
揚
」
（
『
法
学
㎞
昭
和
3
8
年
9
月
）
参

　
照
。

⑳
　
　
阿
部
り
男
署
覗
艮
本
財
刷
蚊
紘
醐
－
細
描
税
篇
隔
｛
一
一
七
一
一
～
一
一
一
ぺ
…
ジ
、
　
お
よ
び
こ
れ

　
を
継
承
し
た
と
み
ら
れ
る
井
手
文
雄
著
『
近
代
羅
本
税
捌
史
臨
、
　
三
二
、
一
丑
血
～

　
六
ペ
ー
ジ
。

⑳
　
『
政
治
史
隔
一
八
二
～
三
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
　
「
織
物
消
費
税
」
は
漸
設
と
あ
る

　
が
、
明
瀦
四
十
露
年
に
従
来
の
非
常
特
別
税
法
を
魯
通
税
に
な
お
し
た
に
す
ぎ
ぬ
。

⑫
　
『
日
本
近
代
史
事
典
隔
付
褒
統
計
お
よ
び
町
部
男
前
掲
載
、
五
四
五
、
五
灘
七

　
ペ
ー
ジ
挫
馬
｝
い
け
⇔
。

⑬
　
前
潜
は
『
D
M
史
騙
工
四
八
～
九
ペ
ー
ジ
。
後
鳶
は
『
原
敬
臼
記
賄
三
郷
二
十

　
四
日
参
照
。

⑭
前
田
『
歴
代
内
閣
物
語
門
下
、
三
〇
～
一
一
一
三
ペ
ー
ジ
。
こ
の
と
き
の
首
相
演
説

　
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

⑮
一
　
山
川
鹸
阿
丹
薯
一
肩
内
閣
制
配
物
の
研
、
死
』
一
二
㎎
山
ハ
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。

⑯
　
こ
の
点
は
竹
越
与
三
郎
も
同
意
見
で
あ
る
。
『
太
隆
』
大
蕉
二
年
八
月
一
封
弩

　
参
照
。
の
ち
躍
嵩
置
・
文
痛
仔
恥
三
…
五
～
二
〇
ペ
ー
ジ
に
祈
駁
。

⑰
　
山
県
の
憤
轍
…
と
山
本
の
反
論
は
前
田
・
前
掲
欝
下
巻
四
〇
～
四
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

魯
　
　
『
資
料
近
代
日
本
中
八
』
大
上
止
二
年
篇
、
　
二
〇
ペ
ー
ジ
。

⑲
　
河
野
恒
吉
（
元
少
将
）
署
『
園
史
の
最
黒
点
臨
芯
朋
編
二
一
ペ
ー
ジ
、
後
嗣
一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
二
ぺ
…
ジ
（
こ
こ
で
楠
瀬
を
予
欝
役
と
し
て
い
る
の
は
誤
り
）
。

晦
登
　
　
白
蝋
柳
秀
濃
薯
刊
『
続
財
潔
介
太
平
記
』
　
一
二
〇
一
一
ペ
ー
ジ
。

（
⑪
　
　
『
立
幽
懲
政
友
ム
執
史
』
第
三
巻
、
　
七
一
二
七
～
七
四
「
ペ
ー
ジ
。

⑰
〃
　
ね
謬
ヲ
‡
蟄
ご
し
著
『
雛
本
現
代
央
』
一
、
　
一
　
一
一
一
一
～
五
ぺ
：
ジ
参
昭
…
。

四
、
山
本
内
閣
後
半
の
諸
問
題

　
内
閣
の
後
半
に
つ
い
て
も
、
述
べ
る
べ
き
問
題
は
多
い
が
、
紙
…
数

の
関
係
上
、
要
約
に
止
め
る
。
内
政
上
で
は
憲
政
擁
護
運
動
の
帰
趨
、

外
政
上
で
は
帝
國
主
義
政
策
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
重
点

と
な
ろ
う
。

　
1
、
懇
政
擁
護
運
動
の
帰
趨

　
尾
崎
が
『
讐
堂
圓
顧
録
』
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
山
本
内
閣
成

立
後
の
憲
政
擁
護
運
動
は
「
主
力
と
な
る
は
ず
の
政
友
会
が
、
山
本

内
閣
と
妥
協
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
政
治
を
う
こ
か
す
実
力
は
大
い

に
減
殺
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
國
民
的
気
勢
は
相
変
ら
ず
さ
か
ん
で
あ

っ
た
」
（
下
巻
、
八
七
ペ
ー
ジ
）
。
内
閣
成
立
前
後
こ
そ
、
運
動
は
続
け
ら

れ
た
が
、
そ
れ
は
桂
攻
繋
の
惰
性
の
感
が
あ
り
、
議
会
開
会
後
は
憲

政
擁
護
会
も
陣
営
立
直
し
と
今
後
の
作
戦
を
協
議
せ
ざ
る
を
え
ず
、

犬
養
も
今
園
の
経
験
に
か
ん
が
み
、
政
界
革
新
の
た
め
に
は
羅
民
の

政
治
的
知
識
の
啓
発
を
急
務
と
し
、
地
方
遊
説
に
力
を
そ
そ
い
だ
。

三
月
十
六
嚴
正
午
か
ら
大
阪
中
ノ
島
公
会
堂
で
開
か
れ
た
「
憲
政
擁

護
大
会
」
は
聴
衆
二
万
（
五
万
と
も
い
う
）
と
い
わ
れ
た
。
そ
の
宣
言

は
薩
長
閥
と
と
も
に
、
政
友
会
8
7
匹
対
し
て
「
賊
党
撲
滅
し
の
ス
ロ
ー
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ガ
ソ
を
う
ち
志
し
て
こ
れ
ら
を
攻
撃
、
閥
族
打
破
の
義
民
、
憲
政
擁

護
の
鬼
と
な
る
覚
悟
だ
と
、
悲
壮
の
文
句
を
つ
ら
ね
た
。
こ
の
大
会

は
大
阪
の
実
業
家
山
照
安
民
が
提
唱
し
て
義
金
を
募
集
し
た
と
い
い

（『

椏
s
日
繊
新
聞
』
釜
月
十
七
日
）
、
そ
の
後
も
大
阪
の
実
業
家
が
後
援
会

組
織
を
協
議
（
同
上
、
三
月
二
十
九
日
）
、
運
動
の
中
心
は
よ
う
や
く
関
西

に
移
っ
た
観
が
あ
っ
た
（
『
犬
養
木
堂
伝
』
中
巻
、
一
七
一
ぺ
…
ジ
）
。
し
か
も
、

そ
の
気
勢
は
あ
が
ら
ず
、
尾
崎
の
い
う
「
国
民
的
気
勢
」
を
利
用
す

る
た
め
、
運
動
は
営
業
税
問
題
に
き
り
か
え
ら
れ
、
や
が
て
シ
ー
メ

ン
ス
事
件
が
お
こ
る
と
、
こ
の
運
動
は
実
業
家
の
み
の
も
の
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
野
夫
氏
は
福
本
日
南
の
論
文
を
引
用
し
、
民
衆
の
行

動
の
な
か
に
極
東
に
お
け
る
パ
リ
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
の
乱
再
現
の
兆
候

を
み
た
憲
政
擁
護
会
が
、
十
一
月
二
十
五
日
の
会
合
で
、
護
憲
を
旗

印
し
と
す
る
が
、
ま
つ
財
政
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
と
さ

れ
（
『
D
M
駈
　
一
　
七
一
一
一
ペ
ー
ジ
）
、
　
営
業
税
問
題
を
そ
の
一
端
と
し
て
も
ち

嵐
し
た
と
さ
れ
る
。
わ
た
し
は
日
南
の
表
現
を
大
げ
さ
だ
と
思
う
し
、

僑
夫
疵
が
、
野
党
も
民
衆
の
革
命
化
を
緩
和
す
る
政
策
を
主
張
し
た

と
さ
れ
る
論
理
に
あ
わ
な
い
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
営
業
税
問
題
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
う
　
　
も
　
　
ヤ

十
月
の
第
二
十
回
商
業
会
議
所
連
合
会
で
、
営
業
税
三
割
以
上
軽
減

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
前
議
会
で
は
三
割
案
）
が
決
議
さ
れ
て
お
り
、
順
風
満
帆
の
政
府
に

せ
ま
る
た
め
、
野
党
が
こ
れ
を
と
り
あ
げ
、
財
源
の
関
係
上
三
税
廃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

止
を
き
り
か
え
、
営
業
税
全
廃
を
唱
え
た
と
み
る
ほ
う
が
、
よ
り
正

　
　
　
　
⑧

確
で
あ
ろ
う
。
こ
の
運
動
は
不
況
の
ド
ソ
底
と
い
う
客
観
的
条
件
に

乗
っ
て
、
大
き
い
も
り
あ
が
り
を
見
せ
た
（
江
口
圭
一
氏
の
近
刊
論
文
参
照
）
。

　
2
、
外
交
問
題
と
憲
政
擁
護
運
動

　
山
本
内
閣
の
外
交
政
策
と
く
に
対
華
政
策
は
第
二
次
西
綴
寺
内
閣

の
そ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
で
、
一
九
一
三
年
三
月
宋
に
牧
野
外
梱
は

在
外
使
臣
に
対
し
、
　
わ
が
対
華
方
針
（
中
立
不
偏
・
紛
争
に
乗
ず
る
特

殊
利
益
獲
得
の
意
志
な
し
）
を
訓
令
し
た
。
対
華
政
策
の
当
局
者
野
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

守
太
郎
政
務
局
長
の
構
想
は
、
ほ
ぼ
そ
の
線
に
そ
っ
て
お
り
、
基
本

約
に
は
帝
国
主
義
時
代
の
外
交
政
策
を
は
ず
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

軍
部
外
交
と
民
間
右
翼
の
策
謀
を
排
除
し
（
外
交
の
統
一
）
、
領
土
的

野
心
を
抑
圧
し
よ
う
と
し
た
こ
と
な
ど
と
も
併
せ
考
え
、
信
失
氏
の

ご
と
く
、
ど
の
内
閣
よ
り
も
帝
國
主
義
政
策
を
積
極
的
に
お
し
す
す

め
た
と
称
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
内
閣
の
政
策
を
手
緩
し
と

し
た
右
翼
に
よ
っ
て
、
阿
部
が
暗
殺
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
一
端
を

物
語
る
も
の
で
あ
り
、
経
済
的
進
出
を
よ
り
多
く
は
か
っ
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
⑯

い
う
べ
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
第
二
革
命
の
さ
い
に
起
っ
た
褒
州
・

漢
驚
・
南
京
の
三
事
件
に
対
し
、
　
「
憲
政
擁
護
会
」
が
右
翼
の
運
動
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に
合
流
し
、
犬
養
・
尾
崎
も
帝
国
主
義
的
言
辞
を
弄
し
た
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

と
こ
そ
間
題
で
あ
ろ
う
。
民
衆
が
興
奮
す
る
の
も
無
理
は
な
く
、
ま

さ
に
護
憲
運
動
の
堕
落
と
い
う
ほ
か
な
い
。
か
つ
、
こ
の
問
題
に
も

っ
と
も
強
硬
で
あ
っ
た
の
は
、
牧
野
に
よ
れ
ば
陸
軍
・
省
で
あ
っ
た

（『

�
ﾚ
録
』
参
照
）
。

　
こ
の
と
き
、
原
ら
は
遊
説
で
全
国
を
ま
わ
っ
て
お
り
、
原
は
帰
還

要
請
に
も
大
事
に
い
た
ら
ず
と
し
て
応
じ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
在
京

の
山
本
・
牧
野
ら
は
羅
民
運
動
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
、
つ
い
に
中
国
に

強
硬
な
要
求
を
つ
き
つ
け
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
陸
軍
の
無
謀

な
策
謀
は
強
圧
を
加
え
て
も
、
民
衆
を
動
員
し
た
右
翼
の
カ
ン
パ
ニ

ア
に
、
山
本
馴
牧
野
外
交
は
動
揺
し
た
。
遊
説
先
き
か
ら
帰
っ
た
原

は
、
こ
れ
を
「
不
得
策
の
処
置
」
、
「
今
更
上
げ
も
下
げ
も
な
ら
ぬ
情

況
」
と
評
し
た
が
、
原
は
民
衆
の
騒
擾
の
み
に
蟹
を
つ
け
、
こ
れ
を

恐
る
る
に
足
ら
ず
と
し
て
帰
還
せ
ず
、
外
交
の
機
微
に
手
を
打
つ
べ

き
時
機
を
失
し
た
。
加
藤
は
こ
の
外
交
に
対
し
て
豊
幌
に
撫
ぜ
ず
、

慎
重
の
態
度
を
と
り
、
九
月
四
葉
と
十
日
の
声
明
は
、
党
員
に
失
望

を
抱
か
せ
た
が
、
外
交
を
政
争
の
具
に
供
せ
ぬ
と
い
う
加
藤
の
信
条

は
貫
徹
さ
れ
て
い
た
（
『
加
藤
高
明
』
上
、
七
照
六
ぺ
…
ジ
）
。
　
と
こ
ろ
が
十

月
十
碍
の
政
府
の
韓
藍
交
渉
顛
末
（
加
藤
伝
に
九
月
十
六
日
発
表
の
舛
支
要
求

顧
末
と
あ
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
）
に
肥
し
て
は
、
不
充
分
と
し
て
攻
撃
し

た
（
岡
上
、
七
四
九
ペ
ー
ジ
）
。
加
藤
伝
の
著
者
は
、
こ
れ
を
加
藤
の
反
対

党
首
と
し
て
の
貫
録
を
示
し
た
も
の
と
し
て
い
る
が
、
ひ
い
き
の
ひ

き
倒
し
に
類
す
る
。

　
原
は
、
牧
野
が
訳
も
な
く
世
間
に
気
兼
ね
を
し
て
い
る
態
度
を
非

と
し
、
大
陸
浪
人
な
ど
が
何
と
い
お
う
と
謡
講
の
利
益
の
た
め
に
は

鎮
圧
も
や
む
を
え
ぬ
と
の
決
意
を
示
し
て
い
る
が
（
共
和
政
蔚
承
認
聞

題
）
、
旧
官
僚
が
新
時
代
に
芦
迷
っ
た
の
に
対
し
、
政
党
政
治
家
と

し
て
の
原
の
成
長
、
新
時
代
へ
の
適
応
力
は
高
く
評
舗
さ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
ま
た
党
員
が
「
山
本
の
え
ら
が
り
旨
を
不
快
に
感
じ
た
の

に
対
し
、
原
は
「
我
よ
り
彼
を
指
導
す
る
の
外
な
し
」
と
述
べ
、
窃

儒
の
ほ
ど
を
示
し
て
い
る
。
原
の
指
導
力
が
閣
内
や
党
内
に
滲
透
し

た
状
態
は
、
　
『
原
敬
日
記
』
の
随
所
に
よ
み
と
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は

必
ら
ず
し
も
自
画
自
賛
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
政
党
政
治
家
が
次
の

時
代
を
指
導
す
る
実
力
を
備
え
て
い
た
こ
と
の
証
明
で
あ
る
。

　
対
華
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
満
蒙
五
鉄
道
敷
設
権
の
獲
得
問
題
が

あ
る
（
一
九
一
三
年
十
月
）
。
阿
部
の
意
見
書
で
は
、
中
国
に
資
金
が

あ
れ
ば
、
中
国
側
で
鉄
道
を
敷
設
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
革
命
後
で
資
金
が
な
く
、
十
月
五
日
の
交
換
公
文
で
は
、
　
「
中
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華
民
望
政
府
ハ
購
本
国
資
本
家
ノ
資
金
ヲ
借
入
レ
、
自
ラ
左
記
各
鉄

道
ヲ
布
設
ス
ル
コ
ト
ヲ
承
諾
ス
」
と
あ
る
。
こ
の
問
題
の
閣
議
は
原

が
主
導
し
、
経
済
的
支
配
を
策
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か

し
、
当
時
の
帝
国
主
義
的
論
調
は
、
辛
亥
革
命
後
、
日
ホ
の
満
州
に

扶
植
し
た
勢
力
は
、
満
蒙
五
鉄
道
に
す
ぎ
ず
、
政
府
の
誇
大
宣
伝
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
有
効
線
は
四
平
街
～
挑
南
問
の
一
線
で
あ
り
、
五

鉄
道
は
す
べ
て
北
京
～
熱
淘
間
の
敷
設
権
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
命
題

と
な
ら
ず
、
外
国
の
巧
妙
に
し
て
莫
大
な
成
果
を
あ
げ
た
の
に
比
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

べ
く
も
な
い
と
、
不
満
を
表
明
し
た
。

　
3
、
軍
備
問
題

　
ま
ず
陸
軍
の
増
師
歯
髄
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
信
夫
氏
は
、
山
本

に
は
増
師
を
認
め
る
意
志
が
あ
っ
た
と
い
い
、
陸
相
交
迭
髄
の
一
九

＝
二
年
六
月
、
山
本
が
本
郷
次
官
に
完
全
な
整
理
後
難
施
設
を
望
む

な
ら
よ
い
と
言
明
し
た
こ
と
を
資
料
と
さ
れ
る
。
原
は
こ
れ
を
増
師

の
意
志
懇
示
と
み
、
大
正
一
二
年
は
増
序
せ
ぬ
こ
と
を
山
本
に
再
確
認
、

補
瀬
新
旭
棺
に
も
ダ
メ
を
お
し
、
近
い
将
来
に
は
解
決
し
よ
う
と
購

っ
た
。
原
・
松
田
は
九
月
に
い
た
っ
て
も
、
な
お
増
師
は
認
め
な
か

っ
た
。
楠
瀬
は
海
軍
と
の
対
抗
上
も
部
内
の
要
望
に
お
さ
れ
て
板
ば

さ
み
の
苦
境
に
陥
っ
た
。
陸
軍
部
内
に
は
、
希
望
貫
徹
手
段
は
原
・

松
田
説
得
が
第
一
歩
だ
と
し
て
原
ら
に
働
き
か
け
、
原
は
、
露
分
ら

は
「
賛
成
請
負
人
」
で
は
な
い
と
楠
瀬
を
欄
し
て
い
る
。
ま
さ
に
政

党
と
陸
軍
と
の
地
位
の
転
倒
で
あ
り
、
山
県
す
ら
表
面
切
っ
て
陸
軍

支
持
の
行
動
を
と
っ
て
い
な
い
。
山
本
も
楠
瀬
に
は
、
原
・
松
田
も

不
可
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
口
実
に
断
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

九
月
二
十
六
B
に
、
原
は
楠
瀬
に
大
正
四
年
度
な
ら
通
過
す
る
だ
ろ

う
と
言
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
原
は
基
本
的
に
増
師
に
反
対
で
は

な
い
。
だ
が
、
高
橋
蔵
相
が
、
財
政
的
に
可
能
だ
と
い
う
の
を
抑
え

て
す
ら
い
る
。
そ
の
原
因
は
「
議
会
が
お
さ
ま
ら
ぬ
」
か
ら
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
た
し
か
に
、
大
正
政
変
の
圧
力
が
看
取
さ
れ
る
。

　
つ
ぎ
は
、
も
っ
と
も
問
題
と
な
る
海
軍
充
実
費
で
あ
る
。
こ
の
問

題
に
か
ん
す
る
既
往
の
経
過
は
、
ほ
ぼ
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ

の
件
に
つ
い
て
斎
藤
海
相
が
原
を
訪
ね
た
の
が
一
九
一
三
年
の
十
一

月
九
日
で
、
原
は
議
会
と
陸
軍
の
関
係
上
既
定
の
三
軍
艦
九
干
万
円

を
主
張
し
た
。
十
一
月
二
十
五
～
二
十
八
β
の
予
算
会
議
に
お
け
る

経
過
は
別
表
の
と
お
り
で
あ
り
、
原
は
妥
協
の
余
地
を
残
す
こ
と
を

条
件
に
同
意
し
て
い
る
。
議
会
で
は
追
加
費
が
衆
議
院
で
三
千
万
円
、

貴
族
院
で
七
干
万
円
削
滅
さ
れ
、
つ
い
に
内
閣
は
倒
れ
、
翌
年
六
月

大
隈
内
閣
下
の
臨
時
議
会
で
全
員
一
致
で
通
過
す
る
と
い
う
「
奇
観
」
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を
呈
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
由
本
内
閣
下
の
海
軍
充
実
案
は
、
か
な
り
の
理
由
が

あ
る
。
そ
れ
は
日
露
戦
後
の
日
米
対
立
か
ら
、
明
治
末
年
に
「
海
主

年　　　肩 内　　　　　　容　　　　　備　　　　　考

明39．9閣議 艦艇補足費，整備費，補充艦艇費設定

明39～40

「帝国瞬防方針」で八八艦隊案決定

熕ｭ離のため4G年より6力年間

Q5200万円

理鐙①列強造艦兵装革新

A列強の東亜進出③わ

ｪ権益保持

明43，4閣議
明44～51年度40，60G万円要求（艦型

?更，新艦建造，陸上施設）

理由①列強の灘軍拡張

A艦型の急激な改革

明44

8，200万円新規要求，費臼整理で「軍

�竢[費」となり明44～49年度継続

Q4．80G万円

明40年決定の25，200万円

ﾍすでに19，000万円球出

ｸみ

明44，9閣議
七七艦隊案，明45～51年度35，000万

~要求

理由①各園の薙髪罠砲

A山際関係

明45
衷ず戦艦3隻9，000万円（年度害十二）

?定，他は明49年以降

財政離による

大2
15，40Gフヲ円十年度詫十担動提ほ三 政変により従来のものに

U00万円（初年度）追力日

海軍補充経過概要　　明”明治，大漏大正
（『伯爵山本権兵衛｛魂・『由本権兵衛と海軍場および桂伝による）

　
ま
た
、
こ
の
海
軍
拡
張
が
進
攻
を
属
的
と
し
た
か
と
い
う
点
も
、

蹴
わ
せ
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
今
霞
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か

で
な
い
が
、
福
留
黒
氏
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
十
二
年
九
月
に
⑧
「
帝
京

國
防
方
針
」
、
⑤
「
帝
国
国
防
所
要
兵
力
扁
、
◎
「
帝
国
用
兵
綱
領
」
が

海
軍
側
の
出
し
た
拡
張
期
は
、
た
し
か
に
わ
が
窮
乏
し
た
財
政
力
か

ら
は
、
民
力
休
養
を
隣
害
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

出
本
翻
斎
藤
は
内
閣
の
順
調
な
す
べ
り
出
し
を
好
機
と
し
て
、
一
挙

に
懸
案
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
無
理
な
政
策
を
た
て
た
。
原
の
反
対

は
精
一
杯
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
薩
派
海
軍
と
政
友
会
の
特
色
を
明
瞭

に
し
め
し
た
。

と
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
り
、
列
国

の
海
軍
拡
張
や
大
竹
巨
砲

主
義
の
採
用
な
ど
、
こ
れ

と
の
対
抗
策
は
、
経
済
財

の
低
い
わ
が
国
と
し
て
は
、

並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

陸
従
論
」
が
世
論
の
大
勢

提案
斎　藤

高　橋

二

二　藤

　原

則　本

　原

｛．1．1本

　原

内 容

35，000万円の継続

上の三期分割，まず13，000万円

9，000万円主張

財源あれば高橋案一期のみ

22，000～23，000万円

反　　　対

18，000万円

反　　　対

16，0GO万門6ヵ年（1年延長）

妥協の余地を存し岡意

予算会議経過概要
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策
定
さ
れ
、
④
で
は
米
露
清
が
仮
想
敵
国
と
さ
れ
、
「
対
一
国
戦
争
」

が
原
則
で
あ
っ
た
こ
と
、
㈲
で
は
対
米
戦
争
の
場
合
、
西
部
太
平
洋

の
綱
海
権
確
保
の
た
め
八
八
艦
隊
二
隊
を
保
有
す
る
こ
と
が
き
め
ら

れ
、
◎
で
は
対
米
用
兵
綱
領
に
お
い
て
、
陸
海
軍
協
同
し
て
グ
ア
ム
、

ヒ
リ
ッ
ピ
ン
の
在
東
洋
根
拠
地
を
占
領
覆
滅
、
艦
隊
は
本
土
近
海
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

遠
征
米
艦
隊
を
撃
滅
す
る
に
あ
っ
た
と
い
う
。
な
お
、
八
八
艦
隊
案

が
で
き
た
年
、
ア
メ
リ
カ
は
ハ
ワ
イ
真
珠
湾
を
海
軍
基
地
と
決
定
し

た
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
海
軍
力
が
日
本
を
お
い
越
し
た
の
は
一
九
〇

八
年
、
海
軍
拡
張
三
年
計
減
（
超
弩
級
戦
艦
一
〇
、
岡
巡
洋
艦
六
、
大
巡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

一
〇
な
ど
）
が
で
き
た
の
は
一
九
一
六
年
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
本
質

　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ

的
に
は
対
米
防
備
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
と
て
、

い
つ
東
亜
各
地
へ
の
進
攻
に
転
用
さ
れ
る
や
も
知
れ
ず
、
ま
た
、
山

本
内
閣
下
で
流
産
し
た
予
箕
が
大
隈
内
閣
で
成
立
し
て
も
、
そ
れ
は

山
本
内
閣
下
の
予
素
案
を
正
糖
化
す
る
も
の
で
な
く
、
当
時
の
帝
国

主
義
的
風
潮
の
一
側
面
を
し
め
す
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
対
巳

進
攻
が
、
か
な
ら
ず
し
も
屠
程
に
の
ぼ
る
ま
で
に
い
た
っ
て
い
な
い

情
態
で
あ
る
か
ら
し
て
、
海
軍
は
い
ま
す
こ
し
政
治
的
配
慮
を
詠
う

べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
原
の
政
治
感
覚
の
妥
当
さ
を
み
う
る
の
で
あ

る
。

　
な
お
、
予
算
に
つ
い
て
井
上
・
鈴
木
両
氏
は
一
九
一
三
年
度
に
は

ふ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
四
年
度
は
海
軍
の
大
拡
張
計
画
と
ブ
ル
ジ
翼

ア
地
主
の
負
担
軽
減
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
民
衆
や
中
小
商
工
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

考
の
要
望
を
充
上
し
て
い
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
。
大
体
に
お
い
て
そ

の
と
お
り
で
あ
る
が
、
一
三
年
度
の
成
果
を
併
せ
考
え
る
べ
き
で
は

な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
一
四
年
度
は
海
軍
充
実
費
が
、
＼
結
局
全

般
に
累
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
、
否
定
し
う
べ
く
も
な
い
。

　
4
、
シ
妻
メ
ン
ス
事
件

　
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
半
沢
玉
城
著
『
大
正

政
戦
史
』
や
白
柳
秀
湖
著
［
『
続
財
界
太
平
記
』
な
ど
に
か
か
れ
て
い

る
の
で
、
詳
述
の
要
は
な
い
。
半
沢
は
桂
系
の
記
者
で
、
こ
の
時
と

ば
か
り
に
筆
を
振
い
、
後
者
は
近
代
史
を
三
井
対
三
菱
の
抗
争
を
軸

に
書
か
れ
た
特
異
の
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
こ
の
内
閣
の
性
格

を
述
べ
て
来
た
関
係
上
、
政
治
勢
力
の
拮
抗
面
を
重
点
に
述
べ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
事
件
の
内
容
は
第
二
次
桂
内
閣
の
と
き
の
も

の
で
あ
り
、
当
時
山
本
は
軍
事
参
議
宮
で
あ
っ
た
か
ら
、
薩
接
の
関

係
は
な
い
。
だ
か
ら
、
事
実
を
率
直
に
認
め
て
陳
謝
す
れ
ば
、
大
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
山
本
と
原
の
醐
腹

が
、
逆
に
わ
ざ
わ
い
し
た
の
で
あ
り
、
徳
富
蘇
峯
が
、
臭
物
掩
蔽
主
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義
は
逆
に
肉
本
に
圧
服
さ
れ
た
諸
勢
力
に
反
抗
の
好
機
を
与
え
る
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

果
と
な
っ
た
、
と
評
し
た
の
は
適
評
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
そ
れ
で
は
反
政
府
勢
力
と
は
何
か
と
い
う
と
、
衆
議
院

で
は
同
志
会
・
国
民
党
・
中
正
会
な
ど
で
、
な
か
ん
ず
く
島
田
三
郎

　
　
⑭

が
陣
頭
に
立
っ
た
。
し
か
し
衆
議
院
は
、
政
友
会
が
数
に
物
を
い
わ

せ
て
お
し
切
れ
る
。
そ
こ
で
貴
族
院
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
幸
倶
楽

部
の
田
、
江
木
ら
が
貴
族
院
を
引
き
ま
わ
す
。
牧
野
仲
顕
が
西
園
専

に
報
じ
た
書
翰
（
立
命
館
大
学
蔵
・
蒲
園
寺
文
菩
）
に
よ
る
と
、
左
の
と
お

り
で
あ
る
（
圏
点
山
本
）
。

　
（
大
忌
三
年
三
灘
）
一
日
認

寒
気
尚
難
レ
去
御
座
候
処
、
先
以
御
清
療
之
段
恭
賀
仕
候
。
撮
政
局
二

付
テ
ハ
定
め
て
御
配
慮
被
レ
為
候
こ
と
㌧
遙
察
候
。
　
御
集
知
之
通
り
協

議
ム
ム
孟
U
野
島
確
マ
効
田
木
不
レ
凹
沁
、
　
一
一
十
一
二
こ
口
血
貝
擁
燃
着
脱
晶
則
一
議
茄
㌧
㎜
襲
弊
罎
賦
事
ハ

最
早
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
大
勢
二
御
整
候
闘
、
予
算
ハ
終
二
乍
漏
遺
憾
」

不
成
立
二
帰
シ
（
内
閣
ハ
高
岡
最
後
之
決
定
を
与
へ
喉
時
機
二
到
達
嫉
。

　
上
院
之
態
度
二
野
テ
ハ
不
思
議
二
御
思
召
候
半
と
存
候
。
要
す
る
に

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
れ
　
、
　
、
　
、
　
、

此
度
ハ
幸
倶
楽
部
三
四
之
策
士
二
他
派
之
入
々
籠
絡
せ
ら
連
た
る
も
の

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
う

に
菊
レ
之
候
。
　
今
比
例
な
り
多
少
乗
せ
ら
観
た
る
に
気
付
き
候
蒋
鍬
来

鮭
趣
醗
へ
ど
も
、
最
早
深
入
致
候
後
二
弼
、
今
更
態
度
を
改
め
候
ニ
ハ

　
　
時
機
巳
に
後
連
、
奔
流
ユ
漂
ふ
有
様
二
蒲
、
上
院
ト
致
候
弱
者
実
二
無

　
　
責
任
を
極
め
た
る
次
第
二
御
座
蝶
。
三
島
（
註
、
弥
太
郎
）
等
出
来
る

　
　
丈
ケ
尽
力
ハ
右
様
二
て
も
、
　
而
も
開
会
当
初
よ
り
病
気
二
二
外
繊
不
轟

　
　
相
銀
一
、
　
其
他
研
究
会
幹
藩
の
入
々
執
れ
も
温
良
之
人
物
二
御
座
候
へ

　
　
ハ
、
瞬
・
江
木
等
と
ハ
到
底
対
戦
六
ケ
敷
、
結
局
圧
倒
せ
ら
れ
た
る
も

　
　
の
二
御
座
験
。

　
右
が
牧
野
の
観
察
し
た
貴
族
院
の
内
情
で
あ
る
。
幸
倶
楽
部
三
四

の
策
士
は
田
や
江
木
翼
で
あ
り
、
研
究
会
幹
部
で
は
「
村
戦
六
ケ
敷
」

の
一
句
よ
く
貴
族
院
内
の
新
興
勢
力
の
実
力
を
物
語
る
。
三
島
の
尽

力
に
つ
い
て
は
前
掲
三
鳥
伝
に
略
記
さ
れ
て
い
る
二
四
三
ペ
ー
ジ
）
。

で
は
、
な
ぜ
貴
族
院
は
か
き
ま
わ
さ
れ
た
か
、
そ
の
対
策
は
ど
う
か
。

書
翰
は
続
け
る
。

　
　
　
標
榜
之
名
義
ヲ
相
見
レ
バ
廓
清
杯
と
申
す
故
、
人
々
耳
二
こ
入
り
易

　
　
き
　
爵
葉
を
借
り
腰
為
め
上
院
を
風
靡
致
す
形
勢
と
相
成
申
候
。
今
日
之

　
　
場
禽
ハ
唯
荊
年
度
予
算
を
踏
襲
致
鍬
引
責
致
喉
敷
之
外
二
無
レ
之
、
　
前

　
　
年
度
予
算
実
行
も
此
度
之
如
き
場
合
ニ
ハ
前
例
無
レ
之
幽
二
有
レ
之
、
憲

　
　
法
上
差
支
な
し
と
致
候
も
、
海
軍
如
き
ハ
已
二
コ
入
工
認
容
せ
ら
連
居

　
　
ル
九
千
万
之
計
醐
す
ら
全
く
中
絶
致
候
運
命
二
言
遇
致
、
内
閣
と
雌
蝶

　
　
而
老
苦
痛
難
レ
堪
次
第
と
愚
考
遠
略
。
小
生
一
個
ユ
致
候
禰
者
貴
院
二
対

　
　
し
大
詔
を
奏
請
致
、
予
算
を
成
立
せ
し
め
、
欝
欝
ヲ
引
き
嫉
方
国
家
二
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対
す
る
唯
一
之
方
策
と
存
紫
煙
共
、
昨
春
来
意
悪
例
も
有
炉
之
、
首
相

　
　
も
実
行
難
し
と
す
る
処
に
し
て
、
政
友
会
も
又
同
ぜ
ざ
る
処
と
承
知
致

　
　
候
付
、
此
も
被
レ
行
か
た
き
処
と
存
候
。
目
下
此
辺
之
事
情
二
御
座
候

　
　
間
、
難
関
中
之
難
関
二
有
レ
之
、
　
一
両
日
中
尾
ハ
内
閣
も
最
後
之
決
定

　
　
を
下
候
一
途
と
相
成
申
候
。

　
牧
野
の
詔
勅
奏
請
案
は
閣
議
で
同
意
さ
れ
な
か
っ
た
。
最
後
は
政

友
会
と
原
の
状
況
で
あ
る
。

　
　
　
原
も
此
迄
二
な
く
余
程
精
神
を
悩
ま
し
疲
労
致
様
二
見
必
至
候
。
松

　
　
田
男
去
り
長
谷
場
次
ぎ
、
　
一
身
二
全
責
任
を
蒋
ひ
喉
こ
と
嵐
相
成
、
苦

　
　
心
も
推
察
す
る
に
除
ま
り
あ
り
、
右
様
之
次
第
二
蒲
頻
り
二
閣
下
之
御

　
　
健
在
を
祈
居
候
人
々
、
　
独
り
政
友
会
々
二
二
止
ま
ら
ざ
る
有
様
二
有
レ

　
　
之
候
。
定
め
し
他
方
面
よ
り
も
事
情
御
報
三
三
レ
回
向
も
有
レ
之
候
べ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
と
拝
察
致
候
。
此
度
旧
事
ハ
其
自
的
山
本
伯
之
人
格
攻
撃
二
帰
若
三
三

　
　
処
、
　
固
よ
り
何
等
根
拠
な
き
弓
造
之
風
説
を
材
料
と
致
候
も
の
二
有
レ

　
　
之
候
。
即
三
根
今
日
逡
歯
牙
二
掛
け
ず
、
忍
耐
絹
成
候
一
団
、
辛
算
不

　
　
成
立
二
三
候
無
責
任
二
対
三
一
者
、
除
雪
痛
心
之
度
を
高
め
、
此
上
之

　
　
奮
闘
持
続
被
レ
成
申
哉
疑
問
ト
存
候
。
先
つ
ハ
ー
ト
通
り
得
昌
御
内
意
一
度
、

　
　
乱
筆
御
高
一
環
二
成
下
一
度
、
勿
々
拝
呉

　
　
　
三
月
二
十
臼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
伸
顕

　
　
西
園
寺
傑
欄
下

　
牧
野
は
右
を
手
許
に
と
ど
め
、
貴
族
院
で
予
算
不
成
B
の
二
十
三

霞
、
明
朝
辞
職
に
な
る
だ
ろ
う
と
付
記
し
て
発
送
し
た
。
そ
の
な
か

で
「
原
因
ハ
兎
二
角
ト
致
候
も
、
随
分
手
疵
を
負
ひ
、
一
般
ニ
ハ
余

程
不
人
気
二
相
成
候
処
、
通
運
不
成
立
ニ
テ
此
上
奮
闘
を
続
け
候
共
、

前
途
之
見
据
え
立
兼
ね
、
却
而
紛
争
を
加
へ
候
恐
連
有
レ
之
」
、
大
勢

上
局
面
転
換
を
得
策
と
す
る
旨
述
べ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
反
政
府
運
動
の
先
頭
に
は
右
翼
勢
力
が
あ
る
。
雇
夫
氏
も

一一

試
悼
P
の
大
会
と
民
衆
の
騒
擾
を
、
領
導
強
硬
論
者
が
主
導
し
、

生
活
問
題
か
ら
発
し
た
民
衆
の
民
庶
主
義
へ
の
要
求
を
帝
国
主
義
岩

の
動
力
と
し
て
利
用
す
る
の
が
、
大
会
主
催
者
の
意
向
で
あ
っ
た
、

と
さ
れ
る
（
『
D
c
』
史
）
。
演
壇
に
立
っ
た
の
は
国
民
党
・
中
正
会
の

幹
部
で
、
　
同
志
会
は
院
外
団
が
動
い
て
い
る
（
丸
山
．
前
掲
欝
一
六
露
～

喪
ペ
ー
ジ
）
。
『
東
亜
先
覚
志
士
三
三
』
に
よ
る
も
満
蒙
一
実
の
カ
ン
パ

ニ
ア
と
し
て
箪
件
を
利
用
し
て
い
る
（
中
巻
、
五
六
二
～
三
ペ
ー
ジ
）
。
ま

た
井
上
馨
に
は
望
月
小
太
郎
が
つ
い
て
い
て
奔
走
し
て
お
り
、
平
田

は
逗
子
か
ら
上
京
し
て
田
・
小
松
原
ら
と
連
絡
し
て
い
た
。
こ
れ
ら

の
背
後
に
は
陸
軍
が
控
え
て
い
た
。
平
沼
は
島
田
の
政
府
攻
撃
は
、

　
「
山
県
さ
ん
が
や
ら
せ
た
」
と
明
言
し
て
お
り
（
『
繊
顯
磐
八
四
ペ
ー
ジ
）
、

荒
木
貞
夫
（
当
時
秘
書
官
）
は
倒
閣
資
金
は
参
謀
本
部
か
ら
出
た
と
、
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⑧

戦
後
語
っ
て
い
る
。

　
政
友
会
で
も
、
さ
か
ん
に
貴
族
院
工
作
を
行
っ
た
が
成
功
せ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

原
は
山
本
の
後
継
を
策
し
た
が
、
結
局
は
失
敗
し
た
。
そ
の
う
え
、

事
件
は
シ
ー
メ
ン
ス
会
誌
の
ほ
か
、
さ
ら
に
大
規
模
の
ヴ
ィ
ッ
カ
ー

ス
会
社
の
も
の
ま
で
現
わ
れ
た
。
こ
れ
と
関
連
の
あ
る
三
井
が
大
打

　
　
　
　
⑧

撃
を
う
け
た
。

　
貴
族
院
の
窮
極
の
目
的
は
、
加
藤
伝
も
伝
え
る
よ
う
に
、
要
す
る

に
倒
閣
運
動
期
長
閥
復
活
で
あ
り
、
内
閣
さ
へ
辞
職
す
れ
ば
予
算
は

通
す
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
（
こ
の
七
三
島
伝
も
同
様
）
。
そ
し
て
、
大

隈
が
長
閥
元
老
の
意
を
う
け
て
登
場
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
5
、
政
変
の
の
ち

　
『
原
敬
墨
堤
』
に
よ
れ
ば
、
伏
見
宮
は
す
で
に
元
老
の
時
代
は
量

っ
た
と
み
て
お
り
、
山
本
も
伏
見
宮
に
対
し
、
超
然
内
閣
の
不
可
能

と
政
党
を
基
盤
と
し
て
政
権
を
運
用
す
る
こ
と
の
必
要
を
語
り
、
十

年
間
政
界
を
去
っ
て
、
今
回
政
友
会
と
と
も
に
し
、
そ
の
整
然
た
る

秩
序
（
こ
の
点
は
敵
党
の
加
藤
も
認
め
て
い
る
）
と
行
動
の
穏
健
を
称
し
、

か
つ
政
界
も
「
案
外
に
思
う
事
」
が
多
か
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
ま

さ
に
時
代
の
転
換
を
ハ
ッ
キ
リ
と
感
じ
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
伏
見
宮
は
元
老
の
政
党
無
視
の
態
度
に
不
快
の
感
を
抱
き
、
伊

東
巳
代
治
は
原
内
閣
の
成
立
に
尽
力
し
、
山
県
に
元
老
を
辞
す
る
こ

と
を
忠
告
す
る
と
ま
で
語
っ
て
い
る
（
『
原
敬
日
記
』
）
。
望
月
小
太
郎
す

ら
、
井
上
馨
に
、
後
継
首
班
の
第
一
に
原
敬
を
あ
げ
て
い
る
（
弄
上

文
講
）
。
辞
表
提
出
後
の
四
月
十
一
日
、
原
は
山
本
に
、
留
任
な
ら
ば

大
い
に
や
る
べ
し
と
す
す
め
、
山
本
は
、
そ
う
な
れ
ば
「
是
迄
の
様

に
控
目
に
す
る
に
も
及
ば
ざ
る
べ
し
翫
と
答
え
て
い
，
る
。
意
味
は
多

様
に
と
れ
る
が
、
旧
勢
力
の
圧
力
を
い
っ
そ
う
強
く
は
ね
か
え
し
て

進
む
気
持
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

　
最
後
に
、
超
然
内
閣
の
出
現
に
備
え
て
、
政
党
の
四
派
が
結
束
し

て
反
対
し
よ
う
と
い
う
動
き
の
あ
っ
た
こ
と
を
注
目
し
て
お
こ
う
。

こ
れ
は
、
加
藤
が
大
隈
内
閣
出
現
の
可
能
性
を
み
て
変
心
し
た
た
め

結
実
し
な
か
っ
た
が
、
も
し
清
浦
内
閣
が
成
立
し
て
各
政
党
が
一
致

し
て
こ
れ
に
当
っ
た
な
ら
ば
、
政
党
内
閣
の
出
現
は
、
い
っ
そ
う
早

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
⑬
　
長
野
県
代
議
士
小
坂
願
造
の
公
開
状
で
は
、
商
業
会
議
所
連
含
会
繊
席
委
員
に

　
　
面
会
し
た
と
き
は
「
熱
烈
な
る
当
業
齋
の
稽
豊
を
認
め
」
た
が
、
県
民
大
会
（
一

　
　
九
一
三
年
工
二
八
臼
）
招
待
弁
土
交
渉
の
上
京
委
鎖
に
会
っ
た
と
き
は
、
　
「
政
党

　
　
的
色
彩
を
帯
び
た
る
を
認
知
」
　
し
た
と
述
べ
、
　
東
京
の
国
技
館
で
は
、
長
野
衆

　
　
で
も
札
付
き
の
政
治
ゴ
ロ
が
同
志
会
の
ス
ジ
書
ど
お
り
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
、
ま

　
　
さ
に
「
変
調
の
時
代
」
で
、
営
業
税
全
廃
な
ど
思
い
も
よ
ら
ぬ
と
冷
笑
し
て
い
る

　
　
（
『
．
長
野
川
院
試
政
党
史
』
．
T
、
　
一
八
二
～
四
一
ペ
ー
。
シ
）
。
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駐
　
　
『
日
本
外
交
年
表
並
主
要
文
漁
録
上
、
三
六
九
～
三
七
六
ペ
ー
ジ
所
収
の
「
対

　
支
ハ
満
蒙
）
政
策
」
。
な
お
菓
原
健
編
著
『
対
満
蒙
政
策
史
の
｛
麟
臨
中
の
同
氏

　
の
阿
部
に
か
ん
す
る
論
文
参
照
。

欝
　
拓
難
局
の
廃
止
、
関
東
都
督
は
軍
車
以
外
は
外
彬
の
指
揮
監
督
一
を
う
け
る
こ
と
、

　
華
南
の
陸
軍
・
軍
入
の
写
声
取
締
り
（
総
長
・
外
相
・
陸
糊
協
議
）
、
　
駐
在
費
の
削
…

　
減
、
「
対
支
研
究
会
漏
へ
の
注
意
（
牧
野
『
瞬
顯
録
」
歴
、
二
七
～
三
一
ペ
ー
ジ
）

　
な
ど
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
交
秤
夏
芝
例
の
著
増
（
菓
原
前
掲
書
付
録
）

　
と
い
う
現
象
は
、
陸
軍
の
反
撃
と
も
み
ら
れ
よ
う
。

鞍
　
前
島
省
三
著
『
田
本
政
党
政
治
の
史
的
考
察
陣
は
『
森
格
藁
そ
の
他
に
飲
直
し

　
て
こ
の
点
を
強
調
す
る
。

⑰
　
憎
果
原
凸
嗣
掲
書
、
儒
緊
大
『
D
C
史
』
二
六
八
ペ
ー
ジ
。

趣
　
一
二
宅
雪
…
瓢
に
よ
れ
ば
、
民
衆
は
日
比
谷
大
会
よ
り
も
明
治
天
皇
の
鳳
顧
、
明
年
の

　
即
位
・
大
嘗
会
に
興
味
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
（
『
岡
時
代
史
隔
第
三
巻
、
四
三
二

　
ペ
ー
ジ
）
。
政
府
は
こ
れ
に
対
し
て
弾
犀
手
段
を
さ
け
、
熊
重
重
を
拍
子
抜
け
さ
せ

　
た
（
丸
出
語
告
二
野
五
十
年
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
駈
一
五
四
ペ
ー
ジ
以
下
）
。

趣
　
　
『
現
代
叢
書
　
新
支
那
騙
　
（
罠
三
社
、
大
正
三
年
十
一
月
刊
）
二
七
二
～
七
、

　
二
八
四
～
五
ペ
ー
ジ
。

⑳
福
留
「
反
古
に
帰
し
た
『
帝
圏
園
防
方
針
巴
（
『
別
冊
知
性
1
2
、
秘
め
ら
れ
た
昭

　
和
史
臨
所
収
）
。
　
な
お
二
二
方
針
案
の
田
中
義
一
の
原
稿
は
イ
ン
ド
シ
ナ
・
と
り

　
ッ
ピ
ソ
な
ど
、
ア
ジ
ア
各
地
攻
撃
案
で
あ
り
、
由
県
の
修
正
案
で
は
、
進
攻
的
な

　
も
の
を
省
い
て
い
る
。

⑳
　
h
摘
木
物
心
士
悶
著
『
購
一
合
【
艦
隊
始
末
記
』
六
～
七
ペ
ー
ジ
。

㊥
払
購
掲
轡
一
　
六
五
ペ
ー
ジ
。

鐙
　
片
岡
直
澱
｝
者
『
大
蕉
昭
和
政
治
…
史
の
一
断
面
隔
九
～
一
〇
ペ
ー
ジ
。

⑳
蘇
峯
前
掲
諜
、
一
九
七
ペ
ー
ジ
。
田
健
治
郎
は
一
瓢
月
一
一
十
畑
一
罠
の
黙
記
に
「
山

　
本
剛
腹
、
無
知
、
無
能
、
無
策
、
不
察
機
微
、
不
山
人
雷
、
執
拗
自
用
、
遂
隙
干

　
此
窮
地
、
自
甘
藍
干
覆
没
し
と
癌
塾
し
た
（
大
久
保
利
謙
著
『
艶
本
全
史
1
0
、
近

　
代
皿
』
七
六
ペ
ー
ジ
に
ト
恥
る
）
。

㊥
　
高
矯
義
雄
は
、
政
治
上
の
人
気
変
遷
は
滑
稽
な
も
の
で
、
か
っ
て
磯
罵
を
う
け

　
た
島
賑
三
郎
が
一
躍
大
立
物
と
な
り
、
　
「
鼠
が
虎
に
化
し
た
る
が
如
き
奮
観
」
だ

　
と
評
し
て
い
る
爲
万
象
録
躁
二
月
一
二
日
）
。

⑯
　
出
語
隆
士
陶
磐
…
『
玉
本
蹴
・
閥
略
翌
翌
恥
五
ペ
ー
ジ
。
な
お
中
野
耕
堂
（
正
剛
）
は

　
倒
閣
運
動
は
後
藤
が
発
起
人
で
寺
内
を
語
ら
い
、
明
石
中
将
を
動
か
し
、
そ
こ
か

　
ら
内
田
良
平
ら
煽
動
家
に
糧
を
送
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
（
「
叡
感
は
零
し
て

　
覚
醒
せ
る
か
」
一
『
日
本
及
鷺
本
人
』
三
貝
一
日
号
）
。

⑳
　
『
凍
敬
日
記
』
で
は
、
出
本
は
原
を
後
任
に
推
薦
す
る
と
語
っ
て
い
る
が
、
村
・

　
野
が
由
ホ
に
、
後
継
を
原
に
す
る
よ
う
談
判
し
た
と
こ
ろ
、
出
本
は
車
を
叩
い
て

　
原
を
罵
倒
し
た
と
も
い
う
（
『
松
本
H
誌
』
一
〇
ペ
ー
ジ
）
。

鐙
　
シ
ー
メ
γ
ス
寮
件
で
沢
崎
大
佐
が
自
白
し
た
と
き
、
海
軍
消
息
通
は
、
収
賄
金

　
の
授
受
は
多
く
書
生
名
義
な
ど
に
し
て
痕
跡
を
残
さ
ぬ
の
に
、
沢
崎
は
正
直
で
受

　
販
小
切
乎
に
鵠
署
し
た
た
め
、
小
魚
…
が
掛
り
大
魚
は
楯
～
る
る
の
翌
い
を
喫
一
践
し
た

　
と
語
っ
た
と
い
う
（
『
万
象
録
縣
二
月
十
八
日
）
。
お
そ
る
べ
ぎ
腐
敗
で
あ
る
。
三

　
弁
は
こ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
は
元
三
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
（
芳
川
寛
治
署
『
為
政

　
藩
の
大
道
騒
一
一
二
ぺ
…
ジ
）
。
三
菱
も
危
険
を
感
じ
て
い
た
の
で
、
崩
藤
は
島

　
砥
の
政
府
攻
撃
を
あ
ま
り
喜
ば
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
、
ま
た
陸
軍
で
も
こ
の
種
事

　
件
が
あ
っ
た
が
、
大
き
く
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
（
白
話
霧
雪
湖
紳
者
『
続
財

　
界
太
平
記
』
）
。

お
　
わ
　
り
　
に

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
で
大
体
諒
解
し
て
い
た
だ
け
る
と
思
う
が
、
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要
約
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
山
本
内
閣
を
み
る
場
合
、
そ
　
4
1



の
前
提
と
し
て
一
九
〇
〇
年
の
政
友
会
の
時
点
を
と
ら
え
る
と
、
従

来
の
説
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
1
ト
の
拾
頭
に
対
す
る
地
主
H
ブ
ル
ジ

滋
ア
ジ
ー
の
同
盟
を
策
し
た
の
が
、
伊
藤
の
政
友
会
結
成
の
意
図
で

あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
政
党
の
横
暴
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
と
さ
れ
た
。

そ
れ
に
対
し
、
わ
た
し
は
、
伊
藤
の
意
図
は
列
強
の
ア
ジ
ア
に
対
す
る

帝
国
主
義
進
出
に
対
抗
す
る
た
め
、
将
来
政
治
勢
力
の
中
核
と
な
る

べ
き
実
業
家
層
を
と
り
こ
む
こ
と
が
主
目
的
で
あ
り
、
憲
政
党
が
合

流
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
自
ら
の
声
望
で
駕
御
し
よ
う
と
し

た
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
勢
力
は
、
こ
の
段
階
で

は
、
あ
ま
り
重
要
な
要
素
と
は
み
ら
れ
な
い
、
と
い
う
立
場
に
立
つ
。

　
そ
の
後
の
政
友
会
は
、
資
本
主
義
の
発
達
に
と
も
な
う
資
本
家
勢

力
の
増
大
と
政
治
的
関
心
の
向
上
・
中
間
層
と
り
わ
け
都
市
プ
チ
ブ

ル
・
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
ー
の
政
治
的
関
心
の
増
大
H
世
論
の
強
大

化
に
つ
れ
て
、
政
友
会
は
必
然
的
に
ブ
ル
ジ
翼
ア
政
党
と
し
て
の
道

を
歩
み
は
じ
め
、
桂
園
蒔
代
も
、
妥
協
の
反
心
に
対
立
が
増
大
し
た

点
を
重
視
す
る
。
そ
の
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
な
し
た
の
が
大
正
政
変
期

で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
体
制
の
再
編
成
期
の
様
相
を
色
濃
く
し
て

い
た
。
だ
か
ら
、
、
山
本
内
閣
の
薦
半
は
、
大
正
政
変
に
お
け
る
世
論

の
圧
力
と
同
時
に
、
山
本
峰
原
の
強
力
な
政
治
力
に
よ
っ
て
、
体
調

再
編
期
の
あ
ら
た
な
行
き
方
を
打
娼
そ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
、
形
の

う
え
で
は
薩
閥
と
政
友
会
と
の
妥
協
で
あ
っ
た
が
、
実
質
的
に
は
政

党
政
治
の
方
向
に
’
歩
す
す
め
て
お
り
、
官
僚
派
を
畏
怖
せ
し
め
、

反
対
党
を
焦
慮
せ
し
め
た
。

　
山
本
内
閥
の
後
半
は
、
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
に
よ
っ
て
具
体
的
な
施

策
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
海
軍
の
大
拡
張
計
画
は
、
た
し
か
に
前

半
の
成
果
を
傷
つ
け
、
帝
国
主
義
的
政
策
の
疑
惑
を
う
け
る
の
も
当

然
で
あ
る
が
、
前
年
度
の
政
策
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
意
図
の
あ
っ

た
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
政
策
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ブ
ル
ジ
認
ア
勢
力
の
拾
頭
の
反

映
で
あ
る
。
一
般
大
衆
の
政
策
レ
ベ
ル
へ
の
介
入
の
勢
力
は
ま
だ
弱

い
が
、
日
比
谷
焼
打
ち
や
大
正
政
変
で
見
ら
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
爆

発
は
、
政
治
家
も
無
視
し
え
ぬ
も
の
に
成
長
し
て
い
た
。
だ
か
ら
、

右
翼
は
こ
れ
を
利
用
し
、
原
は
、
政
党
の
指
導
せ
ぬ
大
衆
行
動
は
、

大
し
て
お
そ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
大
衆
が
平
素
の
不
満
を
、

何
ら
か
の
機
会
に
爆
発
さ
せ
る
と
い
う
傾
向
に
あ
り
な
が
ら
、
指
導

の
方
向
に
よ
っ
て
は
右
へ
も
左
へ
も
動
く
と
い
う
弱
点
を
も
っ
て
お

り
、
同
時
に
モ
ッ
ブ
と
し
て
利
用
さ
れ
も
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
政
府
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
シ
ー
以
外
に
、
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一
般
大
衆
の
利
害
も
政
策
と
し
て
反
映
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
が
な
け
れ
ば
、
山
本
内
閣
の
永
続
は
世
論
の
一

致
し
た
見
解
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
体
舗
再
編
期
の
一
大
勢

力
と
し
て
、
さ
ら
に
は
将
来
の
政
党
内
閣
を
臓
程
に
の
ば
す
ほ
ど
の

勢
力
と
し
て
の
地
歩
を
確
立
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
シ
ー

メ
ン
ス
蕃
件
が
お
こ
る
と
、
こ
の
内
閣
は
反
対
勢
力
凡
て
の
攻
撃
を

う
け
て
倒
れ
た
。
そ
の
つ
ぎ
の
大
隈
内
閣
が
元
老
の
ヒ
モ
付
き
で
あ

り
、
民
主
的
内
閣
の
仮
面
の
下
に
長
閥
官
僚
勢
力
の
復
活
を
結
果
し

た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
政
党
政
治
へ
と
い
う
時
代
の
大
勢
を

一
時
附
止
し
、
大
隈
内
閣
後
半
の
弱
体
政
治
は
、
逆
に
寺
内
内
閣
の
出

現
を
容
易
な
ら
し
め
た
。
原
も
ま
た
、
大
隈
内
閣
下
で
の
総
選
業
で

一
敗
地
に
塗
れ
て
か
ら
は
、
山
本
内
閣
下
で
ほ
と
ん
ど
元
老
勢
力
を

無
視
し
た
姿
勢
を
、
　
ほ
と
ん
ど
完
全
に
（
と
い
う
の
は
、
総
選
挙
ま
で

に
も
元
老
接
近
を
は
か
っ
て
い
る
か
ら
）
く
ず
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
だ

け
に
、
山
本
内
閣
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
学
説
と
は
こ
と
な
っ
た
視

点
か
ら
評
価
し
な
お
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
を
、
わ
た

し
の
現
況
で
可
能
な
か
ぎ
り
、
本
論
で
検
討
し
た
し
だ
い
で
あ
る
。

　
付
記
i
最
初
詳
述
し
た
原
稿
を
書
き
あ
げ
た
と
き
は
鷲
一
百
五
十
枚
に
も
及
ん
だ
の

　
　
で
、
約
三
分
の
一
に
肥
暫
し
、
前
半
を
く
わ
く
し
た
。
そ
の
た
め
に
い
っ
そ
う
論

　
　
旨
不
十
分
の
点
が
露
量
し
た
こ
と
を
お
喜
び
し
た
い
。
な
お
、
資
料
の
点
で
鍾
々

　
　
お
無
品
に
な
っ
た
岡
立
閑
会
図
西
日
館
の
由
井
蕉
匝
氏
や
立
命
館
大
学
、
筆
齋
の
研

　
　
究
に
多
大
の
示
唆
と
、
・
思
出
口
を
い
た
だ
い
た
京
大
人
文
科
学
研
究
蛎
大
正
班
の
方
々

　
　
に
原
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
馨
頂
短
期
大
学
教
授
）
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AStudy　of　the　F圭rst　Ya難amoto山本Cabi難et

by

Shiro　Yamamoto

　　The　fi1“st　Gonnohy◎e　Yamamoto山本権兵衛Cabinet（1913－14）was

evaluated．as　the　administration　of　the　Satsuma薩摩faction　united　with

the　Seiyukai政友会，　or　the　administration　of　the　Satsuma　faction　ln

place　of　the　Choshu長グ・ill　faction　in　its　form；therefore，　his　policy　was

often　dicussed　from　the　viewpoint　of　prevention　from　the　popular

revolution，　with　laying　stress　on　either　the　Satsuma　facgion　or　the　Sei－

y唾ai　in　having　in舳ence　oll　the　administration；still　more，　his　policy

which　accepted　the　popular　opinions　was　sometimes　evaluated　as　a

camoufiage　to　execute　the　imperialistic　policy　equcai　to　those　of　any

other　cabinets，　with　a　serious　view　of　the　pressure　of　the　Taisho　politi－

cal　change．

　　This　article，　standing　on　the　viewpoint　that　the　old　order　was　distur－

bed　at　the　growth　of　the　bourgeois　power　ln　the　development　of　Ca－

pitalisin　and　it　was　the　time　when　the　policy　should　reorganize　the

order，　is　to　demonstrate　that　this　cabinet　tried　to　establish　a　new　poli－

tical　power．

Puritanism　and　Liberty　in　John　MiltoA

by

Masayasti　lnoue

By　Max　Weber，　John　Milton　was　excluded　from　Puritanism　as　a

peculiar　person，　．　EinsPde’nfzer．　On　the　other　hand，　Milton　has　been　regar－

ded　as　one　sort　of　the　humanist　thlnkers．　These　estiiTiations　are　chiefiy

depeRded　on’the　facts　that　iVlilton　considered　hurrianity　right，　attached

iinportance　to　human　reason，　and　laid　stress　on　liberty．　This　essay　is

to　mal〈e　clear　the　positioR　of　his　thought　by　the　exainination　throttgh

his　Reformation　tracts，　“Areopa．aitica”，　and　“Of　Tr－ue　Rqli．crion”．　ln

short，　Milton　did　not　accept　Puritanisrn　aRd　Renaissance　Humanism　as

the　alternatives，　aRd　his　God　was　Beither　transcendental　nor　metaphy一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（774）


